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　平成 22（2010）年度からの 10 年を展望し、新しい門真のまちづくりの指針や
市民の皆様との共通の夢、目標を描いた本市の最上位計画として、平成 22（2010）
年３月に「門真市第５次総合計画」を策定しました。
　「門真市第５次総合計画」の策定後、我が国においては、少子高齢化の急激な進行
による人口減少社会の到来、地域間格差・都市間競争の激化などの課題を抱えるほか、
平成 23（2011）年３月に発生した東日本大震災や集中豪雨、ＩＣＴ（情報技術通信）
化の著しい進歩といった急激な社会情勢の変化が生じており、市民の皆様の暮らし
にも様々な影響が現れております。一方、価値観やライフスタイルの多様化に伴う
市民ニーズも高度化・複雑化してきています。
　本市では平成 26（2014）年１月から、市政参画や公民協働の基本理念を定めた
条例である「門真市自治基本条例」を施行していますが、協働を軸として、地方自
治のあり方、将来を展望したまちづくりが問われています。このような情勢の変化
を背景として、平成 27（2015）年 3 月に計画の中間見直しを行い、「門真市第５
次総合計画（改定版）」として策定しました。
　本計画では、まちの将来像を「人・まち“元気”体感都市　門真」と定め、「人」
と「まち」が「元気」になり「自立・上昇する“好循環の環”」をつくること、つまり、
生成し、自ら発展する持続可能なまちづくりを推進することが本市にとって極めて
重要であると考えております。
　持続可能なまちづくりを進めるには、「教育の向上」「まちづくり」「産業の振興」
といった重点目標に加え、「子ども」「女性」「コンパクトシティ」のキーワード施策
を重視し、定住の促進を図ることが重要です。
　本計画では、このような“環”を実現すべく、６つの分野で協働を軸とした施策
を体系化しており、また、実現可能で成果が市民の皆様に見える計画となるよう、
主な実施施策ごとに「達成度を測る指標」を設けるなど、まちづくりの主役である
市民の皆様とともに各種施策の評価や計画の進行管理を行うため、さまざまな工夫
を凝らしています。改定版では、本文の表現を見直すとともに、「達成度を測る指標」
について、効果がより分かりやすくなるよう設定を見直し、市民の幸福感を測る指
標としての「門真市幸福度指標」の一部を新たに追加しました。
　最後になりましたが、本計画策定及び改定にあたりまして、ご尽力をいただきま
した総合計画審議会及び市議会をはじめ、市民意識調査やパブリックコメントにご
協力いただいた市民の皆様方に心より感謝を申し上げますとともに、今後も本計画
の実現に向け、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成27（2015）年３月　門真市長　園部　一成

「人・まち“元気”体感都市 門真」
の実現をめざして
～門真市第５次総合計画（改定版）の刊行に当たって～





　わたくしたち門真市民は、恒久の平和を求め、
自由と平等を愛し、伸びゆく門真市を支える市民
であることに自覚と誇りをもちます。
　そして、わたくしたちは、人間の尊厳と住民の
自治を重んじ、互いの信頼と協力で結ばれた、明
るく豊かな住みよいまちをつくるため、市民の総
意でこの憲章を定めます。

１. わたくしたちは、美しい緑を愛し、公害や災害
のない、健康で文化的な生活が営める清潔な環
境をつくります。

１. わたくしたちは、若い力を育て、老人を敬愛し、
心身障害者（児）をはげまし、互いに助けあっ
て市民福祉をすすめます。

１. わたくしたちは、郷土の伝統を知り、文化財を
守り、教養を高めて新しい文化をつくります。

１. わたくしたちは、働くことによろこびと誇りを
もち、希望にみちた健全な家庭をきずきます。

１. わたくしたちは、市政に深い関心をもち、批判
と協力を惜しまず積極的に参加します。

（昭和48年10月1日制定）

門真市民憲章

市の木　楠 市の花　さつき
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【背景】
少子高齢化の急激な進行、人口減少社会の到来、地方分権の進展、成長社会から成
熟社会への大きな転換など社会経済全般にわたる大きな変革への対応

【計画の趣旨と役割】
１　市民と市役所みんなでつくり、みんなで共有する計画
２　夢を現実にする計画

【計画の構成と期間】
・計画の構成：基本構想と基本計画・実施計画で構成
・計画の期間：平成22（2010）年度∼平成31（2019）年度
　　　　　　　　 ※実施計画は１年毎の見直しによる３年間計画

【社会の潮流と門真市】
１　人口の減少と少子高齢化の進展
２　安全・安心に対する意識の高まり
３　市民活動・社会参画意識の高揚
４　環境共生社会の進展
５　産業構造の転換
６　国際化と情報化の進展
７　地方分権・地域主権の広がりと広域連携
８　地域力、都市力の低下とコミュニティづくり

【門真市のまちづくりの課題】
１　通過都市ではなく、定住都市へ
２　持続可能なまちづくり

■みんなで取り組む分野別の主要課題
◇都市イメージ ･･････････････････市民が誇りに思う新たな都市イメージ・ブランドの形成等
◇子育て・教育・文化･･････････････自ら学ぶ力と豊かな心を育む教育の推進等
◇産業振興 ･･････････････････････多様なビジネスの創出等
◇健康・福祉・医療・社会保障･･･････高齢者の生きがいづくり・健康づくりの推進等
◇人づくり・コミュニティづくり ･･･協働社会の形成等
◇安全・安心 ･････････････････････防犯対策・防災対策の推進等
◇都市構造や交通・市街地整備 ･････駅前シンボルゾーンにおけるまちづくりの推進等
◇環境 ･･････････････････････････地球温暖化対策の推進等
◇財政・行政運営 ･････････････････持続可能な都市経営への取り組みの推進等

１　大阪と京都の間に位置し、
　　交通に便利なまち
２　歩いたり、自転車で暮らせるまち
３　市民が誇れる産業や歴史、文化がある
　　まち
４　地域社会で活躍する元気な人で
　　あふれるまち

基本構想
計画策定の趣旨と役割

計画策定の背景と課題
門真市の潜在力となる資源



人・まち“元気”体感都市　門真
将来のまちの構造　◇人口 ◇財政 ◇都市構造

１　基本計画策定の趣旨
２　都市経営マネジメントシステムの構築
３　行財政フレームと運営方針
　３－１　財政の見通し
　３－２　財政健全化法と財政運営
　３－３　行財政改革の推進
４　都市フレーム
　４－１　人口・世帯数
　４－２　土地利用
５　重点的に取り組む視点と課題
６　幸福度指標の採用
７　基本目標別の記載内容の見方
８　施策の体系

第１章
みんなの協働でつくる地域力のあるまち
　第１節　市民のまちづくりへの参画を促す環境を
　　　　　つくります
　第２節　市民に信頼され、協働まちづくりを先導する
　　　　　市役所をつくります
第２章
将来を担う子どもが育つ教育力のあるまち
　第１節　安心して産み、育てることができる
　　　　　子育て支援のまちをつくります
　第２節　心豊かでたくましい子どもを育むまちを
　　　　　つくります
第３章
安全・安心で快適に暮らせる明るいまち
　第１節　安全で安心な暮らしを育む明るいまちを
　　　　　つくります
　第２節　便利で快適なまちなかをつくります
第４章
いきいきと人が輝く文化薫るまち
　第１節　平和な社会を育む共生のまちをつくります
　第２節　ワクワクする人や出会いを育む文化のまちを
　　　　　つくります
第５章
健やかな笑顔あふれる支え合いのまち
　第１節　みんなで困っている人を助け合う福祉のまちを
　　　　　つくります
　第２節　みんなの健やかな心と体を育む健康のまちを
　　　　　つくります
第６章
環境と調和し、産業が栄える活力のあるまち
　第１節　人や環境にやさしい美しいまちをつくります
　第２節　いきいきとしたまちを育む産業をつくります

元気　人がまちを育み、まちが人を育む元気なまち

人　　みんなが活躍しているまち

まち　未来の発展につながるまち

基本計画
基本計画総論

基本計画各論
まちづくりの基本目標

協　　働

基本理念

わがまち門真がめざす将来の姿

基本目標－１
みんなの協働でつくる
地域力のあるまち

基本目標－２
将来を担う子どもが育つ
教育力のあるまち
基本目標－３
安全・安心で快適に暮らせる
明るいまち
基本目標－４
いきいきと人が輝く
文化薫るまち
基本目標－５
健やかな笑顔あふれる
支え合いのまち
基本目標－６
環境と調和し、産業が栄える
活力のあるまち

計画目標の進行管理・行政評価などによ
るしくみづくり

都市経営マネジメントサイクルの確立



基本構想
序章 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 2
　第１節　門真市の成り立ちと歩み ････････････････････････････････････････････････････････････････ 2
　第２節　第５次総合計画策定の趣旨と役割 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 3
　　１　市民と市役所みんなでつくり、みんなで共有する計画 ･････････････････････････････････････ 3
　　２　夢を現実にする計画 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 4
　第３節　計画の構成と期間 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 5
第１章　総合計画策定の背景と課題 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 6
　第１節　社会の潮流と門真市 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 6
　　１　人口の減少と少子高齢化の進展････････････････････････････････････････････････････････････ 6
　　２　安全・安心に対する意識の高まり ･･････････････････････････････････････････････････････････ 7
　　３　市民活動・社会参画意識の高揚 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 7
　　４　環境共生社会の進展 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 8
　　５　産業構造の転換 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 9
　　６　国際化と情報化の進展 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 10
　　７　地方分権・地域主権の広がりと広域連携 ･････････････････････････････････････････････････ 11
　　８　地域力、都市力の低下とコミュニティづくり ･････････････････････････････････････････････ 12
　第２節　門真市のまちづくりの課題 ････････････････････････････････････････････････････････････ 13
　　１　通過都市ではなく、定住都市へ ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 13
　　２　持続可能なまちづくり ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 13
　第３節　門真市の潜在力となる資源 ････････････････････････････････････････････････････････････ 15
　　１　大阪と京都の間に位置し、交通に便利なまち ･････････････････････････････････････････････ 15
　　２　歩いたり、自転車で暮らせるまち ････････････････････････････････････････････････････････ 15
　　３　市民が誇れる産業や歴史、文化があるまち ･･･････････････････････････････････････････････ 15
　　４　地域社会で活躍する元気な人であふれるまち････････････････････････････････････････････ 16
第２章　まちづくりの理念と将来像 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 17
　第１節　わがまち門真がめざす将来の姿 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 17
　第２節　将来のまちの構造 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 19
　　１　人口･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 19
　　２　財政･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 20
　　３　都市構造 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 21
第３章　まちづくりの基本目標 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 23
第４章　構想の実現に向けて ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 27

基本計画
基本計画総論
　１　基本計画策定の趣旨････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 32
　２　都市経営マネジメントシステムの構築 ･････････････････････････････････････････････････････ 33
　３　行財政フレームと運営方針･････････････････････････････････････････････････････････････････ 35

目　　次



　　３－１　財政の見通し････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 35
　　３－２　財政健全化法と財政運営 ････････････････････････････････････････････････････････････ 38
　　３－３　行財政改革の推進 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 40
　４　都市フレーム･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 42
　　４－１　人口・世帯数 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 42
　　４－２　土地利用 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 44
　５　重点的に取り組む視点と課題 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 46
　６　幸福度指標の採用 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 47
　７　基本目標別の記載内容の見方 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 49
　８　施策の体系 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 50

基本計画各論
第１章　みんなの協働でつくる地域力のあるまち
　第１節　市民のまちづくりへの参画を促す環境をつくります ･･････････････････････････････････ 56
　　１　市政の情報を共有し、みんなの市政への関心を高める環境をつくります ･････････････････ 56
　　２　市民が主役となって活躍できる舞台をつくります ･･･････････････････････････････････････ 59
　第２節　市民に信頼され、協働まちづくりを先導する市役所をつくります ･････････････････････ 62
　　１　市民とともに市政を進める市役所をつくります ･････････････････････････････････････････ 62
　　２　市民に信頼される効率的で効果的な市役所をつくります ････････････････････････････････ 64
第２章　将来を担う子どもが育つ教育力のあるまち
　第１節　安心して産み、育てることができる子育て支援のまちをつくります ･･･････････････････ 68
　　１　子どもを健やかに育む環境をつくります ････････････････････････････････････････････････ 68
　　２　子どもを安心して、楽しく育てる家庭や地域をつくります ･･･････････････････････････････ 71
　第２節　心豊かでたくましい子どもを育むまちをつくります ･･････････････････････････････････ 74
　　１　みんなで子どもの健康な心や体をつくります････････････････････････････････････････････ 74
　　２　子どもの学びの意欲を育む学校をつくります････････････････････････････････････････････ 77
第３章　安全・安心で快適に暮らせる明るいまち
　第１節　安全で安心な暮らしを育む明るいまちをつくります ･･････････････････････････････････ 82
　　１　犯罪や事故がないまちをつくります ･････････････････････････････････････････････････････ 82
　　２　火災や事故から人の命を守るまちをつくります ･････････････････････････････････････････ 85
　　３　みんなの命を大切に守る災害に強いまちをつくります ･･････････････････････････････････ 87
　第２節　便利で快適なまちなかをつくります･･･････････････････････････････････････････････････ 90
　　１　便利で快適な暮らしを支えるまちなかの基盤をつくります･･････････････････････････････ 90
　　２　いつまでも快適に定住できるまちなかの環境をつくります･･････････････････････････････ 95
第４章　いきいきと人が輝く文化薫るまち
　第１節　平和な社会を育む共生のまちをつくります･･･････････････････････････････････････････ 100
　　１　平和と人権を尊重する環境をつくります ･･･････････････････････････････････････････････ 100
　　２　みんながともに楽しく暮らす環境をつくります ････････････････････････････････････････ 102
　第２節　ワクワクする人や出会いを育む文化のまちをつくります･････････････････････････････ 105



　　１　生涯にわたり学習や仲間づくりができる環境をつくります･････････････････････････････ 105
　　２　愛着と誇りに思う文化を育む環境をつくります ････････････････････････････････････････ 108
第５章　健やかな笑顔あふれる支え合いのまち
　第１節　みんなで困っている人を助け合う福祉のまちをつくります ･･････････････････････････ 112
　　１　みんなで困っている人を助け合う環境をつくります････････････････････････････････････ 112
　　２　困っている人を助け、自立を支援する環境をつくります ････････････････････････････････ 115
　第２節　みんなの健やかな心と体を育む健康のまちをつくります･････････････････････････････ 119
　　１　健康な体を育む環境をつくります ･･････････････････････････････････････････････････････ 119
　　２　安心できる予防と医療の環境をつくります ･････････････････････････････････････････････ 121
第６章　環境と調和し、産業が栄える活力のあるまち
　第１節　人や環境にやさしい美しいまちをつくります ････････････････････････････････････････ 126
　　１　物を大切にする循環型社会や地球にやさしい低炭素社会をつくります ･････････････････ 126
　　２　緑あふれる美しいまちをつくります ････････････････････････････････････････････････････ 129
　第２節　いきいきとしたまちを育む産業をつくります ････････････････････････････････････････ 131
　　１　産業を元気にする環境をつくります ････････････････････････････････････････････････････ 131
　　２　産業を支える人や働きやすい環境をつくります ････････････････････････････････････････ 134

門真市幸福度指標体系･････････････････････････････････････････････････････････････････136

附属資料
１.  門真市第5次総合計画改定経過 ･････････････････････････････････････････････････････142
２.  門真市第5次総合計画改定体制 ･････････････････････････････････････････････････････144
３.  門真市総合計画審議会条例 ･････････････････････････････････････････････････････････145
４.  門真市総合計画策定委員会規程 ･････････････････････････････････････････････････････147
５.  門真市総合計画審議会委員名簿 ･････････････････････････････････････････････････････149
６.  門真市総合計画策定委員会委員名簿 ･････････････････････････････････････････････････150
７.  門真市総合計画策定委員会専門部会委員名簿 ･････････････････････････････････････････150
８.  門真市第5次総合計画の改定に際しての諮問 ･････････････････････････････････････････151
９.  門真市第5次総合計画の改定に関する答申 ･･･････････････････････････････････････････152
10. 門真市第1次∼第4次総合計画の概要 ････････････････････････････････････････････････154
11. 「達成度を測る指標」の一覧表 ･･･････････････････････････････････････････････････････156



基本構想
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序 章

総合計画は、まちの成り立ちや歴史を振り返りながら、私たちがおかれている現状をふまえ、将来のま
ちづくりの展望や方向性を明らかにし、未来のまちづくりの目標やその実現方策を示すものです。

未来のまちづくりを考えるためには、地理的条件や気候、風土、文化、産業、科学の進歩、そして、そこに
暮らす人々の生活によって育まれ、また、変化しているまちの成り立ちや歴史をみんなで共有していく
ことから始めていかなければなりません。

本市の歴史的歩みを大きくとらえると、今から約3500年前の縄文時代後期に、市の西端の西三荘遺跡
で生活が始まったのが本市の歴史の始まりとされています。

平安時代後期から、大和田庄・馬伏庄・岸和田庄などの庄園が経営され、中世には最も低湿な池沼地を
除いて、ほぼ全域が農地として開発されていたと考えられています。

江戸時代には、京や大坂に近いことから大半が天領となりました。また、低湿地を生き抜く知恵とし
て、段蔵やバッタリが生み出され、農業では米ばかりではなく、門真の特産「河内レンコン」が全国に出荷
されました。

明治43（1910）年に京阪電車が開通し、大正11（1922）年に大同電力株式会社の古川橋変電所が、昭
和8（1933）年に松下電器製作所（パナソニック株式会社の前身）が立地し、道路の整備や工場の誘致と
もあいまって、徐々に都市化のみちを歩み、昭和38（1963）年8月に人口66,582人をもって門真市が誕
生しました。

本市が誕生した昭和30（1955）年代後半から高度経済成長による大都市への人口集中の波が押し寄
せ、急激に人口が増加し、古代から『門真の荘』といわれたのどかな田園地帯から人口14万人の「住宅・産
業都市」へと大きな変貌をみました。

京阪電車のそれぞれの駅の周辺において、まちの基盤となる道路などが整わないまま木造共同住宅が
建設され、市の内外を問わず密集のまちのイメージも強くなりました。

一方、本市は、関西の文化・経済の中心である大阪市に隣接し、京阪電車をはじめ地下鉄長堀鶴見緑地
線や大阪モノレールなど市内に鉄道駅が７駅あるなど、公共交通の利便性に恵まれています。また、近
畿自動車道、国道163号、大阪中央環状線に加えて、平成22（2010）年春には第二京阪道路が開通するな
ど、府内でも有数の交通環境に恵まれた好位置を占めており、今後の経済活動やまちの発展につながる
可能性が大いにある都市といえます。

このような歴史を歩んできた本市が、さらに未来に向けて発展していくために、みんなで未来を共有
する総合計画を策定し、まちづくりに取り組んでいくことが必要です。

第1節 門真市の成り立ちと歩み
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本市は、昭和46（1971）年に「門真市総合計画」（第１次）を策定して以降、時代の変化、情勢をふまえつ
つ計画を策定し、平成13（2001）年∼平成22（2010）年を計画期間とした「第４次総合計画」において定
めた長期的・総合的な展望に基づき諸施策を進めてきました。

しかし、時代は今、大きな転換期を迎えていま
す。本市の「元気づくり」のスピードを上げるため
に、計画を１年前倒しし、門真で住み、働き、学ぶ
人や市内に立地する事業所など門真市民みんな
が夢見る門真の未来像を共有し、その実現に向け
市民や市役所が何をなすべきかを明らかにする
ため、平成22（2010）年３月に、図のようにでき
るかぎり市民の参加・参画の機会を多く取り入
れ、市民と市役所みんなで「新しい門真市総合計
画（門真市第５次総合計画）」をつくりました。

引き続き、少子高齢化の急激な進行や人口減少
社会の到来、地方分権の進展、さらには成長社会
から成熟社会への大きな転換が著しくなってい
ますが、「門真市第５次総合計画」の策定後、東日

本大震災の発生や集中豪雨、またＩＣＴ化の著しい進歩により、スマートフォンの飛躍的利用など、社会
経済全般にわたる大きな変革への対応が求められています。

このような背景をふまえ、門真市第５次総合計画の計画期間が始まって５年目になる平成26（2014）
年度に、総合計画に基づく市役所の運営状況の中間見直しを行い、「門真市第５次総合計画（改定版）」を
つくりました。

注1）「門真市第５次総合計画」づくりには、多数の市民や市役所の職員が参加しました。それぞれの意見や思いを大切に
し、小学生にも理解できるわかりやすいものとするため、内容の繰り返しや「行政」とすべきところを「市役所」とした
り、「市民一人ひとり」とすべきところを「みんな」というなど簡易な表現としています。

注2）第１次から第４次までの総合計画の概要については、附属資料に記載しています。

第2節 第５次総合計画策定の趣旨と役割

1 市民と市役所みんなでつくり、みんなで共有する計画

門真市第 5次総合計画策定の体制

市議会

議決
（基本構想）

総合計画策定委員会

素案の提案

報告
（基本計画）

諮問・答申
門真市総合計画審議会（公募市民の参加）

市民の参加

・市民意識調査

・市民参加策定型の各種計画等における
　市民意見

・門真未来市民会議

・市内企業ヒアリング

・市民団体アンケート

・門真の未来子ども会議

・中高生の作文募集や絵画による参加

・総合計画（案）市民説明会

・総合計画（案）に対する市民意見
  （パブリックコメント）募集

意見

意見

情報提供

立案・意見

市長

専門部会
（統合部会・分野別部会）

施策・成果指標の検討
（庁内各課）

ワーキンググループ

提案・調整
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総合計画は、市役所の行政運営における最も重要な計画として位置づけられており、平成26（2014）
年１月に施行されました「門真市自治基本条例」では、総合計画に関する条文を設け、市民・議会・市役所
が努めるべき役割を定めています。

門真市第５次総合計画は、まちづくりの進むべき方向と目標を明らかにし、市民と市役所みんながそ
れぞれの役割に応じて主体的にまちづくりを進めていくことができるよう、これまでの総合計画にはな
かった次のような視点を取り入れています。
◇一歩一歩着実に目標を達成するために、取り組みの状況を確かめ、改善することができること。
◇市民と市役所みんながまちづくりの実現主体となって、ともに考え、ともに行動してこの計画の実現

を図るしくみをつくること。
市民と市役所みんなでつくった門真市第５次総合計画は、「自分たちのまちは自分たちでつくり、育て

る」という地域主体のまちづくりを進めるための共通の夢としてほしいと考えます。その時々の社会経
済情勢を着実に確かめながら柔軟に対応し、この計画の進化と夢の実現をめざし、市民と市役所みんな
の力を合わせ、夢を現実にしていきましょう。

2 夢を現実にする計画

庁内ワーキンググループ会議 門真未来市民会議

門真の未来子ども会議



5

計画の構成は、基本構想、基本計画、実施計画をもって構成します。
◇基本構想は、門真市第５次総合計画の計画期間である平成31（2019）年度を目途とした将来を展望

し、本市におけるまちづくりの基本理念と将来都市像を示すとともに、これを達成するための基本目
標を明らかにし、総合的かつ計画的な行政運営の指針となるものです。

◇基本計画は、計画期間を平成22（2010）年度から平成31（2019）年度の10年間とし、基本構想に示す
本市の将来都市像の実現に向け、各施策の成果指標を例示するなど、それぞれの達成目標を明らかに
するとともに、財源・人材など多様な資源を最大限に活用し、実行性を重視した基本的な施策の体系を
示すものです。
なお、この計画は、随時諸情勢の変化を見通しながら、必要な見直しがあれば、修正を行い、柔軟な対応

により進めます。「門真市第５次総合計画（改定版）」につきましては、計画期間は計画期間の残りである
平成27（2015）年度から平成31（2019）年度までとします。
◇実施計画は、基本計画に定められた基本的な施策を実施していくために、計画期間を３年間として、財

政状況をふまえたうえで１年ごとの見直し（ローリング方式）により改訂するものです。

第3節 計画の構成と期間

門真市第 5次総合計画構成及び期間図
平成22年度
2010年度

平成31年度
2019年度

基本構想

基本計画

実施計画

まちづくりの基本理念と
将来都市像及び基本目標
を明らかにするものです。

行政各分野の諸施策の方針と
めざすべき指標などを総合的、
体系的に明らかにするものです。

基本計画における諸施策の効果的な
実施に向けた財政的裏づけを有した
事業実施の指針とするものです。

実施計画（3年間）

実施計画（3年間）

実施計画（3年間）

基本計画（10年間）

基本構想（10年間）

以後、3年毎の
実施計画を策定
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わが国においては、平成17（2005）年に初めて死亡数が出生数を上回る自然減となり、それとともに
平均寿命が延びたことにより、国立社会保障・人口問題研究所では、平成47（2035）年には3人に１人が
65歳以上となり、平成57（2045）年には総人口が２割減少するとの長期的な推計がなされています。

本市は、大阪市に近く、便利であったことや大きな工場があったことなどから、わが国の高度経済成長
政策による人口の大都市圏への集中にともない、昭和30（1955）年代後半から昭和40（1965）年代にか
けて急激に人口が増加しました。

その後は、昭和50（1975）年をピークに微増減をくりかえし、近年では、人口の減少が続いています。
世帯数は、昭和30（1955）年代後半から昭和40（1965）年代にかけて急激に増加し、その後も人口が減
少しているにもかかわらず増加する傾向にあります。

本市の平成25（2013）年４月１日の住民基本台帳人口を基準として推計すると、本市の人口は今後も
さらに減少し、このままの状態では、平成31（2019）年度末には、約125,000人になると推計されます。

本市はこれまで生産年齢人口（15歳∼ 64歳）の割合が比較的高いまちで、高齢化率が低い状況でした
が、近年は急激に上昇しており、65歳以上人口の割合が平成31（2019）年度末には29.0％と、全国や大
阪府と同じような高齢化率になると推計され、本市にも例外なく高齢化の波が押し寄せてきています。

このような人口の高齢化に対
し、まちの活力の源になる若い人
たちが一人でも多く本市に定住
し、バランスの良い年齢構成のま
ちにすることが必要です。

今後は、高齢者が生きがいを
持って健康に暮らせるとともに、
若い人たちがたくさん住み、子ど
もを安心して産み育てることがで
きる環境をつくり、将来を担う子
どもたちがいつまでも門真に住み
続けたいと思う元気で発展するま
ちをつくっていくことが必要で
す。

第 1 章 総合計画策定の背景と課題

今、社会の潮流は大きく変化し、人々の意識もまちの課題も変わってきています。その変化を見極めつ
つ、的確な判断をもって本市のまちづくりを進めていくことが必要です。

第1節 社会の潮流と門真市

1 人口の減少と少子高齢化の進展

将来人口の推計（平成26（2014）年度推計）
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総合計画策定の背景と課題

阪神・淡路大震災や東日本大震災、今後発生が懸念されている南海トラフ地震、気象変化による集中豪
雨などの自然災害に対して、人々の安全・安心に対する意識が急速に高まっています。

また、新型インフルエンザをはじめとする新興・再興感染症から、ひったくりなど街頭犯罪や放火な
ど、人々の安全で安心な暮らしを脅かすさまざまな不安とともに、医療崩壊への懸念や老老介護、孤独死
などの問題、雇用不安や年金問題など社会保障制度のあり方についても将来の生活不安が広がっていま
す。

門真市第５次総合計画策定に向けて実施した市民意識調査では、市民が将来に望む門真のイメージと
して「安全で安心して住めるまち」を望む声が強く、特に、過去に実施した調査結果と比較すると、近年そ
の声がますます高まっています。非常事態に対する危機管理体制の充実や防犯・防災対策の強化ととも
に、生活不安を抱えた人への元気づくりなど安全で安心して住めるまちづくりが強く求められていま
す。

ものの豊かさから心の豊かさを大切にする人々が増える中、人々の価値観やライフスタイルは多様化
してきており、文化や芸術などに親しむことや生きがいづくり、ボランティア活動への関心が高まって
います。

門真市第５次総合計画策定に向けて実施した市民意識調査では、市民活動などへの参加意向について
男性も女性も年齢層が高くなるにつれ、意向が強くなる傾向にあります。文化や芸術などに親しむ環境
づくりとともに、それぞれの価値観やライフスタイルにかかわらず、みんなが活躍できる舞台が求めら
れています。

今後は、趣味や地域活動、生きがいづくりや仲間づくりを進めながら、主体的なまちづくりの担い手と
して、市役所と手を取り合い、いっしょにまちづくりを進める「協働」の場を活躍の舞台としていくこと
が必要です。

2 安全・安心に対する意識の高まり

3 市民活動・社会参画意識の高揚

16.9	

2.6	

26.7	

41.8	

2.4	

0.0	

1.3	

2.9	

32.1	

1.9	

13.4	

42.3	

2.2	

0.0	

1.9	

1.9	

16.9	

2.2	

7.1	

55.9	

2.8	

5.4	

0.8	

1.4	

15.7	

3.2	

7.6	

56.3	

3.1	

5.2	

1.9	

1.2	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	

まちなみが整った緑の多いまち	

若者などが集う活気あるまち	

いろいろな施設がたくさんある楽しいまち	

安全で安心して住めるまち	

歴史や情緒が感じられるロマンのあるまち	

教育の環境が整ったまち	

今のままのまちでよい	

その他	

昭和63(1988)年度調査(n=1,325)	

平成10(1998)年度調査(n=1,131)	

平成20(2008)年度調査(n=1,156)	

平成26(2014)年度調査(n=972)	

資料：門真市第５次総合計画中間見直しにかかる市民意識調査	 

市民が将来に望む門真市のイメージ
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総合計画策定の背景と課題

地球温暖化など地球規模での環境問題が深刻化する中、人々の環境に対する関心はますます高まって
います。

豊かな緑やきれいな川の流れなどをもう一度取り戻すとともに、今までのライフスタイルを見直し、
省資源化・省エネルギー化や自然エネルギーを活用するとともに、物を大切にして、リサイクルや廃棄物
の適正な処理を進めることが必要です。

本市においても、市民や企業、市役所みんなが協力し、リサイクル活動や環境保全活動などの活性化に
より、ごみの減量が進んでいます。将来を担う子どもたちなど次世代が安全・安心して暮らせるようにし
ていく必要があります。

みんなが環境問題への意識を高め、今一度これまでの生活を見直し、環境保全を前提とした循環型社
会、地球にやさしい低炭素社会など、自然と人との共生社会をつくることが求められています。

4 環境共生社会の進展

女　

性

男　

性

女　

性

男　

性

地域や市民活動への参加状況や参加意向

資料 : 門真市第5次総合計画中間見直しにかかる市民意識調査
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総合計画策定の背景と課題

経済活動のグローバル化やインターネット環境の進展などを背景に、わが国の産業構造は大きな転換
期を迎えています。

特に、製造業においては、生産拠点の海外移転や部品調達の海外依存度の高まりなどを背景に、中小製
造業の経営に大きな影響を与えるなど産業の空洞化が進行しています。

また、商業については、規制緩和
や価格競争の激化などにより、流通
の再編や効率化が進み、価格競争力
の弱い小売業者などが厳しい競争
にさらされています。

農業についても、都市化の波が押
し寄せるとともに、担い手の高齢化
や後継者不足が進んでいます。

今後は、商工業や農業の活性化と
ともに、産業を支える人づくりを進
め、これまで培われてきたものづく
りの技術とあわせ、産学官の連携に
よる技術革新や地域資源を活かし

た新産業の創出などにより、経済活力を育む産業構造とさまざまな世代の就業機会を創出していくこと
が求められています。

5 産業構造の転換

4,893	

4,733	

4,854	

4,738	

4,612	

4,000	

4,100	

4,200	

4,300	

4,400	

4,500	

4,600	

4,700	

4,800	

4,900	

5,000	

平成20	
(2008)年	

平成21	
(2009)年	

平成22	
(2010)年	

平成23	
(2011)年	

平成24	
(2012)年	

（万トン）	

注）二酸化炭素（固定分）を算出	 

資料：大阪府域における温室効果ガス排出量について	 

大阪府域における二酸化炭素の排出量

事業所数・従業者数の推移
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総合計画策定の背景と課題

国際化の進展は、人・物・情報・資金などの国際的な移動や交流を活発化させてきました。多様な国際交
流の展開とともに、海外からの労働者の長期滞在化や定住化も進行し、身近なところでも国際化が進展
しています。

本市においても、外国籍市民が増加したことから、市民や地域、市役所が連携し、言語や生活習慣など
生活文化の違いを越えて、互いを
理解し、ともに暮らす社会をつく
ることが求められています。

また、情報通信技術の進歩はめ
ざましいものがあり、世界の情報
が日常生活のあらゆる場面におい
て瞬時に手に入るなど、時間や距
離の制約を受けずに、さまざまな
情報交換を可能にしています。迅
速で正確な情報伝達や個人情報の
保護などの対応が必要です。

6 国際化と情報化の進展

本市の外国人人口の推移
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総合計画策定の背景と課題

地方分権により国から地方への権限移譲が進められる中、地方では全国的に市町村合併が進み、道州
制の議論が本格化していますが、住民に最も身近な基礎自治体の役割のさらなる広がりが求められてい
ます。

市民ニーズが、ますます多様化・複雑化してきている今、地方の特色を活かし、継続したまちづくりを
進展していくためには、地方自らの責任と創意工夫のもとに都市経営を進めていかなければなりません
が、限られた財源の中で、市民のニーズを全て満たしていくことはますます困難な状況になりつつあり
ます。

本市においては、行財政改革によるさまざまな効率化を進めており、引き続き経常収支比率を改善す
るなど弾力性のある事業展開ができる行財政体質とし、人材育成、都市経営力を高め、地方分権をさらに
広めていく体制を確立しなければなりません。

また、市民の生活行動の広域化・多様化などにより、広域的な行政課題への対応も求められており、周
辺都市との広域連携の強化が必要となっています。

これからのまちづくりでは、対応すべき重点課題を絞り込むなど施策の選択と集中を進め、効果的、効
率的な行政運営による持続可能な都市経営を行うとともに、広域連携によるスケールメリットを活か
し、市民ニーズに対応した行政サービスを提供していくことが必要です。

7 地方分権・地域主権の広がりと広域連携

本市財政の経常収支比率の推移
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総合計画策定の背景と課題

近年、日常の暮らしの利便性が向上し、近隣のつきあいの必要性が少なくなるなど、人々の関係性が希
薄化しています。

阪神・淡路大震災では、コミュニティが充実していた地域では、地震の直後に崩壊した家の人が近隣の
人々に救出され、多くの生命を救ったと言われています。また、地域の人々が挨拶を日常的に交わすこと
で、不審者の侵入を防ぐ効果があると言われています。

地域でのかかわりが希薄化すると、犯罪や災害への対応力、地域の子どもたちへの教育力なども低下
し、本来、地域が持っていた力が低下することが懸念されます。東日本大震災の発生後は、人と人、地域の
絆の重要性が見直されてきています。

さらに、それぞれの地域の力が低下すると、都市そのものの力も低下することが予想されます。
今、このように地域の力が低下していくことを懸念し、住民自らが「自分たちのまちは自らが考え、自

らが主体となってまちづくりに取り組もう」と積極的に行動し、みんなのつきあいを活発にするととも
に、まちにある課題を解決するだけでなく、まちの価値を高めていく取り組みを進めているところも各
地ででてきており、本市においても、平成26（2014）年１月に施行した「門真市自治基本条例」に基づき、
地域会議など新しいコミュニティづくりを進めていくことが必要です。

門真市第５次総合計画策定に向けて実施した市民意識調査及び中間見直しにかかる市民意識調査で
は、「隣近所のコミュニティが良いこと」よりも「生活しやすく便利なこと」が、これからのまちづくりに
活用すべき資源であるとする回答者が圧倒的な割合を占めています。

安全で安心な暮らしをつくるためには、まず、地域のコミュニティを充実し、地域の力を高めていくこ
とが必要です。

8 地域力、都市力の低下とコミュニティづくり

まちづくりに活用すべき資源

資料 : 門真市第５次総合計画中間見直しにかかる市民意識調査
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総合計画策定の背景と課題

市は、昭和30（1955）年代後半からの高度経済成長による都市部への人口集中により、さまざまな行
政需要への対応に追われ、そのことがこれまでの定住のまちづくりを進める上で課題となっていまし
た。

定住意向について過去に行った調
査と比較すると、高齢化の動向や持ち
家率の上昇により徐々に本市での定
住意向は高まってきています。

しかし、年代層別にみると、若い世
代では、定住意向を持つ人よりも移住
意向を持つ人の割合の方が高くなっ
ており、“通過都市（仮住まい的な都
市）”としての傾向が色濃く残ってい
ます。

移 住 意 向 の 割 合 が 高 い20歳 代
∼ 30歳 代 の 若 い 世 代 で は、「 ま わ
り の 生 活 環 境 が 悪 い な ど」（回 答
者 の48.0 ％）、「 住 宅 が 狭 い か ら」

（22.4％）、「住宅が古く、老朽したか
ら」（19.0％）、「子どもの教育の関係から」（17.2％）などが、他市へ引っ越しをしたい主な理由になって
います。そのなかでも、「まわりの生活環境が悪いなど」が半数近くを占めていますが、これは、住宅や教
育なども含め、本市におけるさまざまな暮らしの環境が原因になっていると考えられます。

今後、さらに高齢者が増加する本市においては、まちの活力の源となる若い世代の定住促進は、あらゆ
るまちづくりを進めていくうえでの基本的な課題です。

他市へ引っ越しをしたいと若い世代が思うさまざまな原因を一つずつひもとき、解決しながら、“通過
都市（仮住まい的な都市）”とならないよう、みんなが門真をふるさととして誇りや愛着をもつことがで
きるようにしていく必要があります。

誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思う魅力あるまちづくりを進め、「このまちに生まれて良かった」
と思うまちを、将来を担う子どもたちに引き継ぐためには、市役所と市民が手を携え、協働を広げること
で「市民力※」及び「地域力※」を向上し、徐々に都市格を高めながら、生成し、自ら発展する「自律発展都市」
の実現に向け、持続可能なまちづくりを進めていかなければなりません。

門真に住み、学ぶ子どもをはじめ市民や学識経験者、市役所など、みんなで門真市第５次総合計画にお
いて取り組むべき主要な課題を検討しました。

門真市第５次総合計画では、みんなで検討した次のような主要課題について、市民と市役所それぞれ
が責任を持ちながら積極的に取り組みます。

第2節 門真市のまちづくりの課題

1 通過都市ではなく、定住都市へ

2 持続可能なまちづくり

※「市民力」：みんながそれぞれの役割を果たし、地域の課題の解決に向けて考え、取り組む力をいいます。
※「地域力」：市民力を結集することによって、地域の課題を解決し、地域を発展させていく力をいいます。

定住意向の推移と平成26（2014）年度調査における年代別の意向

資料 : 門真市第５次総合計画中間見直しにかかる市民意識調査
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総合計画策定の背景と課題

都市イメージ
◇市民が誇りに思う新たな都市イメージ・ブランドの形成
◇「住みたい」「住み続けたい」と思うまちづくりの推進

子育て・教育・文化
◇自ら学ぶ力と豊かな心を育む教育の推進　　　　　　　　◇学力の向上をめざした教育の推進
◇子どもを安心して産み育てることができる環境整備　　　◇歴史遺産や伝統文化の保存・継承
◇地域ぐるみの教育の推進　　　　　　　　　　　　　　　◇生涯学習環境・機会の充実
◇文化芸術を楽しみ、自らも参加できる社会の形成

産業振興
◇多様なビジネスの創出
◇企業誘致による雇用の創出
◇ものづくりを中心とした既存産業の強化、人材育成の推進
◇駅周辺の商店街などの活性化
◇農業の保全と振興

健康・福祉・医療・社会保障
◇高齢者の生きがいづくり・健康づくりの推進
◇障がいのある人など誰もが社会参加できる環境づくり
◇社会保障の充実
◇市民相互に支え合う地域福祉の推進
◇医療・介護サービス体制の充実
◇生活習慣病予防や健康づくり推進

人づくり・コミュニティづくり
◇ＮＰＯ・ボランティアなどとの連携による協働社会の形成
◇地域の絆の強化
◇男女共同参画社会の形成
◇自治会・地域コミュニティの活性化
◇元気な高齢者の社会参加の促進
◇国際交流の促進

安全・安心
◇防犯対策の推進 ◇防災対策の推進 ◇消防力の強化
◇救急・救助体制の充実 ◇消費生活対策の充実

都市構造や交通、市街地整備
◇駅前シンボルゾーンにおけるまちづくりの推進
◇バリアフリーやユニバーサルデザインによるまちづくりの推進
◇人・自転車が安全で便利に通行できる道路整備
◇誰もが便利で生活しやすい公共交通サービスの充実
◇密集市街地の再生
◇上・下水道整備の推進
◇子どもが安心して遊べる公園や広場の充実

環境
◇地球温暖化対策の推進
◇循環型社会形成に向けた取り組みの推進
◇美しいまちづくりの推進
◇緑化推進対策の充実

財政・行政運営
◇持続可能な都市経営への取り組みの推進
◇目的や目標、結果がみえる施策の設定と推進
◇行政情報の積極的な情報提供の推進
◇市民意見の行政反映システムの構築
◇市民にもわかりやすい市役所の組織づくり

みんなで取り組む分野別の主要課題
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総合計画策定の背景と課題

まちづくりの課題は、さまざまな分野でたくさんありますが、これらの課題を克服していくためには、
次のような本市の潜在力を活かしながら、将来を展望し、これからのまちづくりを進めていく必要があ
ります。

第3節 門真市の潜在力となる資源

本市は、大阪市に隣接し、第二京阪道路の開通により京都にも一層近くなり、門真ジャンクション・イ
ンターチェンジで近畿自動車道と接続するなど、全国の高速自動車道路網と結びつくとともに、市の中
央部を東西に国道163号が横断し、西部を南北に府道大阪中央環状線が縦断しており、本市の暮らしや
産業の発展に大きな役割を果たしています。

通勤や通学などの足となる鉄道は、北部には京阪電車の西三荘駅・門真市駅・古川橋駅・大和田駅・萱島
駅が、南部には地下鉄長堀鶴見緑地線の門真南駅が、西部には大阪モノレールの門真市駅があり、小さく
まとまった市域に７つの駅があります。また、市内の主要道路には路線バスが走り、公共交通の利用に便
利な環境が概ね整っています。

東西約4.9㎞、南北約4.3㎞、面積12.30㎢（平成26年10月1日現在）と市域が比較的小さくまとまり、
大きな起伏が無く、平坦な地形であることが本市の特性です。

このため、高齢者をはじめ障がいのある人やベビーカーを押す子ども連れの人などにとっても暮らし
やすく、また、市内や市の周辺に行く場合も、車を利用せずに、徒歩や自転車、公共交通を利用することに
より、便利で快適、楽しく暮らすことができるまちをつくることができます。

また、徒歩や自転車の活用は、今、世界的に求められている地球温暖化防止に向けた低炭素社会の実現
に向け、最も効果的であると考えられる車の利用を少なくすることができ、地球環境にやさしいまちを
つくることができます。

本市には、世界のトップ企業として躍進を続ける大手家電メーカーの立地などとともに、長い歴史の
中で培われた歴史遺産や文化、我が国の史上に名を残す人物の輩出など、多くの市民が誇れる財産があ
ります。

本市にある文化財としては、宮野町所在の大阪府指定史跡「伝茨田堤」、三ツ島所在の国指定天然記念
物で樹齢１千年といわれる「薫蓋クス」、薭島所在の大阪府指定天然記念物で「薭島のくす」、御堂町には
江戸時代前期の本堂などを有し、国登録有形文化財や大阪府指定有形文化財に指定された「願得寺」があ
ります。

本市ゆかりの人物としては、第44代内閣総理大臣となった幣原喜重郎（1872 ∼ 1953、門真一番下村
生まれ）や教育行政官で台北帝国大学総長などを務めた兄の幣原坦（1870 ∼ 1953）、日本で初めて原
水爆禁止運動の組織化を図り、「原水爆禁止日本協議会」の理事長を務めた安井郁（1907 ∼ 1980、大和
田村生まれ）などがいます。

また、人々を魅了する風景として、桜の満開期には美しい桜のトンネルができる砂子水路などもあり
ます。

1 大阪と京都の間に位置し、交通に便利なまち

2 歩いたり、自転車で暮らせるまち

3 市民が誇れる産業や歴史、文化があるまち
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これら地域の歴史の継承や文化を育むため、伝統芸能や祭りなど門真で育まれてきた地域文化を継承
しようとがんばっている人や市民が文化・芸術・スポーツに親しむことができるよう活動に取り組んで
いる人などがいます。

防災・防犯、環境美化、子どもの健全育成など自治会や子ども会を中心とした地域活動をはじめ、高齢
者や障がいのある人への福祉サービスや子育て支援など、市民の多様化するニーズに応えて活動を展開
するＮＰＯ法人なども増えてきています。

言い換えれば、市民のまちづくりへの関心が高まり、活動が活発になってきていると言えます。
このようにすでに地域社会で活躍する人とともに、統計上では老年人口として扱われる65歳以上の

人についても、会社などでの活躍を終え、地域社会で活躍が期待されるなど、元気な人がますます増える
傾向にあります。

近年、増加してきているボランティアとともに、これら地域で活躍が期待される元気で意欲あふれる
人々が社会活動に参画することにより、さらに多様化・複雑化するさまざまな市民のニーズに応えてい
くことができます。

本市は、これからのまちづくりに欠かせないさまざまな経験を持った「元気で意欲ある人財」にあふれ
るまちであると言えます。

4 地域社会で活躍する元気な人であふれるまち

総合計画策定の背景と課題
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（人）	 65歳～74歳	 75歳以上	

基準人口：平成25（2013）年４月１日の住民基本台帳及び外国人登録人口	 

推計方法：国立社会保障・人口問題研究所が「日本の地域別将来推計人口	 
　　　　　（平成25（2013）年３月現在）」で公表している仮定値※を用	 

　　　　　いたコーホート要因法による推計	 
※仮定値：子ども女性比、０～４歳性比、生残率、純移動率	 

65歳以上人口の将来推計（平成26（2014）年度推計）
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子どもたちに、門真の未来を引き継いでいくことができるよう、この門真市第５次総合計画を「門真の
未来を拓く新たな一歩」と位置づけます。

市民、市役所みんなが新たな気持ちで新たなことにチャレンジし、人（意識）が変わることでまちが発
展し、まちが変わることでより人が繁栄するという「生成し、発展していくしくみ（環）」をつくり上げて
いくことを基本とします。

まちづくりの基本理念は、人・まちが元気であることを体感できる都市づくりをめざすこととし、次の
ようなわがまち門真がめざす将来の姿を定めます。

第1節 わがまち門真がめざす将来の姿

人・まち “元気”体感都市  門真

元気

人 まち

わがまち門真がめざす将来の姿

人がまちを育み、まちが人を育む元気なまち

みんなが活躍しているまち 未来の発展につながるまち

基本理念

　誰もが「このまちに住んで良かった」とわがまち門真への夢と誇りを
持つことができるよう、また、「住みたい憧れのまち」となるよう、人がま
ちを育み、まちが人を育む元気なまちをつくります。

　市民と市役所みんながめざす「将来の姿」
を共有し、いっしょに手を携えながらみんな
が活躍しているまちづくりを進めます。

　将来を担う子どもたちに、まちの“宝”を引
き継ぐとともに、みんながまちなかで安全・
安心に、便利で快適に暮らす未来の発展につ
ながるまちづくりを進めます。

第 2 章 まちづくりの理念と将来像
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まちづくりの理念と将来像
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まちづくりの理念と将来像

わが国全体が人口減少期、少子高齢社会を迎え、本市が位置する大阪府においても人口が減少してい
くと予想される中、本市の平成31（2019）年度末の人口は、平成22（2010）年度の計画策定予測では、約
121,000人としていましたが、平成26（2014）年度の直近の予測では、当初計画通りの概ね125,000人
になりますが、引き続き少子高齢化・人口減少がさらに急速に進むものと見込まれます。
「人・まち“元気”体感都市　門真」を実現するためには、産業の振興や高齢者がいつまでもいきいきと

元気に暮らすことができる環境をつくるとともに、まちの元気の源になる若い世代の転入を促進するま
ちづくりが必要です。

安心して子どもを産み育てることができる環境や自ら学ぶ力と豊かな心を育む教育環境など、子育て
支援環境を充実するとともに、「幸福町・垣内町・中町地区まちづくり」や府営門真住宅の建て替えにとも
ない予定される民間住宅供給などまちの再生により家族で定住できる良好な住宅建設を誘導し、当初の
目標人口と同様の125,000人の人口をめざします。

第2節 将来のまちの構造

1 人口

当初推計人口
 120,975人

策定時人口
132,063人

目標人口
（=今回推計人口）
 125,000人

平成21（2009）年 平成25（2013）年 平成31（2019）年度末

当初推計値

今回推計値

まちづくりの進捗により、改定に際し
て行った今回の推計値が、当初の目標
人口とほぼ一致したので、当初の目標
人口と同じ125,000人とします。

計画期間における人口の考え方

実績値は住民基本台帳及び外国人登録人口。
推計人口は、平成25年国立社会保障・人口問題研究所が「日本の地域別将来推計人口（平成
25（2013）年３月推計）」で公表している仮定値（子ども女性比、０∼４歳性比、生残率、純
移動率）を用いたコーホート要因法による推計人口です。
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まちづくりの理念と将来像

平成12（2000）年4月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（地方分権一括
法）」、平成19（2007）年４月には「地方分権改革推進法」が施行され、一定の権限が地方自治体に移譲さ
れてきましたが、財政面では、国と地方の税の分配方法、地方交付税の見直しなど三位一体改革での問題
点を残しており、引き続き自主財源を確保していく取り組みが求められています。

本市の財政状況は、行財政改革により健全化を進め、改善されているものの、歳入である市税が減少し
ており、今後も、少子高齢化等による生産人口の減少は避けられず、個人からの市税収入の落ち込み、景
気動向、税制改正等の影響により、法人からの市税収入について、大幅な増収が見込めないため、歳入面
では厳しい状況になると予想されます。

また、歳出面では、高齢化などによる医療費や社会保障・社会福祉費の増大が予測されるとともに、公
共施設の老朽化による建て替えなどの課題も山積しており、今後、義務的な経費の増大が見込まれます。
加えて、地方分権・権限移譲の潮流により基礎自治体の業務は増大し、市民サービスも高度化・多様化す
ることが予想されます。

そのため、今後の財政運営は、収支均衡を維持し、次世代の負担にも配慮しながらマネジメント力を高
めるなど、行政の効率化をめざした行財政改革を引き続き進めるとともに、市税などの収入確保や弾力
性のある財政構造を築くことなどにより財政の健全化を進め、持続可能な都市経営をめざします。

さらに、まちの再生による働きざかりの生産年齢人口層の転入や企業進出の促進などまちの元気づく
りを通じた市税の増収や国・府支出金などの最大限の活用を図り、魅力あるまちづくりを進めるための
投資財源を確保することにより、「人・まち“元気”体感都市　門真」の実現をめざします。

2 財政

市税収入決算額の推移（年度）
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まちづくりの理念と将来像

本市は、地形が平坦で小さなまとまりのあるまちであり、市域全体がまちなかにあるという認識のも
とに、自然と調和した快適な都市環境の創出と均衡のとれた発展をめざし、総合的かつ計画的な土地利
用を図っていく必要があります。

国道163号以北の北部地域では、既存の商業・業務地において機能集積と高度な土地利用を図るとと
もに周辺市街地において住環境の改善を進め、良好な住宅地を形成します。

国道163号以南の南部地域では、第二京阪道路沿道を中心に新しい生活・産業エリアを形成するとと
もに暮らしと産業活動が相互に調和する土地利用を図ります。

このような土地利用の基本的な方向をもとに、わがまち門真の地形の特性を活かし、徒歩や自転車、電
車やバスで便利に楽しく暮らせる「人・まち“元気”体感都市　門真」の実現をめざします。

第二京阪道路などの広域幹線道路や４つの「まちづくり整備ゾーン」、駅前の整備、市内外の公園や自
然・歴史・レクリエーション施設を結ぶ地域ネットワークなどにより基本的な都市構造を形成し、未来の
発展へとつながる整備を進めます。

3 都市構造

古川橋駅周辺については、第一中学校跡地の活用などによる拠点地区整備や公共施設の再生を図る
「幸福町・垣内町・中町地区まちづくり」を核に、市の「顔づくり」を進めるとともに、門真市駅周辺につ
いては、広域交通の玄関口としてにぎわいづくりや活性化を図ります。

大和田駅周辺において駅前広場や駅へのアクセス幹線道路の整備を推進し、本市の北東の公共交通の
結節点にふさわしいまちづくりを進め、市民の交流を育みます。

第二京阪道路沿道において商業・業務の集積などをめざした市街地整備を推進するとともに、府営門
真住宅建替計画と連携を図り、公共施設整備や多様な住宅供給による定住環境を創出します。

商業・生活サービス機能など各種の都市機能の誘致を促進し、本市の南の玄関にふさわしいまちづく
りを進め、市民の交流を育みます。

北西部まちづくり整備ゾーン

北東部まちづくり整備ゾーン

中部まちづくり整備ゾーン

南部まちづくり整備ゾーン
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まちづくりの理念と将来像
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基本目標－1

みんなの協働でつくる

地域力のある
まち

基本目標－4

いきいきと人が輝く

文化薫るまち

協働

基本目標－2

将来を担う子どもが育つ

教育力のある
まち

基本目標－6

環境と調和し、産業が栄える

活力のあるまち

基本目標－3

安全・安心で快適に暮らせる

明るいまち

基本目標－5

健やかな笑顔あふれる

支え合いのまち

第 3 章 まちづくりの基本目標

本市の将来の姿を実現するため、次の６つのまちづくりの基本目標に向かって体系的、計画的にまち
づくりを進めます。

また、みんながいっしょに協力してまちづくりを進める「協働」を、これらすべての基本目標を達成す
るための基本姿勢とします。
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まちづくりの基本目標

基本目標−1

基本目標−2

みんなの協働でつくる　地域力のあるまち

将来を担う子どもが育つ　教育力のあるまち

人もまちも元気なまちは、みんながそれぞれの役割をもって活躍しているまちです。
みんなが市政の情報を共有し、市民が主役となって活躍できる舞台をつくるとともに、市

民と市役所が手を取り合って、みんなの協働でつくる地域力のあるまちをつくります。

人もまちも元気なまちは、子どもたちがのびのびと育っているまちです。
みんなで子どもを健やかに育み、安心して、楽しく育てる家庭や地域をつくるとともに、

子どもの健康な心や体と学びの意欲を育む学校づくりを通して、将来を担う子どもが育つ
教育力のあるまちをつくります。

①市民のまちづくりへの参画を促す環境をつくります

　1　市政の情報を共有し、みんなの市政への関心を高める環境をつくります
　2　市民が主役となって活躍できる舞台をつくります

②市民に信頼され、協働まちづくりを先導する市役所をつくります

　1　市民とともに市政を進める市役所をつくります
　2　市民に信頼される効率的で効果的な市役所をつくります

①安心して産み、育てることができる子育て支援のまちをつくります

　1　子どもを健やかに育む環境をつくります
　2　子どもを安心して、楽しく育てる家庭や地域をつくります

②心豊かでたくましい子どもを育むまちをつくります

　1　みんなで子どもの健康な心や体をつくります
　2　子どもの学びの意欲を育む学校をつくります

施策展開の基本的な方向

施策展開の基本的な方向

施策展開については、基本計画各論56頁へ

施策展開については、基本計画各論68頁へ
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まちづくりの基本目標

基本目標−3

基本目標−4

安全・安心で快適に暮らせる　明るいまち

いきいきと人が輝く　文化薫るまち

人もまちも元気なまちは、安全・安心で快適な暮らしの基盤が整っているまちです。
みんなで犯罪や事故がなく、人命を守り、災害に強いまちをつくるとともに、「いつまでも

住み続けたい」と思う安全・安心で快適に暮らせる明るいまちをつくります。

人もまちも元気なまちは、みんながいきいきと輝き、夢を持って暮らしているまちです。
みんながともに楽しく暮らせる平和な社会を築くとともに、楽しく生きがいを感じ、ワク

ワクする文化との出会いがあるいきいきと人が輝く文化薫るまちをつくります。

①安全で安心な暮らしを育む明るいまちをつくります

　1　犯罪や事故がないまちをつくります
　2　火災や事故から人の命を守るまちをつくります
　3　みんなの命を大切に守る災害に強いまちをつくります

②便利で快適なまちなかをつくります

　1　便利で快適な暮らしを支えるまちなかの基盤をつくります
　2　いつまでも快適に定住できるまちなかの環境をつくります

①平和な社会を育む共生のまちをつくります

　1　平和と人権を尊重する環境をつくります
　2　みんながともに楽しく暮らす環境をつくります

②ワクワクする人や出会いを育む文化のまちをつくります

　1　生涯にわたり学習や仲間づくりができる環境をつくります
　2　愛着と誇りに思う文化を育む環境をつくります

施策展開の基本的な方向

施策展開の基本的な方向

施策展開については、基本計画各論82頁へ

施策展開については、基本計画各論100頁へ
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まちづくりの基本目標

基本目標−5

基本目標−6

健やかな笑顔あふれる　支え合いのまち

環境と調和し、産業が栄える　活力のあるまち

人もまちも元気なまちは、健やかな笑顔の暮らしがあるまちです。
みんなで困っている人を助け合い、健康で安心して暮らせるまちづくりを進め、みんなの

健やかな笑顔あふれる支えあいのまちをつくります。

人もまちも元気なまちは、人や環境にやさしくいきいきとした産業があるまちです。
みんなで物を大切にし、緑あふれる美しいまちをつくるとともに、産業を元気にする環境

をつくり、それを支える人を育て、環境と調和し、産業が栄える活力のあるまちをつくりま
す。

①みんなで困っている人を助け合う福祉のまちをつくります

　1　みんなで困っている人を助け合う環境をつくります
　2　困っている人を助け、自立を支援する環境をつくります

②みんなの健やかな心と体を育む健康のまちをつくります

　1　健康な体を育む環境をつくります
　2　安心できる予防と医療の環境をつくります

①人や環境にやさしい美しいまちをつくります

　1　物を大切にする循環型社会や地球にやさしい低炭素社会をつくります
　2　緑あふれる美しいまちをつくります

②いきいきとしたまちを育む産業をつくります

　1　産業を元気にする環境をつくります
　2　産業を支える人や働きやすい環境をつくります

施策展開の基本的な方向

施策展開の基本的な方向

施策展開については、基本計画各論112頁へ

施策展開については、基本計画各論126頁へ
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第 4 章 構想の実現に向けて

門真市第５次総合計画は、重点的に取り組むべき課題を「経営」の視点を持ちながら、より効果の高い
施策を実施していけるよう、戦略的な経営を取り入れた市政の運営を図ります。

そのため、目標管理をはじめとした「行政経営」を実践することに加え、市民満足度や市民意見をふま
えた行政運営方法として、次のような市民と市役所が一体化した都市経営マネジメントサイクル推進体
制に基づく「都市経営」を進め、将来像として掲げた「人・まち“元気”体感都市　門真」の実現をめざして
いきます。

都市経営マネジメントサイクル推進体制イメージ図

選択と集中

公民協働 行政評価

第5次総合計画

マトリックス予算＊や行財政改革に基づき、「人・
モノ・財源・情報・時間など資源を有効に活用
するための施策の選択と集中を行います。

行政情報の積極的な提供に
より情報の共有化を図り、
市民や市民活動団体、事業
者、市役所が互いの信頼と
恊働関係を深め、多様な主
体が参加する公民恊働によ
る都市経営を進めます。

行政評価を中核とする都市
経営マネジメントシステム
を構築し、事業の優先度づ
けなど経営資源の配分のし
くみを確立します。

積極的な情報提供
による情報の共有

政策評価
（政策目標達成度）

↑↓

↑↓

施策評価
（事務事業の最適化）

事務事業評価
（事務事業の実績判定）

市政への参画と
恊働の制度化

庁内の活性化
目標管理による事業の進行管理とともに、人事
評価と研修により市役所職員の人材育成を行な
い、庁内の活性化を図ります。

＊マトリックス予算とは、縦割り行政の
弊害を解消し、いくつかの部局にわたる
横断的な課題について、より効果的・効
率的に編成を進めることができるよう
にしたもの。縦軸に総合計画施策、横軸
に部局を置いた予算表。

目標管理 人材育成

組織目標の
明確化

人事評価と
研修の充実

マトリックス予算 行財政改革

予算の
施策別体系化

業務改善と
効率化





基 本 計 画





基本計画総論
1

2

3

4

5

6

7

８

基本計画策定の趣旨

都市経営マネジメントシステムの構築

行財政フレームと運営方針

都市フレーム

重点的に取り組む視点と課題

幸福度指標の採用

基本目標別の記載内容の見方

施策の体系
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基本計画総論 基本計画総論

この基本計画は、基本構想で掲げた市の将来像を実現するための具体的な方策を明らかにし、合理的、
計画的な行財政運営を行うための方針であるとともに、個別に作成される諸計画の基本となるもので
す。

今後、この計画の実効性を高めるため、市役所の各部門において、より具体的な中・長期計画を策定し、
社会経済情勢の変化に対する弾力的な対応と財源の裏付けをもった実施計画を策定し、計画的な進行管
理を行う必要があります。

なお、計画を進めるにあたって、実施計画と合わせ今後の社会・経済などの諸情勢の変化に的確に対応
し、実効性を確保するため、計画期間の５年目である平成26（2014）年度に、施策の表現や指標の見直し
を行い、「門真市第５次総合計画（改定版）」として策定しました。

国や府、関係機関との密接な連携とともに、市民参加と協働を核として、市民や地域、事業者などみん
なが協力できることや市役所が行うことを明らかにしながら、施策や事業を進めます。

この基本計画の期間は、平成22（2010）年度から平成31（2019）年度までの10年間とします。改定版
の基本計画の期間は、平成27（2015）年度から平成31（2019）年度までの５年間とします。

また、計画期間中、設定した指標の達成度を測るため、市民を含めた第三者機関による進行管理を行
い、改善を進めます。

1 基本計画策定の趣旨

計画の位置付け

市民参加と協働

計画の期間と進行管理

計画のコンセプト

　視覚的に見やすさを重視し、
市政運営の進め方がわかりや
すい計画をめざします。
　また、行政用語等むずかしい
表現を可能な限り使わず、例え
ば「行政」を「市役所」と表現す
るなど、誰にとっても親しみや
すく「わかる」計画とします。

　基本計画を参考に、事業など
を実施していくことができる
よう、市民会議や子ども会議な
どで出た意見や施策体系図、ア
ンケート結果等を掲載し、常に
「使える」計画とします。

　計画の目標・達成状況を誰も
が把握することができるよう、
「達成度を測る指標」を導入し、
その達成状況を定期的に公表
し管理することで「めざす」計
画とします。

わかる計画 めざす計画 使える計画
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これまで「公共サービス」は、主として市役所が市民に対して提供すべきもの、すなわち「行政サービ
ス」として提供すべきものであると考えられてきました。

しかし、今日では、少子高齢化の進展や市民の価値観･ライフスタイルの変化、社会構造の変化などに
より、新たな公共的な課題について、市役所の限られた経営資源（人・モノ・財源・情報・時間）だけで対応
をしていくことはふさわしくない時代になってきています。

このような状況から、市役所と市民やNPO、企業などあらゆる主体がまちづくりの担い手となり、新
たな公共空間において都市の経営に参画するという協働の舞台を展開していくとともに、地域のまちづ

くりの担い手も視野に入れた経営資源の適切
な配分や着実に実践できる施策の選択、施策の
実践後における適切な評価、さらに評価に基づ
く施策の改善などを行う進行管理を含めた都
市経営マネジメントシステムを築くことで、持
続可能な「都市経営」を行うことが求められて
います。

門真市第５次総合計画では、「実現可能で成
果が市民に見える総合計画」となるよう、持続
可能な「都市経営」をめざして、「協働のまちづ
くり」が展開できる舞台をつくるとともに、施
策展開の進捗状況を評価し、評価結果をもとに
改善を図るPDCAサイクル※のしくみを取り入
れます。

このPDCAサイクルをらせん状に高めながら
徐々に都市経営の向上を図ります。

今後、本市独自の都市経営マネジメントシステムを築くことをめざし、市役所の活動すべてにおいて、
次の４つを基本原則とします。

①行政資源（人・モノ・財源・情報・時間）を最大限活用していくこと
②目的・目標を明確にし、成果を重視すること
③PDCAサイクルを用い、改善を継続的に行うこと
④常に市民に情報を提供し、意見を聴取しながら運営すること
また、実施計画においては、予算編成、事業実施、進行管理、決算という流れに事務事業評価を組み入

れ、次ページのようなPDCAサイクルを実行します。

2 都市経営マネジメントシステムの構築

◇事業の改善や廃止

Act（改善）
市
民
意
見
の
反
映

恊 働

政策評価
施策評価

事務事業評価

事業実施後
定期的期間後行政評価

Check（評価）
廃止事業

◇事業の実施

Do（実行）
市
民
参
加
・
参
画

基本構想 市
民
参
加
・
参
画

基本計画

実施計画

◇目標の設定
◇事業の決定・予算化

予算編成
予算執行

Plan（計画）

事業

改善された事業

事業 事業

市民の視点

※PDCAサイクルとは、PLAN（計画）、DO（実行）、CHECK（評価）、ACT（改善）を継続して進めていくことにより、目的実
現に向けてより高い目標を達成するための効果的な経営管理の流れのこと
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市民意見の反映
計画参画・パブリックコメント等

本市の PDCA（計画・実行・評価・改善）サイクルのイメージ図
＊平成 n年度の実施計画を例示したものです。

■事業計画（新規）の基本方針策定

●事業計画の採択

●n年度実施計画の策定・公表

■n年度予算編成方針公表

●予算編成に反映

●n年度予算の確定

■（n＋2）年度予算要求書提出

■n年度事業の改善内容確定

■（n＋2）年度～（n＋4）年度の財政
状況の見込み

■財政健全化計画の進捗管理

■n年度事務事業評価

■（n＋2）年度事業の方向性へ反映
　廃止・縮小・継続・拡大

■n年度決算作成
　●財政健全化 4指標
　　公会計財務書類 4表の公表

■n年度予算事業の執行

●n年度事業の進行管理（随時）

Plan 計画

Act 改善 Check 評価

Do 実行

編成過程の公表
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基本計画に掲げる各種施策を実施するためには、各年度の計画期間中（平成22（2010）年度∼平成31
（2019）年度）における財政収支の見通しを試算し、実効性の伴った計画とすることが必要です。

本市では、平成19（2007）年8月に「緊急財政改善計画編」を策定し、収支見込みを算定しましたが、平
成20（2008）年秋の「百年に一度」といわれる世界的な経済不況は、本市の財政にも大きな影響を及ぼし
ました。そのため、下記の見通しは、この基本計画の施策を反映し、改めて計画期間中の財政収支の見通
しについて試算したものです。

ただし、国政をはじめ社会経済情勢の変化が著しい時期にあることから、今後は、さまざまな本市をと
りまく情勢を慎重に見極めながら、必要に応じて見直しを行います。

3 行財政フレームと運営方針

３－１　財政の見通し

平成26
（2014）年度
（現計予算）

平成27
（2015）年度

（見込み）

平成28
（2016）年度

（見込み）

平成29
（2017）年度

（見込み）

平成30
（2018）年度

（見込み）

平成31
（2019）年度

（見込み）

市税 17,788 17,361 17,174 17,205 16,933 16,959

地方交付税 6,630 7,089 6,980 9,274 9,193 9,094

国・府支出金 18,198 18,262 20,073 17,682 17,750 17,928

市債 4,035 7,251 8,199 2,449 1,890 2,278

その他の収入 4,931 4,613 5,131 4,599 5,201 4,923

歳入見込み（計） 51,582 54,576 57,557 51,209 50,967 51,182

人件費 6,958 6,880 6,758 6,872 7,072 6,932

扶助費 20,068 19,214 19,405 19,599 19,646 19,702

公債費 5,002 4,856 4,363 4,396 4,137 4,217

物件費 6,018 5,427 5,413 4,888 4,268 4,119

補助費等 3,525 2,958 2,942 2,811 2,892 2,956

普通建設事業費 3,515 7,891 10,483 5,191 5,276 5,322

その他の支出 6,496 7,221 8,122 7,374 7,646 7,904

歳出見込み（計） 51,582 54,447 57,486 51,131 50,937 51,152

歳入歳出差引額 － 129 71 78 30 30

翌年度へ繰り越すべき財源 0 0 0 0 0 0

実質収支 － 129 71 78 30 30

単年度収支 0 129 －58 7 －48 0
（注）試算段階により金額は変わります。

単位 : 百万円

【用語解説】
市 税

地方交付税

市 債

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

物 件 費
補 助 費 等

普通建設事業費

実 質 収 支

単年度収支

：所得に対して課税する市民税や土地や家屋に対
して課する固定資産税など市が独自で課税、徴
収する税金

：国から全国の地方公共団体が標準的なサービス
の提供を行うことができるように配分される普
通交付税及び災害など特別な事情に配分される
特別交付税

：公共施設の整備などに必要な財源を確保するた
めに行う借金

：職員の給料など一定の勤務に対する対価、議員
報酬などとして支払われるもの

：生活保護法など各種の法令に基づいたり、市が
独自で扶助の必要な市民の生活を維持するため
の経費

：市債の元金、利子及び一時借入金利子の支払い
をするための経費

：他の費目に属さない消費的な経費
：負担金や補助金及び一部事務組合への負担金な

どの経費
：投資的経費と呼ばれている道路や橋りょう、公

園、学校の建設などの経費
：実質的な収支状況をみるための指標で、歳入か

ら歳出を差し引いて、翌年度に繰り越すべき財
源を控除して算出したもの

：当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差
し引いて、当該年度１年だけの収支を表したも
の

第５次総合計画期間中の収支見通し表（普通会計）



36

基本計画総論 基本計画総論

収支見通しの試算は、平成26（2014）年度当初予算を基に歳入歳出項目ごとに平成25（2013）年度決
算などの実績をふまえて作成しています。

また「第２次門真市行財政改革推進計画」に基づいた計画の推進項目によるものを考慮したうえで平
成26（2014）年度から平成31（2019）年度までを見込んでいます。

各項目の詳細な試算方法は、以下のとおりです。

◇市税
現在の経済状況を踏まえ、今後の景気の動向を予測し推計しています。主なものとして、市民税

は、緩やかな景気回復を前提としつつ、人口減少による個人市民税の減収等を予測し、固定資産税及
び都市計画税は、平成26（2014）年度を基準年度とし、３年単位での評価替えや本市が取り組んで
いるまちづくりなどの影響の見込みをもとに推計しています。

◇地方交付税
地方交付税については、積算の主となる市税の見込みをもとに推計しています。

◇国・府支出金
それぞれの事業に係る対象事業費をもとに見込みで推計しています。

◇市債
現行の地方債制度をもとに（仮称）門真市立総合体育館及び（仮称）生涯学習複合施設建設等の投

資的事業に伴う市債のほか、地方交付税の財源不足を補う措置として発行する臨時財政対策債を平
成28（2016）年度までとして推計しています。なお、それ以後については地方交付税で見込んでい
ます。

◇その他の収入
その他の収入の主なものとして、地方消費税交付金をはじめとする各種交付金については、平成

26（2014）年度当初予算をもとに見込みで推計しています。また、その他の収入についても平成26
（2014）年度当初予算をもとに見込みで推計しています。

◇人件費
職員給については、「門真市第３次定員適正化計画」に掲げる目標の職員体制をふまえ、適正に定

数管理を行うことを見込み、給与面では、給与構造改革に基づいた給与体系で推計しています。
その他の特別職などについての給与、報酬については、条例に基づき見込みで推計しています。

◇扶助費
特に生活保護費などの主たる項目については個別に推計し、その他の扶助費については過去の実

績などをもとに推計しています。
◇公債費

既に発行している市債及び平成26（2014）年度以降に整備予定である公共施設に係る市債の元
利償還金を見込みで推計しています。

◇物件費
今後「第２次門真市行財政改革推進計画」に掲げる業務の委託化などを見込みで推計しています。

◇補助費等
一部事務組合などの収支見通しに基づいた負担金の見込みをもとにするなどにより推計してい

ます。
◇普通建設事業費

各種まちづくり整備ゾーンの整備をはじめとする主な投資的事業や平成26（2014）年度当初予
算及び経常的な投資事業を見込んでいます。また、（仮称）門真市立総合体育館等の建設費用を見込
みで推計しています。

（1）歳入

（2）歳出
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今回試算した収支見通しでは、「門真市財政健全化計画（案）」、「財政健全化・中期財政見通し」のもと
で、職員数削減、給与削減等により経常的経費が減少しており、健全化への道しるべがなされたものと考
えられます。

その結果、この基本計画で新たに取り組むべき各種施策の新規事業を実施する財源も確保できるもの
と推測できます。

しかしながら、近年の経済情勢が不透明なことから予断の許さない状況に変わりはありません。今後
は、従来の財政調整基金依存による予算編成から脱却を図るとともに、一定の基金積立額の確保を行い、
弾力性のある財政運営を行っていきます。

（3）収支

◇その他の支出
その他の支出で主なものは、各会計への繰出金があり、その中でも本市に影響の大きい国民健康

保険事業特別会計への繰出金については、「門真市国民健康保険事業特別会計赤字解消計画」に基づ
く推計となっています。下水道事業特別会計への繰出金については、整備計画に基づく収支計画の
繰出金の見込みとなっています。その他については、平成26（2014）年度当初予算などをもとに推
計しています。
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◇実質赤字比率
一般会計など（本市の場合、一般会計、都市開発資金特別会計、公共用地先行取得事業特別会計が

対象）の実質赤字額の標準財政規模に対する比率
◇連結実質赤字比率

一般会計などに、国民健康保険事業特別会計などの公営事業、公共下水道事業特別会計や水道事
業会計を加えた収支合計における実質赤字額の標準財政規模に対する比率

◇実質公債費比率
消防などの一部事務組合や広域連合会計も対象に、一般会計などが負担する市債などに係る元利

償還金などの標準財政規模に対する比率
◇将来負担比率

本市のすべての会計に加え、一部事務組合、広域連合の会計も含めた負債を対象として、将来負担
すべき負債の標準財政規模に対する比率

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

平成24
（2012）年度

決算値

平成25
（2013）年度

暫定値

平成24
（2012）年度

決算値

平成25
（2013）年度

暫定値

平成24
（2012）年度

決算値

平成25
（2013）年度

暫定値

平成24
（2012）年度

決算値

平成25
（2013）年度

暫定値

門真市 － － 1.66 － 6.9 7.1 46.2 42.1

早期健全化基準 11.99 11.96 16.99 16.96 25.0 25.0 350.0 350.0

財政再生基準 20.00 20.00 30.00 30.00 35.0 35.0 － －

平成26
（2014）年度
（当初予算）

平成27
（2015）年度

（見込み）

平成28
（2016）年度

（見込み）

平成29
（2017）年度

（見込み）

平成30
（2018）年度

（見込み）

平成31
（2019）年度

（見込み）

実質赤字比率 － － － － － －

連結実質赤字比率 － － － － － －

実質公債費比率 7.6 8.1 7.8 7.4 6.8 6.8

将来負担比率 43.4 47.0 48.7 52.2 58.2 63.1

（注）水道事業会計及び公共下水道事業特別会計はいずれも黒字となっています。

（注）平成26（2014）年11月時点における収支見込み

財政の健全化に関する4つの指標

第５次総合計画期間中の４指標の見通し表

平成19（2007）年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（「財政健全化法」）が公布され、
平成20（2008）年4月から公表の義務化が一部施行となり、平成19（2007）年度決算より地方公共団体
の財政の健全化に関する４つの指標などの公表制度が設けられました。

また、平成20（2008）年度決算より、「早期健全化団体」、「財政再生団体」もしくは「経営健全化団体」に
該当すると、「早期健全化計画」、「財政再生計画」もしくは「経営健全化計画」の策定が義務付けられ、行財
政上の措置を講ずることとなっています。

本市の４指標の２年間の推移は、下記の表のとおりとなっており、いずれの数値も「早期健全化団体」
の基準値をクリアし、連結実質赤字比率においても、平成25（2013）年度決算で解消しています。

３－２　財政健全化法と財政運営

（1）財政の健全化に関する４つの指標
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平成28（2016）年度決算から新地方公会計に伴う財務書類４表の作成と公表が求められています。
地方分権の進展にともない、これまで以上に責任ある自治体経営が地方公共団体に求められていま

す。そうした行政経営を進めていくためには、行政内部の管理体制の強化と市民へのわかりやすい財務
情報の公開が必要です。

新地方公会計に伴う財務書類４表とは、「貸借対照表（バランスシート）」、「行政コスト計算書」、「純資
産変動計算書」、「資金収支計算書」であり、詳細は以下の表のとおりです。

これらの指標は、民間の財務会計の手法を財務においても使うことで、行政のフローという通常の行
財政活動とストックとしての行政の財産や将来の負担などを明確にし、行政経営をより厳格に行ってい
こうとするものです。

本市においても、これらの財務書類を活用し、施設ごとのバランスシート作成など財政状況の分析力
を高め、日々の行財政活動に活かすとともに、市民にもわかりやすく公表していくこととします。

（2）新地方公会計に伴う財務書類４表

新地方公会計に伴う財務書類4表

内　　容

貸借対照表
（バランスシート）

年度末において、市が住民サービスを提供するために保有している資産（土地、建物、現金など）とその資産をどのような
財源（負債・純資産）で賄っているかを総括的に表したものです。

行政コスト計算書
市の1年間の行政活動のうち人的サービスや給付サービスなどといった資産形成に結びつかない行政サービスに係る経
費とその行政サービスの直接の対価として得られた財源（使用料、手数料、分担金、負担金、寄附金）を対比させた経費を把
握するためのものです。

純資産変動計算書
貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目の数値が1年間でどのように変動したかを表している計算書です。純
資産は現在までの世代が負担してきたものであるため、1年間で今までの世代が負担してきた部分の増減を把握するこ
とができます。

資金収支計算書
歳計現金（資金）の出入りの情報を性質の異なる「経常収支の部」、「公共資産整備収支の部」及び「投資・財務的収支の部」の
3つの区分に分けて表示した財務書類です。

「経常収支の部」は、日常の行政活動による資金収支の状況、「公共資産整備収支の部」は、公共事業などに伴う資産の使途
とその財源の状況、「投資・財務的収支の部」は、出資・貸付・市債の償還などの支出とその財源の状況を表示しています。
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この基本計画に掲げるさまざまな施策を確実に実施していくためには、事務事業の再編・縮小、定員管
理の適正化をはじめ、さらなる行財政改革の推進が必要です。

本市では、平成17（2005）年12月に策定を行った「門真市行財政改革大綱」と具体的方策を示した「門
真市行財政改革推進計画」に基づき、さまざまな取り組みを行い、一定の成果をあげてきました。

しかし、本市の行財政は、地方公共団体の財政の健全化に関する新たな法制度の導入を受け、これまで
以上に厳しい状況におかれています。

限られた資源（人・モノ・財源・情報・時間）を最大限に活用し、自治体としての自己決定と自己責任の原
則に基づいた自立的な行財政システムを確立し、より一層簡素で効率的な行財政運営と財政構造の健全
化に重点を置いた行財政改革を進めるため、平成20（2008）年３月に策定した「第２次門真市行財政改
革推進計画」を原則的に引き継ぐとともに、さらなる行財政改革を進めます。

◇激動する社会経済情勢において、本市をとりまくさまざまな課題を着実に克服し、新たな繁栄を築
いていくためには、何をすべきか、また市民にとってより良い門真市を実現するためには、何が必要
なのかを根本から問い直します。

◇民間のノウハウの活用、少人数行政への変革など、さまざまな改革の手法を通じて、スピーディーで
高い効率性を持った行財政運営体制をつくり、「財政の再建」、「市政の再生」を実現します。

◇柔軟性と機敏性に富んだ経営感覚を取り入れるとともに、職員の意識、内なる改革を進め、大胆な改
革の達成をめざします。

基本理念に基づく改革の視点を次のとおり定めています。

３－３　行財政改革の推進

改革の基本理念

改革の視点と実現に向けた方策

徹底した行財政改革の推進により、歳入歳出面での抜本的な見直しを行い、安定した行政サービスの
提供が可能な行財政基盤の充実・強化に努めます。
①自主財源の充実・確保 ②経費の節減・合理化 ③給与制度の適正化
④補助金等の整理・合理化 ⑤低未利用地の有効活用 ⑥生活保護費の抑制

事務事業の効率化、市民サービスの向上を図るため、行政と民間の役割分担を見極めながら、可能な業
務の民間委託化を推進し、民間活力の活用に努めます。
改革の視点２行政の担うべき役割の重点化
①委託等の民営化の推進 ②公共施設の管理運営の効率化 ③外郭団体等の見直し
④繰出金の見直し ⑤市民・ＮＰＯ等との協働

既存の事務事業全般を、緊急性・必要性、効果などの観点から抜本的に見直し、行政サービスの効果的・
効率的な展開を図ります。
①事務事業評価システムの導入 ②各種公共施設におけるあり方の見直し
③特定財源の充実・確保

改革の視点１　財政危機の克服、早期健全化

改革の視点２　行政の担うべき役割の重点化

改革の視点３　事務事業の評価・見直し



基本計画総論

41

基本計画総論

引き続き、行財政改革を進めるため、市長を本部長とする行財政改革推進本部会議において進捗状況
の管理を行うとともに、改革すべき課題の抽出を随時行います。

行財政改革の基本理念に基づき「財政の再建」、「市政の再生」のため不断の見直しを継続します。

改革の進捗

改革の推進体制

市民にわかりやすく、利便性の高い、市民ニーズへの迅速・的確な対応を図ることができる、柔軟で機
動的な組織・機構への見直しなどを行います。
①スピーディーで効率的な経営感覚を取り入れた体制の構築 ②少数精鋭の組織づくり
③人材育成の推進　　  ④電子自治体への取り組み

市民にとって利便性の高い行政をめざすとともに、開かれた行政を実現するため、積極的な行政情報
の提供に努めます。
①市民の利便性の向上　　②行政の透明性の向上

特別会計及び企業会計の健全化、広域行政・地方分権の推進などに取り組みます。
①特別会計等の健全化

改革の視点４　組織・機構等の簡素化・効率化

改革の視点５　市民の利便性・行政の透明性の向上

改革の視点６　その他
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国勢調査によると、本市の人口は、昭和30（1955）年の20,858人を皮切りに、昭和45（1970）年の
141,041人に至るまで、急激な伸びを示した後、昭和50（1975）年の143,238人をピークに減少し、平
成22（2010）年の人口は130,282人になっています。

また、昭和55（1980）年から平成22（2010）年の30年間で、15歳未満の年少人口は、約37,400人から
平成22（2010）年には約17,000人に減少し、15歳以上64歳未満の生産年齢人口は約94,000人から平
成７（1995）年の約110,000人をピークとして、平成22（2010）年には約83,000人に減少しました。一
方、65歳以上の老年人口は約6,000人から約30,000人と増加しました。

住民基本台帳人口によると、少子化等を背景として、本市の世帯人員は一貫して減少傾向にあり、平成
16（2004）年の1世帯あたり2.31人から、平成25（2013）年には１世帯あたり2.11人となっています。

そして、出生・死亡に伴う人口の動きをみると、平成20（2008）年を境として死亡数が出生数を上回る
状態に転じており、本市への転入・転出に伴う人口の動きをみると、平成16（2004）年以降は毎年800人
∼ 1,000人程度の転出超過が続いています。

本市の将来人口を推計すると、平成31（2019）年度末には、総人口が約125,000人となり、そのうち年
少人口は約14,000人、生産年齢人口は約75,000人、老年人口は約36,000人になり、老年人口の割合は
29.0％になると推計されます。

このように、まちの元気の源となる年少人口や生産年齢人口は大幅に減少する一方で、老年人口はさ
らに増加することになります。

4 都市フレーム

４－１　人口・世帯数

（参考）全国、大阪府、門真市の総人口に占める老年（65歳以上）人口の割合
〈国立社会保障・人口問題研究所公表〉
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人やまちが元気であることを体感できるようにしていくためには、まず、若い世代を中心に転入と定
住を促進し、バランスが良い年齢構成の都市をめざしていくことが必要です。

そのためには、若い世代が住んでみたいと思う子育てへの支援や子どもの教育環境などを整えるとと
もに、本市の利便性など潜在力となる資源を活かし、いつまでも家族で暮らしてみたいと思う魅力ある
住宅地づくりが必要です。

本市では、「幸福町・垣内町・中町地区まちづくり」における住宅供給をはじめ、府営門真住宅の建て替
えにともない予定される民間住宅の供給、木造賃貸共同住宅が密集する地区での住宅の建て替えなど、
若い世代がいつまでも家族で暮らしてみたいと思う魅力ある住宅の供給も可能です。

これらの住宅地づくりにおいて家族で定住できる住宅供給を誘導することで、平成31（2019）年度末
の目標人口・世帯数を125,000人、60,300世帯とします。

3階層別人口の推移と目標人口グラフ（平成26（2014）年度推計）

合計 年少人口
（15歳未満）

生産年齢人口
（15 ∼ 64歳）

老年人口
（65歳以上） 世帯数 世帯人員

平成15（2003）年
（実数）

136,671人
（100.0％）

19,877人
（14.5％）

96,629人
（70.7％）

20,165人
（14.8％） 59,015世帯 2.33人／世帯

平成20（2008）年
（実数）

132,779人
（100.0％）

18,448人
（13.9％）

87,645人
（66.0％）

26,686人
（20.1％） 60,620世帯 2.20人／世帯

平成31（2019）年度末
（推計値）

125,000人
（100.0％）

13,800人
（11.0％）

74,900人
（59.9％）

36,300人
（29.0％） 61,700世帯 2.03人／世帯

平成31（2019）年度末
目標人口・世帯数

125,000人
（100.0％）

15,500人
（12.4％）

74,300人
（59.4％）

35,200人
（28.2％） 60,300世帯 2.07人／世帯

将来の3階層別の目標人口及び世帯数（住民基本台帳及び外国人登録人口）
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本市域の土地利用の現況については、市域の中央部を東西に横断する国道163号を境として、市街地
が形成された時期の異なりから北部地域と南部地域では大きな違いがみられます。

良好な住環境の形成と産業の振興、自然との調和を視野に入れ、快適な都市環境を創出するため、従来
から有する地域の特性を活かしながら住宅、商業、業務、工業、流通、農業などが適正に機能するよう都市
計画などと整合を図り、総合的かつ計画的な土地利用を促進します。

また、学校統廃合などによる跡地をはじめとした市保有地の有効活用も行います。
◇住宅地

北部地域や南部地域の一部に集積する既成の住宅地においては、都市環境型住宅地として良好な
住宅環境を備えた住宅地として修復、再整備などの促進に努めます。

また、南部地域の旧集落や良好な環境を有した低層住宅地は、自然との調和に配慮しつつ郊外環
境型住宅地として維持・保全に努めるとともに、新たな住宅開発に際しては、良好な住環境を有した
住宅地が形成されるよう誘導に努めます。

◇商業・業務地
鉄道駅周辺や第二京阪道路沿道の「まちづくり整備ゾーン」については、良好な環境を有した商

業・業務、住宅などの複合利用地として、道路などの基盤整備にあわせて商業・業務、住宅などの都市
機能の集積に努めます。

特に、駅前広場や幹線道路などの都市基盤施設が整っている地区や整備が予定される地区では、
商業・業務、住宅などの都市機能の高度複合化の促進に努めます。

４－２　土地利用

北部地域
北部地域は、京阪電鉄の徒歩圏に位置し、昭和30（1955）年代後半からの高度経済成長期において大

都市への人口集中にともない無秩序に建設された木造賃貸住宅の密集地区がいたるところでみられま
す。

京阪電鉄の各駅周辺は、商業や業務施設などが集積し、商業・業務・住宅の複合地となっています。ま
た、地域内には、製造関連の大規模工場も立地しています。

一部の未利用地では、計画的なまちづくりも行われ、また、木造賃貸住宅の老朽化にともない、住宅市
街地総合整備事業による共同建て替えが進んでいます。一方で、改装長屋住宅や鉄骨造賃貸住宅などへ
の転換も顕著であり、これらの老朽化が新たな密集市街地の課題となっています。
南部地域

南部地域は、旧集落や公的住宅団地を中心とした住宅地が広がるとともに、地下鉄長堀鶴見緑地線門
真南駅周辺は、商業・業務施設などが集積しつつあります。また、大阪中央環状線や国道163号などの幹
線道路沿道は、主に工場や倉庫などの工業・流通業務地となっています。

地域内には農用地もありますが、小規模宅地への転換も進んでいます。このため、秩序ある住宅地の形
成とともに、少なくなりつつある貴重な農空間の計画的な保全も重要な課題となっています。

近年、工場の集積地において工場の転出跡地に住宅地ができることにより住工混在問題が深刻化して
おり、工場の操業環境と住環境のそれぞれの環境を守ることができる土地利用のあり方などが求められ
ています。

さらに、第二京阪道路の開通にともない沿道の無秩序な土地利用の転換が懸念され、都市基盤施設が
整った良好な市街地形成を誘導することが重要な課題となっています。

土地利用の現況と動向

土地利用の方針
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◇工業・流通業務地
既存の大規模工場地や工場・流通業務集積地については、環境保全などにより、既存の土地利用の

維持・保全に努めます。
住宅と工場の複合利用地区では、騒音・振動などの問題を解消し、互いが共存できるよう環境改善

を図ります。
◇農用地

農用地は、貴重な都市内の緑空間としての多様な活用も視野に入れ、都市と農空間が共存し、将来
の良好な市街地形成が図れるように、計画的な集約化や保全に努めます。

なお、市街化調整区域は、「まちづくり整備ゾーン」として、拠点地区整備に向けての気運の高まり
に応じ、事業の見通しが明らかになった段階で市街化区域へ編入し、計画的な土地利用を図ります。
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わがまち門真がめざす将来の姿である「人・まち“ 元気”体感都市　門真」を実現するため、６つのまち
づくりの基本目標をふまえながら、市民と市役所みんなで手を携えながら門真市第５次総合計画におい
て重点的に取り組むべき視点と課題を次の３つに厳選しました。

門真の子どもたちが「このまちに生まれて良かった」、「住み続けたい」と思う発展していくまちを、将
来に引き継いでいくためには、「教育の向上」「まちづくり」「産業の振興」の重点目標に加え、「子ども」「女
性」「コンパクトシティ」のキーワード施策を重視し、課題解決に取り組むことが必要です。

この重点的に取り組む視点と課題は、わがまち門真がめざす持続可能なまちづくりへの将来の姿をつ
くりあげる基礎となるものであり、この取り組みにより「門真の未来を拓く新たな一歩」をふみだしま
す。

5 重点的に取り組む視点と課題

持続可能なまちづくりへ

●生きる力を育てる
子育てへの支援の必要性とともに、家庭や地域における教育力を改めて重要視する声が高まってい

ます。
安心して子どもを産み育てることができるよう、みんなが協力して子育てを支援します。また、家庭

や地域、学校などが連携し、子ども自らが学び考える力を確実に身につけることができるよう、基礎的
学力の向上や創造性・社会性を育む教育力を高め、子どもの生きる力を育てていきます。

●オンリーワンのまちづくり
本市は、市域全体が平坦でコンパクトにまとまり、駅を中心に人の集う都市空間や多様な都市機能

が集まる“まちなか”にあります。
この市域全体が“まちなか”であるという舞台において、市の中心的な都市機能や商業機能、公園緑

地機能などを複合的に備えている北西部まちづくり整備ゾーンを中心として、「コンパクトシティ」と
して、門真にしかない特色ある魅力的な「まちの顔づくり」を進めていきます。

●持続可能な都市経営
市民の暮らしを守る基礎自治体として安定した都市経営を維持していくためには、さらに、効率的

で効果的な市役所の運営とともに、地域経済の活性化が求められています。
職員の人材育成、行財政運営の改善、都市間連携の強化をさらに進めるとともに産業の振興、企業誘

致などによる雇用やにぎわいの創出、女性施策の推進など、市民と市役所が互いに努力し、苦楽を分か
ち合い、市民参加と協働を核とした持続可能な都市経営を進めることで、生成し、発展する「自律発展
都市」の実現を図ります。

心豊かでたくましい子どもがいっぱいいるまちをつくる

市民の誇りにつながる都市イメージを形成する

次代に夢ある門真を引き継ぐ
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幸福度指標とは、所得や資産といった経済的な豊かさだけでなく、心身の健康や人とのつながりなど
の個人をとりまく様々な要素から、主観的に判断される「幸せと感じる気持ち」のような、心の豊かさを
加えた物差しです。

門真市では、このような「幸せ」と感じる主観的な気持ちと、そのような気持ちにつながっている個人
の行動・環境などを、市民意識調査を通じて分析し、市民の幸せにつながっていると考えられる要素をま
とめた「概念指標」と、その状況をチェックするために用いる「モニタリング指標」を設定し、幸福度指標
体系としてとりまとめました。
「概念指標」は「心と体が健康である」「隣近所や地域コミュニティとのつながりがある」といった、「幸

せ」につながると思われる個別の要素を示したものです。市民の皆さんがより幸せだと感じられる環境
を整備することで、市民全体の幸福度を高めることができるのではないかと考えています。
「モニタリング指標」は、それぞれの「概念指標」の実現につながる具体的な行動・環境などを示すもの

で、この指標を改善していくことで、「概念指標」で示した状態が実現し、ひいては幸福度そのものが高ま
るのではないかと考えています。

6 幸福度指標の採用

幸福度指標の体系イメージ

幸福度の向上

【総合的な幸福度】

【概念指標】

【モニタリング指標】

門真市民はどれくらい幸せか？

「幸せな人」はどんな人？

〔例〕

〔例〕

（健康な人？人付き合いがある人？）

健康な人、人付き合いがある人は何をしているのか？
市の取組は市民の幸せに影響しているのか？

・心と体が健康である

・朝食を毎日食べている人の割合
・健康づくりをしやすい環境だと感じる人の割合
・隣近所と付き合いがある人の割合

・隣近所や地域コミュニティとのつながりがある

・現在、あなたはどの程度幸せですか？
幸福につなが
ると思われる
個別の要素

概念指標の向
上につながる
と思われる具
体的な行動・
環境

概念指標の数
値・肯定的回
答率の上昇

モニタリング指
標の数値・肯定
的回答率の上昇
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幸福度指標を用いることにより、これまで用いてきた、施策の「満足度」「重要度」といった「市役所の取
り組みに対する評価」に加えて、市民一人ひとりが「幸せだと感じる気持ち」と門真市のありようを結び
つけることで、まちづくりの取り組みに新たな視点が加えられると考えられます。

門真市幸福度指標のマネジメントイメージ

概　念　指　標
幸せにつながると思われる個別の要素を示す指標

概念指標の向上につながると思われる具体的な行動・環境を複数設定

幸せな人は
　どんな人か

　モニタリング指標の変化を把握していく
ことで、市民の幸福感の視点から、市役所
がどの分野に重点的に政策を企画していく
のかを検討していくための基礎資料としま
す。
　また市民の幸福感の視点に立った施策、
事務事業を展開していくことで、モニタリ
ング指標を高めていくことに活用します。

　行政評価に適合する一部のモニタリング
指標を本計画の「達成度を測る指標」と設
定することで、政策レベルの判断に活用す
ることに加え、施策評価や事務事業評価な
どの行政評価に活用し、PDCAサイクルに
より、モニタリング指標を高めます。

モニタリング指標を高めていくことにより幸福度が高められる

モニタリング指標 モニタリング指標 モニタリング指標 モニタリング指標

モニタリング指標を高めるため、さまざまな施策、事務事業を展開する

政策立案に活用 行政評価に活用
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施策の柱となる基本政策
を記載しています

基本施策の方向を
記載しています

本市の現状や推移のデータ
を記載しています

基本目標の達成に向
けた基本施策を記載
しています

基本施策の展開に向
けた主な実施施策を
記載しています

基本目標の達成に向け
た取り組みの基本方針
を記載しています

基本目標の達成に
向けた取り組みを
記載しています

第5次総合計画策定に向け実施した門真未来市民会議などで提示され
た意見や提案を記載しています。
なお、本文では各意見や提案の出所を次のように省略しています。
・門真未来市民会議→市民会議
・門真の未来子ども会議→子ども会議
・市内企業へのヒアリング→企業ヒアリング
・市民団体へのアンケート→市民団体アンケート
また、上記において意見や提案が無かったものについては、「門真
市第5次総合計画策定にかかる市民意識調査」の自由意見の中の提案
や意見を記載しました。

注）「達成度を測る」指標について
①達成度を測る指標の中で「市民の評価点」と記載している現状値は、「門真市第 5次総合計画中間見直しにかかる
市民意識調査」において 5段階評価＊での回答結果を平均した値です。
＊5は「満足」、4は「やや満足」、3は「普通」、2は「やや不満」、1は「不満」に該当します。
なお、基本的な平成 26（2014）年度末の目標は、現状において 2.75 以下のものは、3.00 を、2.75 を超えているも
のは 3.50 をめざし、また、平成 31（2019）年度末の目標については、重要な施策及び現状において 2.75 を超え
ているものについては 4.00 を、他は 3.50 をめざすこととしています。
②「平成 20（2008）年度末の状況」が「新設」とある指標は、中間見直しで新たに設置する指標を示しています（平成
26（2014）年度の目標は「－」としています）。

主な実施施策の達成度を測定するための指
標と、平成 20（2008）年度末の状況と平成
25（2013）年度の実績、平成 26（2014）年
度の目標、平成 31（2019）年度の目標を記
載しています。
※下記の注）を参照

主な実施施策の取り
組みの内容を記載し
ています

門真市幸福度指
標体系に位置付
けられる指標
は、ピンク色で
示しています。

基本政策の実現に向
け、市民や地域、事業
者などみんな協力でき
ることを記載していま
す。

基本計画では、基本構想の６つのまちづくりの基本目標ごとに、施策の柱となる基本政策を示し、基本
政策を展開していく基本施策の方向と、その実現に向けた基本施策及び主な実施施策をそれぞれ示して
います。

記載形式は、下記の記載例を参考にご覧ください。
なお、「達成度を測る指標」は、代表的なものを記載しています。

7 基本目標別の記載内容の見方
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8 施策の体系

まちづくりの基本目標 基本政策
（施策の柱） 基本施策の方向 基本施策 主な実施施策

基本目標ー 1
みんなの協働でつくる

地域力のあるまち

市民のまちづくり
への参画を促す環
境をつくります

市政の情報を共有
し、みんなの市政へ
の関心を高める環
境をつくります

広報・広聴活動の充
実

広報紙・ホームページの充実
広聴活動の充実

行政情報の積極的
な提供

情報公開の推進
多様な情報伝達手段の活用

市民が主役となっ
て活躍できる舞台
をつくります

自治活動の活性化
コミュニティ意識の醸成
コミュニティ活動の支援

市民公益活動の促
進

ボランティア・市民活動組織の育成
市民公益活動の活性化

市民に信頼され、協
働まちづくりを先
導する市役所をつ
くります

市民とともに市政
を進める市役所を
つくります

市役所組織の改善
組織・機構の改革
窓口サービスの改善

計画的な執行管理
計画的な行政施策の展開
事務執行の適正化

市民に信頼される
効率的で効果的な
市役所をつくりま
す

効率的、効果的な行
政運営

職員の人材育成と適正な人事管理
行財政運営の改善

電子自治体の推進
ICT（情報通信技術）化の推進
電子行政による効率化

都市間連携の強化
広域連携の推進
共同事業の拡充

まちづくりの基本目標 基本政策
（施策の柱） 基本施策の方向 基本施策 主な実施施策

基本目標ー 2
将来を担う子どもが育つ

教育力のあるまち

安心して産み、育て
ることができる子
育て支援のまちを
つくります

子どもを健やかに
育む環境をつくり
ます

子育て支援環境の
充実

子育て支援サービスの充実
保育サービスの充実
児童の健全育成の支援

母子保健の充実
子どもや母親の健康づくりの支援
小児医療の充実

子どもを安心して、
楽しく育てる家庭
や地域をつくりま
す

援助が必要な家庭
の支援

相談体制の充実
ひとり親家庭などへの自立支援

子どもの安心な暮
らしづくり

子どもの安全を守る活動の推進
子どものための遊び場の充実

みんなで支える子
育て環境づくり

地域での子育て支援ネットワークづくり
世代間交流の促進

心豊かでたくまし
い子どもを育むま
ちをつくります

みんなで子どもの
健康な心や体をつ
くります

子どもの教育環境
の充実

幼児（就学前）教育の充実
家庭や地域と連携した教育力の強化
相談体制の充実

健康な体づくり
学校保健の充実
生活習慣の定着と食育の充実

青少年の健全育成
青少年を健やかに育む環境づくり
青少年が活躍できる場づくり

子どもの学びの意
欲を育む学校をつ
くります

児童・生徒の確かな
学力の育成

優れた教職員の育成
わかる授業の推進
特別支援教育の充実
自ら学ぶ力の育成

創造性や社会性を
育む学校教育の推
進

特色ある学校づくり
人権教育の推進
豊かな心や人間関係を築く力を育む教育の推進

学校施設の充実
学校規模の適正化
校舎などの耐震化
学校施設・設備の充実
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まちづくりの基本目標 基本政策
（施策の柱） 基本施策の方向 基本施策 主な実施施策

基本目標ー 4
いきいきと人が輝く

文化薫るまち

平和な社会を育む
共生のまちをつく
ります

平和と人権を尊重
する環境をつくり
ます

非核平和都市の実
現

非核平和の都市づくり
平和を愛する意識の高揚

基本的人権の尊重
人権の擁護
人権尊重の啓発

みんながともに楽
しく暮らす環境を
つくります

男女共同参画社会
の推進

男女が平等に社会参画できる環境づくり
労働の場での男女の共同参画
ワーク・ライフ・バランスの推進

多文化共生社会の形
成と国際交流の促進

多文化共生社会の形成
国際交流の促進

ワクワクする人や
出会いを育む文化
のまちをつくりま
す

生涯にわたり学習
や仲間づくりがで
きる環境をつくり
ます

生涯学習環境の充
実

社会教育推進体制の充実
図書館活動の充実
生涯学習活動の充実

市民スポーツの振
興

スポーツ活動推進体制の充実
市民の生涯スポーツ活動への支援

愛着と誇りに思う
文化を育む環境を
つくります

市民生活に息づく
文化・芸術の振興

文化・芸術振興体制の充実
市民文化・芸術活動の支援

地域文化の保存と
継承

地域の伝統文化の継承
歴史文化遺産の保存と継承

まちづくりの基本目標 基本政策
（施策の柱） 基本施策の方向 基本施策 主な実施施策

基本目標ー 3
安全・安心で
快適に暮らせる

明るいまち

安全で安心な暮ら
しを育む明るいま
ちをつくります

犯罪や事故がない
まちをつくります

防犯対策
防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成
明るいまちづくり

交通安全対策
交通安全意識の高揚
交通安全のための環境づくり

消費生活対策
消費者意識の高揚
消費者保護対策

火災や事故から人
の命を守るまちを
つくります

消防体制の充実
火災予防（防火）意識の高揚
消防力の向上

救急体制の充実
救急・救助体制の充実
救命対策の充実

みんなの命を大切
に守る災害に強い
まちをつくります

危機管理と災害時
対策

危機管理体制の充実
災害情報伝達機能の強化

市民の自主防災の
強化

自主防災意識の高揚
自主防災組織の育成支援

地震や治水対策の
強化

建物の耐震改修の促進
治水対策の強化

便利で快適なまち
なかをつくります

便利で快適な暮ら
しを支えるまちな
かの基盤をつくり
ます

まちの顔づくり
シンボルゾーンの整備
北部地域の災害に強いまちづくり
第二京阪道路沿道の市街地整備

快適に暮らせる生
活基盤の整備

上水道整備と適正な管理・運営
下水道・水路整備と適正な管理
ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理

道路・交通網の充実

幹線道路の整備
生活道路の整備
公共交通サービスの充実
駅前広場などの整備

歩いて暮らせるま
ちづくり

歩行者や自転車の道の整備
バリアフリー化やユニバーサルデザインの推進

いつまでも快適に
定住できるまちな
かの環境をつくり
ます

計画的なまちづく
り

都市計画によるまちづくり
開発事業に対する適切な指導

住宅・住環境の整備
良好な住環境の誘導
市営住宅の管理と改善整備
府営住宅の改善整備
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まちづくりの基本目標 基本政策
（施策の柱） 基本施策の方向 基本施策 主な実施施策

基本目標ー 5
健やかな笑顔あふれる

支え合いのまち

みんなで困ってい
る人を助け合う福
祉のまちをつくり
ます

みんなで困ってい
る人を助け合う環
境をつくります

地域福祉の推進
地域福祉推進体制の充実
地域福祉活動の推進

社会保障制度の適
正な運営

国民健康保険制度の適正運用
後期高齢者医療制度の適正運用
介護保険制度の適正運用
国民年金制度の啓発活動

困っている人を助
け、自立を支援する
環境をつくります

高齢者福祉の充実

高齢者福祉推進体制の充実
家庭で安心して暮らせる支援体制の充実
介護保険サービスの充実
社会参加の促進

障がい者（児）福祉
の充実

障がい者（児）福祉推進体制の充実
早期発見・療育体制の充実
在宅福祉サービスの充実
社会参加の促進

生活保障と自立支
援対策

生活保護の適正化
生活自立への支援

みんなの健やかな
心と体を育む健康
のまちをつくりま
す

健康な体を育む環
境をつくります

生涯を通じた健康
づくり

健康づくり推進体制の充実
健康づくり活動の推進

保健活動の推進
保健サービスの充実
健康教育・相談の充実

安心できる予防と
医療の環境をつく
ります

病気の予防対策の
充実

生活習慣病の予防対策
感染症の予防対策

地域医療環境の充
実

地域医療と連携強化
救急医療・休日診療体制の充実

まちづくりの基本目標 基本政策
（施策の柱） 基本施策の方向 基本施策 主な実施施策

基本目標ー 6
環境と調和し、
産業が栄える

活力のあるまち

人や環境にやさし
い美しいまちをつ
くります

物を大切にする循
環型社会や地球に
やさしい低炭素社
会をつくります

環境保全対策

循環型社会の形成
環境教育の充実
環境保護活動の充実
公害対策の充実

環境美化活動の充
実

環境美化意識の高揚
美しいまちづくり活動の促進

緑あふれる美しい
まちをつくります

うるおいづくり
自然・歴史的景観の保全
親水空間などの整備

公 園・緑 地 ネ ッ ト
ワークの充実

公園の整備
緑のネットワークの充実

いきいきとしたま
ちを育む産業をつ
くります

産業を元気にする
環境をつくります

多様なビジネスの
育成

新たな産業の育成と雇用の創出
産学官連携によるものづくりの促進
ベンチャービジネスの育成支援

既存産業を活かし
た産業活性化環境
の形成

商業の振興
工業の振興
農業の振興

産業を支える人や
働きやすい環境を
つくります

産業を支える人づ
くりの促進

多様な人材・後継者の育成支援
研修機会の充実

労働環境の向上
就労の支援
労働環境改善などへの支援



基本計画総論

基本計画各論

第１章　みんなの協働でつくる 地域力のあるまち

第２章　将来を担う子どもが育つ 教育力のあるまち

第３章　安全・安心で快適に暮らせる 明るいまち

第４章　いきいきと人が輝く 文化薫るまち

第５章　健やかな笑顔あふれる 支え合いのまち

第６章　環境と調和し、産業が栄える 活力のあるまち





第1章

みんなの協働でつくる

地域力のある
まち 市民のまちづくりへの

参画を促す環境をつくります

第1節

1

2

市政の情報を共有し、みんなの市政への
関心を高める環境をつくります

市民が主役となって活躍できる舞台を
つくります

市民に信頼され、協働まちづくりを
先導する市役所をつくります

第2節

1

2

市民とともに市政を進める市役所をつくります

市民に信頼される効率的で効果的な
市役所をつくります



56

第1節 市民のまちづくりへの参画を促す環境をつくります

1 市政の情報を共有し、みんなの市政への関心を高める
環境をつくります

市民の価値観の多様化、ICT（情報通信技術）産業
の発展、少子高齢化とともにライフスタイルも激変
しており、地方分権、地域分権の動きも活発になっ
ています。こうした中で、市民と市役所が役割分担
をしながら、いっしょになってサービスを提供して
いく協働のまちづくりが各地で進められています。

本市においても、平成20（2008）年に「門真市
市民公益活動支援・協働指針」を策定し、平成26

（2014）年１月には、「門真市自治基本条例」も施行
しており、平成26（2014）年度を「地域力創造元年」
と位置付けていることから、市民と市役所が手を携
え、まちづくりを進めていくことが必要です。

そのための大前提は、市民への情報提供の一層の
推進や、情報公開の徹底にあります。しかし、市の情
報の積極的な提供、市政への市民意見の反映などに
ついて、市民の評価は決して高いといえる状況にな
く、市民からは、市民と市役所の意見交換の場や市
政情報の公開の充実などが求められています。

そのため、まず、市政の透明性を高め、みんなが市
政の情報を共有し、市政への関心を高める環境をつ
くることが必要です。

広報紙やホームページを読みやすくするとともに、ＩＣＴ環境を整備し、行政情報の公開や発信を推
進します。また、市政評価など市民の意見を聞く機会を充実するとともに、みんなが市政の情報を共有
し、市政への関心を高める環境をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇市民意見を行政に反映するしくみづくりが必要（市民会議）
◇行政の積極的な情報公開が必要（市民会議）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

広報紙・ホームページの充実
広報・広聴活動の充実

市政の情報を共有し、みんなの市政
への関心を高める環境をつくります

行政情報の積極的な提供

広聴活動の充実

情報公開の推進

多様な情報伝達手段の活用

基本施策

協働の取組に必要なこと

市政への市民意見の反映
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第
１
節

1

市民のまちづくりへの参画を促す環境をつくります

市民参画の更なる活性化に向け、市民にとって読みやすく、わかりやすい広報紙やホームページの作
成に努めるとともに、内容の充実を図ります。

市民と市役所が情報を共有することにより信頼関係を築いていくことができるよう、「門真市情報公
開条例」に基づく情報公開や、市民が参画する会議の公開、予算編成過程の公表など、積極的な行政情報
の提供に努めます。

市民がさまざまな場面で市役所からの情報を入手できるようにするため、多様な情報伝達手段の充実
に努めるとともに、地域情報や意見を交換できる多様な場を設定します。

市民の意見を十分に聞き、市政に反映することができるよう、パブリックコメント制度や各種市民相
談を実施するなど広聴活動の充実を図ります。

分野別の施策について意見・提言などを行う「門真市総合計画施策評価委員会ワーキンググループ」
や、「門真市自治基本条例」に基づき設立される「地域会議」、「かどま市民大学」などを充実することによ
り、市民の意見を施策に反映させていきます。

主な実施施策の概要

（1）広報・広聴活動の充実

（2）行政情報の積極的な提供

1）広報紙・ホームページの充実

1）情報公開の推進

2）多様な情報伝達手段の活用

2）広聴活動の充実

達成度を測る指標 平成20（2008）年度末の状況 平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

ホームページのアクセス月間件数 32,800件（平成21（2009）年７月） 73,350件／
40,000件 123,000件

「広報かどま」を読んでいる人の割合 新設 82.5％／－ 90％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

市政に市民意見が十分に反映されていること（市民の評価点） 2.45／５段階評価 2.63／3.00 4.00
パブリックコメントにおいて提出された意見数の１件当たりの平均 新設 ２件／－ 10件
公募市民が参加する会議（附属機関）の割合 新設 43.3％（13/30機関）／－ 70％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

行政の情報が適切に市民へ提供されていること（市民の評価点）2.64／５段階評価 2.82／3.00 4.00
広報紙などで広報・広聴活動が十分なされていること（市民の評価点）2.97／５段階評価 3.10／3.50 4.00

「議会だより」を読んでいる人の割合 新設 61.4％／－ 70％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

市公式ツイッターのフォロワー数 新設 98件／－ 1,050件
インターネットやCATVなどを活用した行政情報を
提供できるしくみができていること（市民の評価点） 2.77／５段階評価 2.76／3.50 4.00
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市民のまちづくりへの参画を促す環境をつくります

◇広報紙や市のホームページなどを積極的に読み、市政に関心を深める。
◇分野別の施策に関心を持ち、意見などを述べる市民組織に参加する。
◇市政に関心を持つ次の世代の担い手を育成し、積極的に引き継いでいく。
◇行政や地域団体の取り組みなどに積極的に参加する。
◇各種委員会・審議会などに積極的に参加する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

市民ワーキンググループの様子
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第
１
節

1

市民のまちづくりへの参画を促す環境をつくります

2 市民が主役となって活躍できる舞台をつくります

近年、地域での活動の中心となる担い手の不足や
隣近所のつきあいが希薄化してきていると言われ
ていますが、コミュニティの基礎ともいえる家族の
絆の大切さと多様性を認識するとともに、「幸福度
を向上させる」ことになるコミュニティを充実し、
地域の力を高めていくことが求められています。

一方、各地域では、自治会やNPOなどによる防犯・
防災、環境美化などの地域活動をはじめ、高齢者や
子どもの見守りなど、さまざまな活動が活発化して
きています。

本市では、NPO法人の設立が近年増加するとと
もに、地域や市民活動への参加の経験や意欲を持つ
市民も市民意識調査では、半数程度を占めていま
すが、活躍の場がわからないという声も多数ありま
す。

また、自治会や市民活動の活性化について満足し
ている市民は１割程度であり、協働のまちづくりに
取り組めているという市民の声もまだ僅かな状況
です。そこで、身近な支えあいのお礼として利用さ
れている地域通貨を活用するなど、さまざまなまち
づくり活動の担い手の発掘や市民が主役となって活躍できる舞台をつくることが必要であることから、

「門真市自治基本条例」を制定し、「地域会議」の設立を呼びかけています。

「自分たちのまちは、自分たちで守り、育てる」というコミュニティ意識の醸成や地域会議活動等への
支援を強化し、合わせて、ボランティア活動の促進やコミュニティビジネスの推進を図り、市民活動組織
の育成や支援などを行い、市民が主役となって活躍できる舞台をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇NPO・ボランティアなどと連携した協働社会の形成が必要（市民会議）
◇協働のまちづくりを進めたいが人材が不足している（市民団体アンケート）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

コミュニティ意識の醸成
自治活動の活性化

市民が主役となって活躍できる舞台
をつくります

市民公益活動の促進

コミュニティ活動の支援

ボランティア・市民活動組織の育成

市民公益活動の活性化

基本施策

市内に主たる事業所をおくNPO法人数

地域や市民活動への参加状況
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市民のまちづくりへの参画を促す環境をつくります

地域におけるふれあいや連帯感を高め、日常やいざという時に助け合うことができるコミュニティが
形成されるよう、「門真市自治基本条例」に規定する「地域会議」の担い手となる市民の増加をめざし、「か
どま市民大学」など、あらゆる機会を通じてコミュニティ意識の醸成に努めます。

門真市立市民公益活動支援センターなど市民公益活動の拠点機能をより充実させ、市民ボランティ
ア・市民活動組織の育成支援を継続実施していきます。

協働という視点から施策の実践方策を見直し、市民公益活動団体と市役所との協働による事業を拡充
するなど、市民公益活動活性化の支援を図ります。

現在、市内各地域で活動している地域団体が相互の連携を強め、校区単位などで一体となったコミュ
ニティづくりの推進を図るため、「門真市自治基本条例」に規定する地域会議に対し、地域担当職員の配
置や活動拠点となる「（仮称）地域協働センター」の整備や市内におけるコミュニティビジネスなどの支
援を進めるとともに、「校区門真まつり」など、地域づくり活動やコミュニティ活動の支援に努めます。

主な実施施策の概要

（1）自治活動の活性化

（2）市民公益活動の促進

1）コミュニティ意識の醸成

1）ボランティア・市民活動組織の育成

2）市民公益活動の活性化

2）コミュニティ活動の支援

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

自治会活動や市民活動が活性化するような環境ができていること（市民の評価点） 2.87／５段階評価 2.84／3.50 4.00
「校区門真まつり」の実施小学校区数 ７小学校区 11小学校区／拡充 拡充
コミュニティビジネスに関するセミナー等への年間参加者数 新設 －／－ 120人

「（仮称）地域協働センター」の設置数 新設 －／－ ４箇所
地域会議の設立数 新設 －／－ ６箇所

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

自治基本条例の制定 未制定 制定／制定 （制定済）
自治会の加入率 93％ 84％／94％ 94％
市役所が地域・市民活動を活性化するために努力していると感じる人の割合 新設 31.6％／－ 40％
地域や市民活動を通じてつながりが強い地域と感じる人の割合 新設 30.8％／－ 40％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

地域の活動に今後参加したいと考えている市民の割合 27.7％ 25.6％／40％ 60％
市内に主たる事務所を置くNPO法人の法人数 26団体 26団体／30団体 35団体
ボランティアや市民活動への取組みが盛んなまちだと感じる人の割合 新設 17.4％／－ 50％
NPOやボランティア活動に参加している人の割合 新設 20.9％／－ 30％
協働によるまちづくり人材バンクの登録者数 新設 －／－ 200人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

NPO助成金の提供団体数 １団体 ５団体／５団体 10団体

公募型市民提案事業の制度化 未実施 制度化実施／
制度化実施 （制度化済）
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第
１
節

1
◇地域の集まりなどには隣近所の人に呼びかけ、積極的に参加する。
◇自治会活動や校区単位コミュニティ活動に積極的に参加する。
◇ボランティア育成講座などに積極的に参加し、自分が協力できることなどを登録する。
◇事業者は、地域活動や地域住民との交流などへの積極的な参加や協力を行う。
◇事業者は、産・学・公・民の協働イベントに参加する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

市民のまちづくりへの参画を促す環境をつくります

かどま市民大学で講義するイメージキャラクター「ガラスケ」
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第2節 市民に信頼され、協働まちづくりを先導する市役所を
つくります

1 市民とともに市政を進める市役所をつくります

これまでの市役所が主体となったまちづくりか
ら、市民と市役所がそれぞれの役割を分担しなが
ら、いっしょになってまちづくりを進める協働のま
ちづくりへと時代が移りつつあります。

そのような中で、市役所もこれまでの枠組みにと
らわれない柔軟な対応をするとともに、市民も市役
所への理解を深め、市政に関心を持つようにしてい
くことが必要です。

そのためには、わかりやすい市の組織や市民が利
用しやすい市の窓口にしていくことが必要です。

平成26（2014）年4月には、大幅な機構改革を実
施し、市の組織のわかりやすさや市の窓口の使いや
すさについて市民の満足度を増やすよう取り組ん
でいますが、引き続き、「市役所が変われば、まちが
変わる」を合言葉に、わかりやすく、親しみが持てる
市役所にしていくことが求められます。

また、計画的な行政運営に一層努めるとともに、
確立しているPDCAサイクルをより活かした執行
体制を整備し、市民とともに市政を進める市役所を
つくることが必要です。

市役所の組織をスリムで効率的なものとなるよう常に改善するとともに、市民にとって利用しやすい
組織体制にすることで、計画的な行財政運営を行い、施策の進行状況が市民にも分かるように「見える
化」するなど、わかりやすく、市民とともに市政を進める市役所をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇市民が市政に親しむことができる環境づくりが必要（市民会議）
◇わかりやすい市の組織の再編が必要（市民会議）
◇市民も参加し、目的や目標、成果がみえる第５次総合計画にすることが必要（市民会議）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

組織・機構の改革
市役所組織の改善

市民とともに市政を進める市役所を
つくります

計画的な執行管理

窓口サービスの改善

計画的な行政施策の展開

事務執行の適正化

基本施策

市の組織のわかりやすさ

市の窓口の使いやすさ
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第
２
節

1

市民に信頼され、協働まちづくりを先導する市役所をつくります

市民にとってわかりやすく、効率的な組織にするため、定員適正化計画などと整合を図り、各種事務事
業を外部へ委託することも視野に入れ、組織・機構の改革を進めます。

柔軟で効率的な市役所の執行管理体制をつくり、その充実を図ります。また、さまざまな計画との調整
や連携を図りながら、施策の重点化と順位づけを行い、PDCAサイクルを活用し、計画的で効率的な施策
の展開を図るとともに、施策内容の効果について分析・検証します。

事務事業評価により事務事業の執行方法と成果を毎年度点検し、事務事業の合理化、効率化、統合、廃
止などを行い、事務執行の適正化に進めます。

総合案内やワンストップサービス※などの導入により、市民にとってわかりやすく、利用しやすい窓口
サービスの改善に努めます。

主な実施施策の概要

（1）市役所組織の改善

（2）計画的な執行管理

1）組織・機構の改革

1）計画的な行政施策の展開

2）事務執行の適正化

2）窓口サービスの改善

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

迅速で明るく、わかりやすい窓口サービスがなされていること
（市民の評価点） 2.77／５段階評価 3.08／3.50 4.00

市役所職員の対応・行動が「良い」と感じる人の割合 新設 15.2％／－ 25％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

組織がわかりやすく、市民にとって利用しやすいものと
なっていること（市民の評価点） 2.59／５段階評価 2.59／3.00 4.00

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

行政評価の実施 事務事業評価の実施 事務事業・施策評価の実施／
施策・政策レベル評価

施策・政策レベルの評価
及び検証の実施

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

「市民ご意見番」※による全事務事業の満足度（５段階評価） 新設 2.94／－ 3.50

※ワンストップサービスとは、一度の手続きで、必要とする関連作業をすべて完了させられるように設計されたサービス
のこと

※市民ご意見番とは、市役所が実施している事務事業の重要度及び満足度を市民の方々に評価していただくシステムの
こと。

◇組織の改善意見などを積極的に提案する。
◇積極的に市政に関する情報を入手し、市の方針や目的を理解し、共有する。
◇事務事業評価や財政状況についての資料など公表されている情報を見る。
◇市議会本会議や各種委員会の議事録を読んでみる。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること
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市民に信頼され、協働まちづくりを先導する市役所をつくります

2 市民に信頼される効率的で効果的な市役所をつくります

地方分権の動きが強まっており「自らの地域のこ
とは自らの意思で決定し、自らがその決定に対し責
任も持つ」という取り組みが進められています。ま
た、その一方で、人口減少、成熟社会を迎えており、
地域経済の低迷の影響を受け、市税収入は減少傾向
であり、地方財政は極めて厳しい状況が続いていま
す。

本市では、厳しい財政状況を改善するために、行
財政改革に努めていますが、今後、安定した市の経
営を維持していくためには、さらに、効率的で効果
的な行財政運営が求められています。今後は、人口
減少に対応した公共施設等の再整備を計画的に実
施しなければなりません。

そのためには、一人ひとりの職員の意識改革や、
職員の人材育成や適正な人事管理を行い、地域担当
職員制度を確立し、地域の目線に立ち総合的に市役
所を見る人材育成を進めます。また、行財政運営の
改善、電子自治体への取り組みなどをさらに進める
とともに、周辺市との都市間連携を強化し、市民に
信頼される効率的で効果的な市役所をつくること
が必要です。

市民の地域での暮らし、課題を知り、仕事に活かせる強い意欲を持つ職員を育てるとともに、業務を効
率的に行えるよう、ICT化や周辺都市との連携を強化し、市役所の事務の改善や経費の抑制などにより行
財政改革を進め、市民に信頼される効率的で効果的な市役所をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇効率的・効果的な行財政運営の推進が必要（市民会議）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

職員の人材育成と適正な人事管理
効率的、効果的な行政運営

市民に信頼される効率的で効果的な
市役所をつくります 電子自治体の推進

行財政運営の改善

ICT（情報通信技術）化の推進

電子行政による効率化

基本施策

都市間連携の強化
広域連携の推進

共同事業の拡充

職員数（教育長を除く総数）

行財政の運営
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第
２
節

1

市民に信頼され、協働まちづくりを先導する市役所をつくります

「門真市人材育成基本方針」に基づき、市民とともにまちづくりに取り組む元気な職員を育成するとと
もに、職員と市役所が元気になる総合的、戦略的な人事管理制度の導入に取り組みます。

市役所に行かなくても施設予約システムなどの行政サービスを受けることができるよう、個人のプラ
イバシーに関する情報の安全性を確保しながら、電子申請等ができるようにするなど、市役所のICT化を
進めます。

行政事務の効率化をめざし、他の自治体とのシステムの共同調達や自治体クラウドへの対応を進め、
コスト削減や維持管理業務の煩雑さの解消に努めます。

「門真市財政健全化計画・中期財政見通し」に基づき、PDCAサイクルの中で、事業のあり方、必要性等
の検証を行い、より一層の行財政改革を推進し、全会計の財政健全化を進めます。

主な実施施策の概要

（1）効率的、効果的な行政運営

（2）電子自治体の推進

1）職員の人材育成と適正な人事管理

1）ICT（情報通信技術）化の推進

2）電子行政による効率化

2）行財政運営の改善

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

連結実質赤字比率の改善 14.78％ ０％／12％ ０％
無駄を省いた、健全で効率的な財政運営がなされていること

（市民の評価点） 2.40／５段階評価 2.50／3.00 4.00

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

人事評価制度の実施 課長・次長級実施
部長級・次長級・課長級・
課長補佐対象に実施／
管理職全てに拡充

一般職の全職員に拡充

定員適正化計画に基づく適正な
定数管理

第２次定員適正化計画に
基づく適正な定数管理

第２次定員適正化計画に
基づく適正な定数管理／
第３次定員適正化計画に
基づく適正な定数管理

第３次定員適正化計画に
基づく適正な定数管理

地域担当職員制度の確立 新設 地域コーディネーターの
配置／－

地域コーディネーター、
分野別サポーター及び
地域アシスタントの配置

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

共同調達・自治体クラウドの実施 未実施 未実施／未実施 実施

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

総合行政情報システムのリプレース（更改） 新設 －／－ 達成済
電子申請システムの導入 未実施 一部実施／実施 実施
電子入札の導入 未実施 実施／実施 －
電子決裁の導入 未実施 未実施／検討 実施
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広域連携における本市の役割を明確にしつつ、周辺市との事務の共同化など、行政区域を越えた広域
的な連携を進めます。

北河内７市をはじめ、周辺市などとの連携や協力体制を強化するとともに、イベントなどの共同開催、
公共施設の相互利用の促進に努めます。

（3）都市間連携の強化

1）広域連携の推進

2）共同事業の拡充

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

市内在住者と同一条件で利用できる他市の公共施設の数
（北河内地区の各市並びに大阪市及び大阪市に隣接する
各市が運営しているもの）

新設 269施設／－ 270施設

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

行政協定件数 19件 19件／拡充 20件

◇税金や保険料などの納め忘れをなくす。
◇市役所が進めている財政運営について、理解するとともに、要望や意見を伝える。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

市民に信頼され、協働まちづくりを先導する市役所をつくります

文化会館ふれあいまつり



第2章

将来を担う子どもが育つ

教育力のある
まち 安心して産み、育てることができる

子育て支援のまちをつくります

第1節

1

2

子どもを健やかに育む環境をつくります

子どもを安心して、楽しく育てる家庭や地域を
つくります

心豊かでたくましい子どもを育む
まちをつくります

第2節

1

2

みんなで子どもの健康な心や体をつくります

子どもの学びの意欲を育む学校をつくります
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1 子どもを健やかに育む環境をつくります

女性の社会進出、就労形態の多様化が進むにつ
れ、子どもを育てる環境は大きく変化しています。
また、少子化が進む中、安心して子どもを産み育
てることができるよう、子育て世帯への経済的な
支援や妊娠期を含めた子育て期間中の母子の健康
づくりを支援することも求められています。

国においても、乳幼児期を中心とした教育、保
育、子育て支援を行うための「子ども・子育て支
援新制度」が平成 27（2015）年度から開始され
るとともに、次代を担う子どもの育成を行うため
の「次世代育成支援推進法」の有効期限が平成 37

（2025）年まで延長されるなど、子ども・子育て
支援に関する総合的な取り組みがなされています。
また、子どもの貧困対策の推進を行うため、「子ど
もの貧困対策の推進に関する法律」の施行に伴い、
平成 26（2014）年には「子供の貧困対策に関す
る大綱」が策定されています。

これらを踏まえ、本市においても、就労中又は
就労を希望する母親の増加が見込まれることに加
え、教育ニーズも高いことから、幼児期の学校教
育・保育を一体的に提供することや、妊娠から出産、
子育て支援に至るまでの総合的な支援が求められ
ています。

「門真市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、教育・保育の質の向上、量の確保に努めるなど、
子育て支援環境を充実するとともに、母子の健康づくりを支援し、子どもを健やかに産み育てること
のできる環境をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇子どもを安心して産み育てることができる環境整備が必要（市民会議）

第1節 安心して産み、育てることができる子育て支援のまちを
つくります

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

子育て支援サービスの充実

子育て支援環境の充実
子どもを健やかに育む環境を
つくります

母子保健の充実

保育サービスの充実

子どもや母親の健康づくりの支援

小児医療の充実

基本施策

児童の健全育成の支援

子育て支援で望まれていること

子どもを産み、育てやすいまちづくり
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第
１
節

2

安心して産み、育てることができる子育て支援のまちをつくります

地域での子育てを支援するため、子育て中の親子が気軽に集える場や情報提供、子育て相談、イベン
トを行う場を充実するとともに、子育てを経験した市民の協力を得ながら、ファミリー・サポート・セン
ター事業の充実に努めます。また、子育て応援ポータルサイト等を通じて、さまざまな子育てに関する情
報発信を行います。

新生児や乳幼児への健康診査に参加しやすい体制整備を行うなど、受診率向上に向けた取り組みを行
うとともに、医療証発行によるこども医療費助成対象年齢の拡充などにより、安心して子どもを産み育
てることができる環境づくりに努めます。また、妊娠期の母親への保健・医療施策の充実に取り組み、子
どもや母親の健康づくりの支援に努めます。

「門真市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、今後の就学前児童数の推移や保育へのニーズの動向
等を踏まえつつ、幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みに対する確保方策を
検討する中で、ニーズに対応した量の拡充や質の向上に努めます。

放課後における児童の健全育成を図ることを目的として、全小学校において放課後児童クラブを開設
しており、今後も利用ニーズに対応した取り組みを進めます。

主な実施施策の概要

（1）子育て支援環境の充実

（2）母子保健の充実

1）子育て支援サービスの充実

1）子どもや母親の健康づくりの支援

2）保育サービスの充実

3）児童の健全育成の支援

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

ファミリー・サポート・センター※登録者数 235人 349人／300人 400人
地域子育て支援事業実施箇所数 ５箇所 ５箇所／拡充 拡充
子育て応援ポータルサイト「すくすくかどまっ子ナビ」への
アクセス月間件数 新設 10,783件／－ 13,000件

安心して楽しく子育てが出来る環境だと感じる人の割合 新設 22.2％／－ 30％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

乳幼児健診率（４ヶ月児健診） 90％ 90.5％／93％ 95％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

保育サービスや子育て家庭への支援が充実し、子育てしやすい
環境ができていること（市民の評価点） 2.50／５段階評価 2.65／3.00 4.00

一時預かり事業の確保数 新設 8,496人／－ 28,529人
保育（２号・３号認定）に係る待機児童数（４月１日現在） 新設 ０人／－ ０人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

子どもが健やかに育つことの出来る環境であると感じる人の
割合 新設 21.0％／－ 30％

※ファミリー・サポート・センターとは、一定のルールのもとで、育児の援助を受けたい人（依頼会員）と援助ができる人
（協力会員）が、会員になって行う有償制のボランティア活動のこと。
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体調が変化しやすい子どもに対して、今後もかかりつけ医の普及や広域小児救急医療体制の整備につ
いて関係機関と連携して取り組みます。また、あわせて電話相談の活用や事故防止などの知識の普及に
取り組みます。

2）小児医療の充実

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

０歳から小学校６年生まででかかりつけ医を持っている人の
割合 78.6％ 81.6％／80％ 83％

安心して産み、育てることができる子育て支援のまちをつくります

◇子どもに規則正しい生活習慣を身に付けさせる。
◇保育所や放課後児童クラブなどの行事に積極的に参加し、子どもの健やかな成長を見守る。
◇子育てに関する不安や悩みは抱え込まず、つどいの広場など交流場所を活用し、相談する。
◇民生委員児童委員などを中心に、地域の子育て・子育ち支援のネットワークを充実する。
◇子どものかかりつけ医を持つ。
◇子どもが救急医療機関にかかる際は、電話相談なども活用する。
◇妊婦健診を受診する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

赤ちゃんふれあい絵本タイム
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第
１
節

2

安心して産み、育てることができる子育て支援のまちをつくります

2 子どもを安心して、楽しく育てる家庭や地域をつくります

少子高齢化が進む中、本市においても、合計特
殊出生率は低下していないものの、市全体として
の子どもの数は減少しています。また、それに加
え地域での人と人の関わりが希薄化し、子育てに
対する不安を抱えている親も増えてきています。

そのため、“子育ち”だけでなく、子どもを育て
る親自らが子育てを通じて親としての力を身につ
ける“親育ち”が必要であるという声も高まって
きています。

また、児童虐待などの子育て相談の増加にとも
ない、関係機関と連携した迅速で適切な対応が求
められています。

援助が必要な家庭への支援や子どもが交通事故
や犯罪などの被害者とならないよう、安心して暮
らせる環境づくりを進めるとともに、みんなで子
育てを支援し、子どもを安心して、楽しく育てる
家庭や地域をつくることが必要です。

地域の子育て力を向上させ、“親育ち”を支援するとともに、地域の中で子どもが安全でのびのびと
育つ環境をつくり、子どもを安心して、楽しく育む家庭や地域をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇子育てを通じて親自身が成長することができる親育ちへの環境整備が必要（市民会議）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

相談体制の充実
援助が必要な家庭の支援

子どもを安心して、楽しく育てる
家庭や地域をつくります 子どもの安心な暮らしづくり

ひとり親家庭などへの自立支援

子どものための遊び場の充実

地域での子育て支援ネットワークづくり

基本施策

子どもの安全を守る活動の推進

世代間交流の促進
みんなで支える子育て環境づくり

母子相談延べ件数

家庭児童相談室 相談受付件数
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虐待の予防や早期発見・早期対応ができるよう、学校や地域、関係機関との連携を強化するとともに、
相談体制を充実します。

学校での交通安全教室の開催をはじめパンフレットの配布などによる交通安全教育活動やスクール
ガードリーダーによる巡回、「キッズサポーター」「子ども110番の家」の充実など、今後も、学校、家庭及
び地域や関係団体との連携や協力により、子どもを交通事故や犯罪などの被害から守る活動を進めま
す。

子育てを通じて親自らも育つ環境づくりを視野に入れ、子育てに意欲のある市民の育成や市民主体の
子育て活動を支援し、連携を促進することにより、地域での子育て支援ネットワークづくりを進めます。

「門真市ひとり親家庭等自立促進計画」を策定し、自立支援員による相談事業や就労支援、経済的支援
などの取り組みにより、ひとり親家庭などへの自立支援を総合的・計画的に進めます。

家庭や地域、市役所みんなが協力して、市内の公園や広場を安心して利用できるようにしていくとと
もに、校庭開放など子どもの遊び場の充実に努めます。

主な実施施策の概要

（1）援助が必要な家庭の支援

（2）子どもの安心な暮らしづくり

（3）みんなで支える子育て環境づくり

1）相談体制の充実

1）子どもの安全を守る活動の推進

1）地域での子育て支援ネットワークづくり

2）ひとり親家庭などへの自立支援

2）子どものための遊び場の充実

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

要保護児童連絡調整会議における連携する組織及び構成団体の数 新設 20団体／－ 25団体

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

「子ども110番の家」協力家庭数 762件 907件／900件 1,000件
キッズサポーター登録者数※ 1,823人 984人／2,000人 1,400人
青色防犯パトロール対応公用車両数 新設 ５台／－ 15台

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

市内に主たる事務所を置く子育てNPO法人団体数 ９団体 13団体／10団体 15団体

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

高等職業訓練促進給付金の給付人数 新設 ２人／－ ８人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

校庭開放への参加率（のべ参加者数/全児童数） 新設 169％／－ 180％

安心して産み、育てることができる子育て支援のまちをつくります

※キッズサポーター登録者数は、平成20年度末状況は登録者数、平成25年度実績は実活動者数を表しています。
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１
節

2

世代を超えた交流が深まるよう、子どもたちと地域の高齢者などとの世代間交流の促進を支援しま
す。

2）世代間交流の促進

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

世代間交流の件数 50件 52件／65件 80件

安心して産み、育てることができる子育て支援のまちをつくります

◇子どもが健全に育ち、温かさを感じる家庭の環境をつくる。
◇キッズサポーターや子ども110番の家など、地域の子どもは地域で守り育てる意識を醸成する。
◇子どもたちが積極的に参加できる多世代交流や体験活動を実施する。
◇地域の危険箇所の見回りなどを行い、関係機関などと情報を共有する。
◇事業者は、育児・介護休業制度を充実するなど、子育て中の親が仕事と家庭（子育て）の両立がしやす

い職場環境をつくる。
◇子どもや保護者は、悩みや不安は抱え込まず、気軽に地域の中で相談する。
◇地域でのさまざまなネットワークを活用し、子どもや親の見守り、相談しやすい環境づくりなどの

子育て支援活動を行う。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

子どもとガラスケ
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第2節 心豊かでたくましい子どもを育むまちをつくります

1 みんなで子どもの健康な心や体をつくります

幼児期は、心や体の発達や基礎的な生活習慣を
身につける大切な時期です。しかし、近年、少子
化や核家族化なども影響し、子どもを適切にしつ
けられない家庭が増え、また、地域においてもつ
ながりが希薄化するなど、家庭や地域における教
育力の低下が指摘されています。

また、近年の児童・生徒の生活習慣は大きく変
わってきており、生活が夜型化するとともに、朝
食を食べない子どもやイライラ感を訴える子ども
が少なくない状況になっています。

さらに、深夜に営業する店の増加やインターネッ
ト、携帯電話の普及など、青少年をとりまく環境
は大きく変化し、刃物などを使った暴力、性非行
や薬物の乱用など、青少年の問題行動が多様化す
るとともに、低年齢化の傾向にあります。

本市では、保護者や地域、学校との連携による
教育や家庭、地域の教育力の向上などを重視すべ
きであるという市民の声も高まっており、家庭や
地域が協力し、子ども自らが学ぶ意欲と心豊かで
たくましく生きるための健康や体力を持った子ど
もを育てていくことが求められています。

そのため、教育環境の充実や健康な体づくり、
青少年の健全育成などを進め、みんなで子どもの
健康な心や体をつくることが必要です。

家庭や地域、保育所、幼稚園、認定こども園、学校などが連携・協力して子どもたちの教育力を高
めるとともに、学校等における保健活動や給食を充実し、食育を進めるなど、社会全体で青少年を健
やかに育み、子どもの健康な心や体をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇教育力の向上や家庭・地域・学校の連携強化による子どもの教育環境の改善が必要（市民会議）

朝ごはんを食べる児童の割合

保護者、地域、学校の連携による教育の推進

家庭や地域の教育力の向上
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2

心豊かでたくましい子どもを育むまちをつくります

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

幼児（就学前）教育の充実

子どもの教育環境の充実

みんなで子どもの健康な心や体を
つくります 健康な体づくり

家庭や地域と連携した教育力の強化

学校保健の充実

生活習慣の定着と食育の充実

基本施策

相談体制の充実

青少年を健やかに育む環境づくり

青少年が活躍できる場づくり
青少年の健全育成

幼児期の教育・保育の質の向上を図るため、認定こども園の普及や就学前教育・保育の総合的なカリ
キュラムの研究を行うとともに、小学校と連携を図りながら、保育所、幼稚園、認定こども園での集団生
活や学びの基礎をつくる教育を進めます。

全中学校区にある「学校支援地域本部」を活用し、家庭、学校、地域の連携を強化するとともに、地域で
の学校支援活動を通じて豊かな人間関係づくりと地域の教育力の向上に努めます。

思春期の心の動きは繊細であり、どんな子どもでも環境の変化によっては、不登校や問題行動をとる
可能性もあるため、関係機関との連携を強化し、子ども一人ひとりの心の問題に対応できる指導体制と
相談体制をさらに充実するように努めます。

主な実施施策の概要

（1）子どもの教育環境の充実

1）幼児（就学前）教育の充実

2）家庭や地域と連携した教育力の強化

3）相談体制の充実

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

就学前教育・保育の総合的なカリキュラムに基づく教育・
保育の実施施設数 新設 ０園／－ ５園

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

学校支援地域本部※事業の活動状況 一部実施 実施／実施 継続実施

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

不登校児童・生徒数（千人率） 12.7‰ 19.1‰／3/4
（平成21年度を１とする） 11‰

※学校支援地域本部とは、地域全体で学校教育を支援し、子どもの学力や学習環境の向上を目的として、学校支援協議会、
学校支援コーディネーター、学校支援ボランティアで組織するもの

児童・生徒の性に関する指導や健康づくりの推進を図るとともに、交通安全指導をはじめとする健康・
安全教育、疾病の予防、健康に対する保健指導、健康診断や保健管理の充実に努めます。

（2）健康な体づくり

1）学校保健の充実
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市民や企業の協力を得て、有害環境の排除の取り組みを強化するとともに、青少年指導員による街頭
啓発や「門真地区少年補導連絡会」の活動などにより、青少年（小学生から18歳を対象）の非行化防止に
努めます。

また、学校支援地域本部などと連携し、放課後や休日における青少年の教育や健全育成の場を確保し、
青少年を健やかに育む環境づくりに努めます。

学校で得がたい集団活動や体験学習をとおして青少年の健全な育成を図るため、青少年団体の活動の
活性化や青少年活動指導者を養成するとともに、「青少年の主張」や「児童書展示会」などさまざまな子ど
もを対象とした文化振興活動をはじめ、スポーツ振興活動などを活性化させ、青少年が活躍できる場づ
くりに努めます。

家庭や地域、学校が連携し、「早寝早起き朝ごはん運動」など、基本的な生活習慣の定着に向けた啓発活
動を進めます。また、関係機関との連携により、正しい食事のとり方や望ましい食習慣の定着、食を通じ
て豊かな人間性を築くなど食育を進め、食に関する学習の機会の充実に努めます。

（3）青少年の健全育成

1）青少年を健やかに育む環境づくり

2）青少年が活躍できる場づくり

2）生活習慣の定着と食育の充実

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

学校保健委員会に保護者が参加している学校の割合 新設 35％／－ 100％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

少年補導センターの設置 未設置 設置／設置 実施

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

「青少年の主張」の参加率※ 30.5％ 43.0％／35％ 50％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

朝ごはんを毎日食べる子ども（小６）の割合
（大阪府平均に対する本市の割合） 95.7％ 90.5％／100％ 100％

心豊かでたくましい子どもを育むまちをつくります

※「青少年の主張」の参加率とは、全小・中学校の児童・生徒のうち作文を提出した児童・生徒の割合のこと

◇親が就学前教育の必要性と重要性を理解するとともに、乳幼児への教育に関心をもち、子どもの手
本となる行動をする。

◇乳幼児が絵本などに親しむ環境や子どもに規則正しい生活習慣を身に付けさせるなど子どもの健
全な発達を促す環境をつくる。

◇日頃から子どもとの会話に努め、意思の疎通を図るとともに、子どもの発想を大切にし、個性に対す
る理解と寛容さを示す。

◇いじめなどに関する情報の提供や子どもからの合図を早く察知する。
◇事業者や大学、地域が連携し、子どもを対象とした教室の開催や職業体験の場を提供する。
◇家庭で食育や健康に対する関心を深め、子どもに食物の大切さを教え、正しい食習慣が身につくよ

うにするとともに、子どもの環境・衛生状態に留意する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること
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心豊かでたくましい子どもを育むまちをつくります

2 子どもの学びの意欲を育む学校をつくります

情報化や核家族化、少子化など社会の構造の変
化にともない、子どもをとりまく環境が大きく変
化しています。これまで、子どもは、友だちとの
遊びや家族とのふれあいなどを通して生活の知恵
を学び、社会性を身につけてきましたが、社会全
般の規範意識の低下や友だちと関わることが苦手
な子どもの増加に見られるように、現代は、人間
関係や社会性が育まれにくい環境にあります。

本市においては、確かな学力の向上、豊かな心
と健やかな体を育成することをめざした教育が市
民の切実な声となっています。教職に対する強い
情熱や高い指導力をもつ教職員の確保や育成、子
どもたちの学習習慣の定着とともに、小学校から
中学校への継続した学習を行う小中一貫教育をよ
り効果的に進めるために、児童生徒数の減少を視
野に入れた学校区の再編も必要になっています。

子どもが基礎的な学力や自ら学び自ら考える力
を確実に身につけていくとともに、興味、関心を
広げ、能力や個性を伸ばすことができるよう、子
どもの学びの意欲を育む学校をつくることが必要
です。

優れた教職員の育成や子どもの学習習慣の定着などにより、子どもの基礎学力の向上を図るととも
に、創造性や社会性を育む教育や学校施設を充実し、地域、保護者との連携を深めながら、子どもの
学びの意欲を育む学校をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇生きる力と豊かな心を育む教育の推進が必要（市民会議）
◇学力の向上をめざした教育の推進が必要（市民会議）

門真市

大阪府
（公立）

全　国
（公立）

学校外での学習時間（小学校）

学校施設等の充実

子どもの個性と可能性を伸ばす教育の推進
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心豊かでたくましい子どもを育むまちをつくります

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

優れた教職員の育成

児童・生徒の確かな学力の育成

子どもの学びの意欲を育む学校を
つくります 創造性や社会性を育む

学校教育の推進

わかる授業の推進

特色ある学校づくり

人権教育の推進

豊かな心や人間関係を築く力を
育む教育の推進

基本施策

特別支援教育の充実

学校規模の適正化

校舎などの耐震化

学校施設・設備の充実

学校施設の充実

自ら学ぶ力の育成

教職員の人材確保に努めるとともに、教職員研修を通じて、教職に対する強い情熱や教育の専門家と
しての確かな力量、総合的な人間力を備えるなど、高い指導力と意欲をもつ教職員の育成に努めます。

門真市版授業スタンダードに則り、児童・生徒が主体的に参加できる授業を展開します。また、本市独
自の35人学級制度を維持し、児童・生徒が安心して過ごせる教育環境づくりを進めます。

障がいのある児童・生徒に対する正しい理解と認識を深め、ともに学び、ともに生きる好ましい人間関
係の育成に努めるとともに、全ての障がいのある児童・生徒の人権を尊重し、一人ひとりの教育的ニーズ
に応じてきめ細やかな指導に努めます。

学習習慣を定着させる学習指導や家庭学習のあり方について保護者に対して啓発するとともに、学習
意欲がある児童・生徒に対して、放課後等における学びの場でより高い学力を身に付けられるような機
会の提供を推進します。

主な実施施策の概要

（1）児童・生徒の確かな学力の育成

1）優れた教職員の育成

2）わかる授業の推進

3）特別支援教育の充実

4）自ら学ぶ力の育成

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

研究授業実施延べ人数比率（各校平均） 43％ 70％／70％ 80％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

生徒の自発的な発言や活動を大切にした授業を行っている
学校比率（中学校） 57％ 83％／75％ 90％

全国学力・学習状況調査における全国平均正答率に対する
門真市平均正答率の割合（門真市平均/全国平均） 新設 小学校：92％

中学校：81％／－
小学校：100％
中学校：100％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

個別の教育支援計画作成率（通常学級在籍） 23％（平成21（2009）年度） 90％／100％ 100％
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心豊かでたくましい子どもを育むまちをつくります

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

サタスタ事業※の実施校数 － 全校実施／－ 継続実施
まなび舎Kidsの年間延べ参加人数※ － 7,683人／－ 7,000人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

「中学校英語プレゼンテーションコンテスト」の参加率※ 新設 17.5％／－ 25％
公立小中学校の教育内容や学校施設等が良いと感じる人の割合 新設 32.1％／－ 70％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

道徳教育の充実 道徳教育推進教師会議の
立ち上げ

小・中11校において公開授業
や研修等を実施／
道徳研究授業の全校実施

道徳教育授業の全校実施

小学校・中学校の学校図書館の
1人当たりの貸出点数 新設 22冊／－ 30冊

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

各校における人権問題に係る研究授業の実施 新設 ９校実施／－ 全校実施

※サタスタ事業とは、「かどま土曜自学自習室サタスタ」の略で、学校支援地域本部と連携して、小・中学校で自学自習室を
開設し、学習アドバイザーなどの配置により、学力の向上を図ることを目的として実施するもの。

※まなび舎事業とは、小・中学校において、学生や退職教員などからなる学習アドバイザーが、放課後などに児童・生徒の
学力向上と学習習慣の定着を図ることを目的として実施するもの。

※「中学校英語プレゼンテーションコンテスト」の参加率とは、全中学１・２年生の生徒のうち応募した生徒の割合のこ
と。

国際化や情報化に対応できる優れたコミュニケーション能力を持つ児童・生徒の育成をめざし、知的
活動や感性の基盤となる言語活動を重視して授業改善に取り組むとともに、学校の裁量を広げ、地域の
支援を得ながらさまざまな創造性や社会性を育む特色ある学校づくりを進めます。

ボランティア活動などの社会体験学習、道徳教育、小学校と幼稚園・保育所との連携教育、中学校での
保育体験学習、異年齢交流学習、自然体験活動学習などを通じ、思いやりの心を育み、あたたかい人間関
係を築く力の基礎を培う教育を進めます。

また、子どもたちが豊かな感性や情緒を育み、読解力を養うため、読書活動機会の充実や習慣化を図り
ます。

すべての児童・生徒に対してあらゆる人権問題について認識を深めるため、視聴覚教材や図書などを
充実するとともに、参加・体験型学習を取り入れるなど指導方法を改善し、効果的に人権感覚・人権意識
を高める教育を進めます。

（2）創造性や社会性を育む学校教育の推進

1）特色ある学校づくり

3）豊かな心や人間関係を築く力を育む教育の推進

2）人権教育の推進
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達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

適正規模の学校の割合 86％ 85％／100％ 100％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

小・中学校施設耐震化率 33.7％ 100％／100％ （達成済）

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

新JIS規格の机・椅子の整備校数 小学校６校
中学校６校

小学校８校／全校
中学校全校／全校

小学校全校
中学校全校

「門真市学校適正配置審議会」の答申をふまえ、学校の適正規模を12 ∼ 24学級とし、児童・生徒のより
よい教育環境の整備・充実をめざし、学校の統合・校区再編成などにより、学校規模の適正化を進めます。

校舎などの耐震化は、将来を担う児童・生徒の地震時における命を守るとともに、災害時の避難場所と
もなるため、将来の増改築や財政負担を考慮しつつ、優先性の高い校舎などから耐震改修の推進を図り
ます。

特別教室や多目的教室などの整備や障がいのある児童・生徒にも十分配慮したバリアフリー※の整備
を図るとともに、教育効果を高めるため、情報教育機器など設備の充実や自然エネルギーを活用した環
境にやさしい学校づくりに努めます。

（3）学校施設の充実

1）学校規模の適正化

2）校舎などの耐震化

3）学校施設・設備の充実

※バリアフリーとは、公共施設などにおいて障がいのある人など誰もが使いやすく整備されていること。

◇子どもの学ぶ意欲を育む家庭をつくる。
◇学校の行事などに積極的に参加し、学校と連携して子どもたちのより良い教育環境づくりをする。
◇学校支援地域本部に参加し、地域での学校づくりや子どもの教育支援に協力する。
◇家庭においても人権や道徳について語り合い意識を高める。
◇地域で高齢者と子どもが交流できる場所づくりを進める。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

心豊かでたくましい子どもを育むまちをつくります



第3章

安全・安心で快適に
暮らせる

明るいまち 安全で安心な暮らしを育む
明るいまちをつくります

第1節

1

2

3

犯罪や事故がないまちをつくります

火災や事故から人の命を守るまちをつくります

みんなの命を大切に守る災害に強いまちを
つくります

便利で快適なまちなかをつくります

第2節

1

2

便利で快適な暮らしを支えるまちなかの基盤を
つくります

いつまでも快適に定住できるまちなかの環境を
つくります
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1 犯罪や事故がないまちをつくります

社会情勢の変化にともない犯罪件数の増加や、犯
罪の凶悪化・低年齢化が進んでおり、最近は、悪質、
巧妙な商品販売手口による事件や事故なども多発
しています。近年、交通事故件数は減少傾向にあり
ますが、自転車など二輪車の事故や歩行者の事故割
合は、依然として高い傾向にあります。

交通事故の多くの原因は、運転者の無謀運転や不
注意、あるいは歩行者・自転車の交通ルールの無視
などによるものといわれています。

本市では、犯罪、事故などを防止するための市民
の自主的な活動とともに、防犯カメラの設置などに
よる環境の整備、交通安全施設の整備、交通安全教
育や各種交通安全運動による正しい交通ルールの
普及などに努めています。また、市民の消費生活に
おける契約トラブルや製品事故などについての相
談体制を充実するなど、市民が安全で安心して暮ら
せる環境づくりを進めています。

防犯や交通安全の対策を求める市民の声は強い
ことから、それぞれの対策を充実し、犯罪や事故が
ないまちをつくることが必要です。

犯罪や交通事故、悪質な販売方法や契約トラブルなどについて、注意を呼びかけ、見守りを強化すると
ともに、事故の危険がある場所を改善し、犯罪や事故がないまちをつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇それぞれの地域で防犯・防災対策を進める必要がある（市民会議）
◇安心してどこにでも遊びに行ったりすることができるまちになってほしい（子ども会議）
◇交通事故がなく自由にどこへでも行けるまちになってほしい（子ども会議）

第1節 安全で安心な暮らしを育む明るいまちをつくります

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

明るいまちづくり
防犯対策

犯罪や事故がないまちをつくります
交通安全対策

交通安全意識の高揚

消費者保護対策

防犯思想の普及・啓発と地域の
自主防犯活動の育成

基本施策

交通安全のための環境づくり

消費生活対策
消費者意識の高揚

交通事故件数

防犯対策



83

第
１
節

3

安全で安心な暮らしを育む明るいまちをつくります

犯罪の発生と市民の被害を未然に防ぐために、地域、関係機関や民間団体と協働して防犯思想の普及、
啓発に努めます。また、地域、関係機関や民間団体と協働し、地域における自主防犯活動の促進に向けた
支援に努めます。

春と秋の全国交通安全運動の機会を利用し、交通安全の啓発を実施します。また、小学校においてもこ
ども自転車運転免許証交付講習会などの交通安全教育を徹底し、交通ルールを守る子どもの育成に努め
ます。

また、「門真市交通安全推進協議会」を中心に、関係機関や民間団体と連携しながら、市民への効果的な
交通安全運動を展開していきます。

道路幅員・交通量を考慮し、歩道などの交通安全施設の整備を進め、歩行者の安全や自転車の走行空間
の確保に努めるとともに、信号機、横断歩道などの設置についても関係機関に要請します。

また、「（仮称）門真市自転車安全利用に関するマナー条例」に基づく自転車交通マナーの向上や交通安
全の啓発活動を実施します。

ひったくりなどの街頭犯罪の未然防止のため、LED型防犯灯への交換や増設の促進を行うとともに、
省エネなど社会状況に対応した新たな施策の調査、研究を行い、明るいまちづくりの実現をめざします。

主な実施施策の概要

（1）防犯対策

（2）交通安全対策

1）防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成

1）交通安全意識の高揚

2）交通安全のための環境づくり

2）明るいまちづくり

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

犯罪などに巻き込まれない安心できる環境ができていること
（市民の評価点） 2.37／５段階評価 2.55／3.00 3.50

防犯カメラの設置台数 新設 108台／－ 200台

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

こども自転車運転免許証交付講習会の開催校数 ９校 13校／11校 全校
交通安全講習会の年間開催回数 13回 12回／15回 18回

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

交通事故年間発生件数 785件 593件／772件 550件
上記のうち歩行者の交通事故の件数 新設 39件／－ 30件
上記のうち自転車の交通事故の件数 新設 198件／－ 190件

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

LED型防犯灯の設置率 新設 4.10％／－ 99.3％
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安全で安心な暮らしを育む明るいまちをつくります

悪質な販売方法によるトラブルや多重債務の未然防止を図るため、消費生活に関する情報の収集や提
供を強化し、消費者団体との協働を進めながら消費者意識の高揚に努めます。

国（消費者庁・国民生活センター）や大阪府消費生活センターなど関係機関と連携を強化し、消費者相
談による消費者被害の解消や軽減、早期救済など、消費者保護対策の充実に努めます。

（3）消費生活対策

1）消費者意識の高揚

2）消費者保護対策

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

消費生活講座の年間開催回数 ２回 ２回／12回 ２回
課題別出前講座の年間開催回数 ６回 ５回／20回 24回

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

消費者相談解決率 86.1％ 90.2％／90％ 92％

◇地域ぐるみの防犯活動を実施するとともに、防犯灯の設置や維持管理を行う。
◇家庭で子どもに交通ルールを教えるとともに、自らも交通ルールを守る。
◇地域で「ヒヤリ・はっとマップ※」を作成し、地域住民に配布する。
※「ヒヤリ・はっとマップ」とは、ひやっとしたり、はっと驚いたりする危険な場所を地域の人々が情報を持ち寄り、地図の上に表したもの

◇事業所などでは、安全運転管理者などの資質の向上を図り、交通ルールを守る体制を整える。
◇安全な食品や悪質な販売などにあわないよう、消費者自らが学習し、啓発事業への参加などにより、

常に情報を収集し、注意を心がける。
◇事業者は、安全で安心な製品の供給に努め、危険や不具合などに対する早急な対応と情報提供を行

う。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

春の地域安全運動の様子
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安全で安心な暮らしを育む明るいまちをつくります

2 火災や事故から人の命を守るまちをつくります

都市化が進展するにつれ、都市の火災は大規模化
する傾向にある中、本市の火災発生件数は横ばい傾
向にありますが、今後、災害時に火災が併発するこ
とに備えて、消防力の強化が課題となっています。

また、近年、救急搬送の際に受け入れ先が見つか
らないことなどが社会問題化しており、医師の確保
や救急搬送体制の充実、消防署と救急病院の連携強
化などの対応が求められています。

守口市門真市消防組合では、他市に比べ救急要請
から救急車が現場に到着するまでの時間は短いも
のの、さらに高齢者が増える今後は、医療機関との
連携を強化するなど救急対策を一層充実していく
ことが求められています。

また、現在、市内の市民が多く利用する主要な公
共施設を中心にAED（自動体外式除細動器）の設置
を図っており、今後はさらにAEDの適切な使用方法
について普及を図っていくことが必要です。

このようなことから、消防体制や救急体制の充実
を図り、火災や事故から人の命を守るまちをつくる
ことが必要です。

火事を起こさないように、注意を呼びかけるとともに、消防や救急・救助体制の充実、AEDの設置場所
と使用方法の普及に努め、火災や事故から人の命を守るまちをつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇災害に強いまちづくりの推進が必要（市民会議）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

火災予防（防火）意識の高揚
消防体制の充実

火災や事故から人の命を守るまちを
つくります

救急体制の充実

消防力の向上

基本施策

救急・救助体制の充実

救命対策の充実

火災発生件数（総数）

公設消火栓設置箇所数

救急車出動回数（年間）
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安全で安心な暮らしを育む明るいまちをつくります

守口市門真市消防組合と連携し、市民の火災予防（防火）意識の高揚を図るため、広報活動を積極的に
進めるとともに、防火対象物及び危険物施設の予防査察の強化などにより、予防措置の徹底と自主保安
体制の整備を促進します。

迅速かつ的確な救急救助活動を行えるよう、救急車輌の適正配置について守口市門真市消防組合と検
討を行い、必要な資器材の充実を図るとともに、医療機関との連携を密にし、市民からの通報、搬送、医療
機関の対応が一体となった救急・救助体制の実現に向けた検討を行います。

災害時の消防力を向上させるため、消防車輌・消防機器などや情報通信システムの整備を進めるとと
もに、複雑化する都市災害に対応できる消防職員の育成及び消防行政にかかる運営の効率化など、今後
の組織体制のあり方などを守口市門真市消防組合とともに検討します。また、火災発生時に消防活動が
円滑に行えるよう消火栓の設置などをさらに進めます。

AED（自動体外式除細動器）の設置を推進するとともに、適切に救命活動を行えるよう、市民の救命講
習の促進を図ります。

主な実施施策の概要

（1）消防体制の充実

（2）救急体制の充実

1）火災予防（防火）意識の高揚

1）救急・救助体制の充実

2）消防力の向上

2）救命対策の充実

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

火災年間発生件数 44件 35件／減少 減少

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

救急救命士のうち気管挿管及び薬剤投与資格者※数の割合
（守口市門真市消防組合）

40.8％
（20人／49人）

52.1％（25人/
48人）／拡充 81.4％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

公設消火栓設置箇所数 1,601箇所 1,621箇所／拡充 1,641箇所

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

AEDの公共施設設置率 51.7％(31/60) 94.6％（53/56）／86.7％（52/60） 100％
救急・救命講習延べ参加者数（平成 22

（2010）年度以降：守口市門真市消防組合）
1,905人

（平成22年度） 5,281人／－ 13,081人

※気管挿管資格者とは、原則として成人の心臓機能停止かつ呼吸機能停止の状態で、医師の具体的な指示に基づき気管
チューブを用いて気道確保を実施できる者。また、薬剤投与資格者とは、心臓機能停止傷病者のうち一定の条件を満た
す場合に医師の具体的な指示に基づき薬剤を授与することができる者。いずれの資格も、処置を行うために必要な知識
と技能を修得し、都道府県メディカルコントロール協議会の認定を受けた者である。

◇各家庭などで消火器や警報器を設置するなど火災予防対策を行う。
◇救急活動が円滑に行えるよう適切に救急車を利用する。
◇火災予防訓練などに積極的に参加し、消火栓の取り扱いや救命方法などを習得する。
◇事業所では、防火管理者や危険物取扱者などの資質の向上を図り、防火体制を充実する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること
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安全で安心な暮らしを育む明るいまちをつくります

「門真市地域防災計画」や「門真市国民保護計画」、「門真市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づ
き、自然災害や人為的災害、感染症など不測の事態に対して災害備蓄品を充実するなど、危機事象に対す
る危機管理体制の充実に努めます。また、社会福祉法人などと連携し、災害時に要援護者が安心して避難
できる効果的な取り組みを進めます。

主な実施施策の概要

（1）危機管理と災害時対策

1）危機管理体制の充実

3 みんなの命を大切に守る災害に強いまちをつくります

地震をはじめとした自然災害や感染症による健
康被害など、発生の予測が困難な事象に対する危機
管理意識が求められる中、本市においても近い将来
発生の可能性がある南海トラフ地震に備え、危機管
理体制の充実が求められています。また、市民自ら
も地域で自主防災意識を高め、体制を強化すること
が必要です。

そのために、本市においても「門真市地域防災計
画」を改定するとともに、老朽化した木造住宅など
が密集している地域のまちづくりはもとより、もと
もと低湿地であったことから、地震や水害への対策
を強化していくことが必要です。あらゆる危機事象
に対応できるよう、みんなの命を大切に守る災害に
強いまちをつくることが必要です。

あらゆる危機への管理や地震、水害などの対策を進めるとともに、市民自ら「自分の命は自分で守る」
という意識の高揚や地域での自主防災体制を強化し、みんなの命を大切に守る災害に強いまちをつくり
ます。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇災害に強いまちづくりの推進が必要（市民会議）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

危機管理体制の充実
危機管理と災害時対策

みんなの命を大切に守る災害に強い
まちをつくります 市民の自主防災の強化

地震や治水対策の強化

災害情報伝達機能の強化

基本施策

自主防災意識の高揚

建物の耐震改修の促進

自主防災組織の育成支援

治水対策の強化

災害の対策や防災体制の整備
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安全で安心な暮らしを育む明るいまちをつくります

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

災害時要援護者支援プランの策定 検討中 検討中／策定 策定

災害時に必要な情報を瞬時に市民へ伝達するため、防災無線のデジタル化や同報系無線の設置を行う
とともに、FMハナコの瞬時警報システムでの伝達などの強化を行います。

災害時に、初期消火・救出・救護・避難などの防災活動を地域ぐるみで円滑に行うことができるよう、市
民、自治会、消防団など多様な関係機関や団体の相互連携及び地域防災力の強化・向上を図り、さまざま
な災害による被害を最小限に食い止めるため、地域の自主防災訓練などの活動を支援します。

浸水による被害を防止するため、公共下水道の整備とともに、「寝屋川流域整備計画」に基づく寝屋川
流域の総合治水対策を進めるため、民間施設の協力も得ながら「門真市水防災基本計画」にしたがい、治
水対策を進めます。

2）災害情報伝達機能の強化

2）自主防災組織の育成支援

2）治水対策の強化

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

同報系無線の設置箇所数 ０箇所 40箇所／40箇所 拡充

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

自主防災工具の貸与数 30セット 55セット／60セット 75セット

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

雨水貯留浸透施設の総貯水量 49,121t 53,715t／51,121t 54,121t

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

自主防災訓練など年間実施回数 15回 37回／拡充 拡充
自宅から近い指定避難場所を知っている人の割合 新設 72.6％／－ 100％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

公共施設の耐震化率 43.9％ 82.1％／90％ 100％
補助制度年間適用件数 ９件 35件／15件 70件

市民自らの災害時への備えが最も大切であり、自らの命は自らが守ることの大切さなど、市民の自主
防災意識の高揚に向けた活動を進めます。

震災など災害時の初動活動の拠点となり、避難所などの機能を果たす公共施設の耐震改修とともに、
民間建物の耐震診断や建築物などの耐震補強工事に対する補助を実施し、建物の耐震改修を促進しま
す。

（2）市民の自主防災の強化

（3）地震や治水対策の強化

1）自主防災意識の高揚

1）建物の耐震改修の促進
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安全で安心な暮らしを育む明るいまちをつくります

◇不測の災害や危機に対する備えをし、災害時の避難の方法をそれぞれが理解する。
◇地域での自主防災体制を充実させる。
◇事業所では、災害時の行動を周知・徹底し、顧客や従業員の安全の確保ができるようにする。
◇老朽化した家や事業所などの耐震診断・耐震改修を積極的に行う。
◇各事業所などの敷地に大雨時の雨水貯留浸透施設を設置する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

消防出初式の様子
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第2節 便利で快適なまちなかをつくります

1 便利で快適な暮らしを支えるまちなかの基盤をつくります

今、各地では、まちのにぎわいや活力を確保・維持
するために空洞化するまちなかの活性化が課題と
なっています。

本市は、市域が小さくまとまり、そのなかに鉄道
の駅が７つもあるなど、市域全体がまちなかにある
といえ、このまちなかが空洞化しないように、コン
パクトなまちづくりを進めるとともに、エリアマネ
ジメント等の手法を活用し、地域コミュニティの活
性化を図っていく必要があります。

このまちなかにおいて便利にまた快適に暮らす
ためには、上・下水道や道路など、市民の暮らしを支
えるまちの基盤を充実するとともに、ごみ・し尿の
適正な処理が必要です。また、鉄道駅周辺などにお
いて、魅力ある市街地を形成するとともに、住宅が
密集する地区においては、災害に強いまちづくりを
進めることが必要です。

国道１号（第二京阪道路）が開通し、本市の幹線道
路の骨格ができましたが、今後は、市内の交通の流
れの変化を見極めつつ、市内の幹線道路について、
市民がより身近に、安全に利用できる生活道路としての活用を図り、歩いて暮らせるよう、便利で快適な
暮らしを支えるまちなかの基盤をつくっていくことが必要です。

まちの顔づくりや都市基盤施設の整備とともに、公共交通サービスの充実や歩行者・自転車の道の整
備を進め、便利で快適な暮らしを支えるまちなかの基盤をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇市民が誇りに思う都市イメージの形成が必要（市民会議）
◇安全で便利に通行できる道路整備が必要（市民会議）

下水道の処理人口普及率

幹線道路の整備
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施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

第二京阪道路沿道の市街地整備

北部地域の災害に強いまちづくり

シンボルゾーンの整備

まちの顔づくり

歩いて暮らせるまちづくり

便利で快適な暮らしを支える
まちなかの基盤をつくります

快適に暮らせる生活基盤の整備

上水道整備と適正な管理・運営

幹線道路の整備

駅前広場などの整備

バリアフリー化やユニバーサルデザインの推進

基本施策

下水道・水路整備と適正な管理

生活道路の整備
道路・交通網の充実

ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理

公共交通サービスの充実

歩行者や自転車の道の整備

幸福町・垣内町・中町地区及び門真市駅周辺地域において、市の中心的な都市機能や商業機能、居住機
能、公園・緑地機能などを複合的に備えた「北西部まちづくり整備ゾーン」の整備を進めます。

北部地域の「災害に強いすまいとまちづくり促進区域」及び「防災再開発促進地区」に指定された木造
賃貸住宅が密集する地区については、住宅市街地総合整備事業※をはじめさまざまな事業手法を統合的
に活用し、計画的な市街地整備と良好な住宅建設を誘導します。

また、快適な居住環境の確保や道路・公園の整備など密集市街地におけるまちづくりの取り組みを全
国に発信します。

地下鉄門真南駅周辺の「南部まちづくり整備ゾーン」において、大阪モノレールの南伸の事業化に併せ
て、都市機能の誘致などに努めます。

また、第二京阪道路沿道の「中部まちづくり整備ゾーン」については、新たな都市機能の誘致など計画
的な開発整備を進めるとともに、第二京阪道路の高架下スペースについては、「第二京阪道路高架下等利
用計画（門真市域）」に基づき、有効活用を進めます。

主な実施施策の概要

（1）まちの顔づくり

1）シンボルゾーンの整備

2）北部地域の災害に強いまちづくり

3）第二京阪道路沿道の市街地整備

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

シンボルゾーン基盤整備の進捗率 ０％ ０％／59％ 66％
主要駅の周辺がまちの顔としてにぎわいのある魅力的な
環境だと感じる人の割合 新設 24.5％／－ 30％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

住宅市街地総合整備事業の既実施面積 3.7ha 5.6ha／6.0ha 12.2ha
※住宅市街地総合整備事業とは、既成市街地において快適な住環境の創出や都市機能の更新、美しい市街地景観の形成な

どを図るため、住宅などの整備とともに、道路・公園などの公共施設整備などを総合的に行う事業のこと。
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達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

土地区画整理組合設立数 新設 ０地区／－ １地区
第二京阪道路高架下利用計画に基づく門真市の利用計画
箇所（全15箇所）のうち利用が開始された箇所数 新設 ３箇所／－ ４箇所

便利で快適なまちなかをつくります

上水道の施設については、拡張の時代から維持管理・更新の時代へと移っており、災害時にも安定して
給水できるよう、「門真市水道ビジョン」に基づき配水施設の耐震化を進めます。

南北道路交通網の強化、生活道路への通過交通の排除、路線バス網の再編をはじめとする道路交通網
整備や木造賃貸住宅の建て替え促進などの課題を勘案し、都市計画道路を含む市内の幹線道路の整備方
針や事業計画について十分に検討した上で、計画的な整備を進めます。

国道163号以南の第二京阪道路沿道地域を中心に、公共下水道の面的整備と水洗化を進めるととも
に、公共下水道施設の老朽化への対応と施設の機能向上が求められていることから、施設の長寿命化・耐
震化を図り、適正な維持管理に努めます。また、水路については、「門真市水防災基本計画」や「門真市水路
整備全体計画」に基づき、市民の協力を得ながら整備を進めます。

ごみ処理施設については、循環型社会の形成に向け、廃棄物の排出抑制や３R※を進めます。また、ごみ
減量化の推進とともに、危険ごみ・有害ごみなどの適正処理を進め、施設の爆発・火災事故などの防止に
努めます。

産業廃棄物については、適正に処理されるよう、府に指導の強化を要請します。
し尿処理施設については、適正な管理・運営により、し尿、浄化槽汚泥の処理に努めるとともに、処理量

の減少等に対応するため、希釈放流方式によるし尿処理への移行に向けた取り組みを進めます。

（2）快適に暮らせる生活基盤の整備

（3）道路・交通網の充実

1）上水道整備と適正な管理・運営

1）幹線道路の整備

2）下水道・水路整備と適正な管理

3）ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

配水池全体の貯水量に対する耐震化された配水池の
貯水量の割合 新設 31％／－ 56％

管路総延長に対する耐震管延長の割合 新設 17％／－ 21％
安心して水道を利用できていると感じる人の割合 新設 72.9％／－ 80％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

下水道の人口普及率 78％ 84.1％／83％ 96％
水路の有効利用延長 16.7km 16.8㎞／17.7km 18.7km

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

不法投棄の年間処理件数 453件 326件／430件 408件

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

まちの骨格を形成する幹線道路が整備され、他地域へ行くのが
便利であること（市民の評価点） 3.02／５段階評価 3.06／3.50 4.00

※３Rとは、Reduce(リデュース：減らす)、Reuse(リユース：再使用)、Recycle(リサイクル：再資源化)の頭文字をとったも
の。
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鉄道駅周辺など歩行者や自転車で混雑する道路において、既存道路の空間再編のほか、公共用地の活
用や、密集市街地整備等を実施することにより、歩行者や自転車の道の整備を進めます。また、鉄道駅、公
共施設や生活関連施設等を結ぶ自転車ネットワークを形成するための基本計画を策定し、さまざまな事
業と連携しながら、自転車が安全、安心に走行できる空間の確保に努めます。

鉄道駅周辺の道路など多くの人が利用する施設においては、市民や事業者などみんなが積極的に協力
して、バリアフリー化やユニバーサルデザインも視野に入れたまちづくりを進めます。

災害対策等、住環境改善の観点から、「門真市生活道路網計画」に基づき、生活道路の整備を進めます。
また、生活道路の老朽化により、交通網の機能が損なわれ、安全・安心なまちの基盤が失われることがな
いよう、国の施策等に基づく適切な改修や、計画的なメンテナンスに努めます。

大阪モノレールの南伸が大阪府において検討されており、本市においても関係市と連携しながら、事
業化に向けて取り組みを進めます。また、空港リムジンバスなどの広域路線バスの誘致など、大阪モノ
レール南伸に併せて事業者に要望します。また、公共交通不便地区の解消や交通弱者への対応を促進し、
公共交通サービスの充実に努めます。

鉄道と路線バスとの乗り継ぎを便利にするため、「北東部まちづくり整備ゾーン」の中心となる大和田
駅前広場の整備などを進め、ターミナル機能の向上を図ります。また、自転車を利用する人のモラル向上
の啓発とともに、駅周辺にサイクルラックを整備するなど、放置自転車対策に努めます。

（4）歩いて暮らせるまちづくり

1）歩行者や自転車の道の整備

2）バリアフリー化やユニバーサルデザインの推進

2）生活道路の整備

3）公共交通サービスの充実

4）駅前広場などの整備

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

安全で便利な道路の整備がなされていること（市民の評価点） 2.55／５段階評価 2.65／3.00 3.50
「門真市生活道路網計画」に基づく門真市道（私道を含む）の
道路幅員充足延長 78.5km 78.5km／

78.9km 79.3km

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

バスや鉄道などの公共交通機関が利用しやすいこと
（市民の評価点） 3.10／５段階評価 3.09／3.50 4.00

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

市道のうち自転車歩行者道がある道路及び自転車歩行者
専用道路の延長 新設 1.86km／－ 2.30km

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

公共施設などが誰もが使いやすく整備されていること
（市民の評価点） 2.59／５段階評価 2.75／3.00 3.50

「門真市交通バリアフリー基本構想」に基づく特定経路※・
準特定経路※の整備率 ８％ 71％／24％ 80％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

駅周辺のサイクルラック台数の確保（全駅） ０台 自転車343台・バイ
ク13台／200台 700台

放置自転車の年間撤去台数 8,484台 6,633台／7,000台 5,000台

※特定経路とは、バリアフリー法に基づく移動円滑化基準などに基づき平成22（2010）年度までにバリアフリー化を図
る経路のこと

※準特定経路とは、平成22（2010）年度までに整備完了が困難な経路で、将来的にバリアフリー化を図る経路のこと
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◇道路の拡幅や工事などに協力をする。
◇私道の適正な管理・利用を行う。
◇道路に愛着を持ち、行政と連携して清掃などの維持管理を行う。
◇調和を考えたまちなみづくりに協力する。
◇自転車は駐輪場所に停め、道路上や点字ブロックの上に放置しない。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

便利で快適なまちなかをつくります
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便利で快適なまちなかをつくります

2 いつまでも快適に定住できるまちなかの環境をつくります

誰もが「住み続けたい」と思う意識を持ち続ける
ためには、いつまでも住むことができる良好な住宅
の供給を誘導するとともに、住宅の周りについても
良好な環境を形成していくことが不可欠です。

本市の住宅事情は、一人あたりの住宅面積などが
大阪府内でも低い水準にあります。特に、北部地域
の木造賃貸住宅は、徐々に建て替えは進んでいます
が、未だ多く残っており、狭小過密という問題に加
え、老朽化が進行しており、住宅・住環境問題は深刻
化しています。

また、南部地域においても、小規模開発による住
宅建設が続き、住環境の面での課題を残していま
す。

さらに、公営住宅についても、長寿命化や安全・安
心面から改善整備を図っていくことが必要です。

今後は、都市計画による適切な土地利用や住環境
形成を誘導するとともに、建物の耐震化の促進や子
育て家族、高齢者などにとって住みやすい住宅、ま
た、環境に配慮した住宅の供給を誘導することによ
り、いつまでも快適に定住できるまちなかの環境を
つくることが必要です。

都市計画によるまちづくりを進めるとともに、家族が定住できる良好な住宅を誘導するなど、住宅・住
環境を整備し、いつまでも快適に定住できるまちなかの環境をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇若年ファミリー層がいつまでも「住み続けたい」と思う定住魅力の創出が必要（市民会議）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

都市計画によるまちづくり
計画的なまちづくり

いつまでも快適に定住できる
まちなかの環境をつくります

住宅・住環境の整備

開発事業に対する適切な指導

基本施策

良好な住環境の誘導

市営住宅の管理と改善整備

府営住宅の改善整備

府営住宅の世帯数比率（平成22（2010）年度）

住宅地の整備



96

策定予定の「門真市立地適正化計画」及び現行計画の「門真市都市計画マスタープラン」に基づき、進捗
状況を把握しながら、適切な土地利用の誘導や都市計画施設の整備を進めます。

「門真市住宅・建築物耐震改修促進計画」に基づき既存住宅などの耐震改修を促進するとともに、住宅
については、環境やバリアフリーなどに配慮するよう、適切な行政指導を行い、家族がいつまでも住み続
けることができる良質な民間住宅の建設を誘導します。

「（仮称）門真市まちづくり基本条例」や関係法令等に基づき、開発事業に対する適正な開発指導に努め
ます。

「門真市営住宅長寿命化計画」に基づき、ストック活用に努め、適正な管理を進めるとともに、「新橋市
営住宅再整備基本計画」に基づき、市営住宅の居住環境を改善し、土地の有効活用に努めます。

安全・安心な入居者の暮らしと低炭素化をめざした居住環境を確保するため、耐震改修や建て替えの
促進を要請します。また、大阪府と本市が策定した「大阪府営門真住宅まちづくり基本構想」に基づき、周
辺地域と一体的なまちづくりを促進するため、府営門真住宅の計画的な建て替えや新婚・子育て世代の
入居をあわせて要請します。

主な実施施策の概要

（1）計画的なまちづくり

（2）住宅・住環境の整備

1）都市計画によるまちづくり

1）良好な住環境の誘導

2）開発事業に対する適切な指導

2）市営住宅の管理と改善整備

3）府営住宅の改善整備

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

中間報告書作成回数 新設 ０回／－ ２回

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

住宅地が整備され、生活しやすい環境ができていること
（市民の評価点） 2.62／５段階評価 2.70／3.00 3.50

建物中間検査の年間受検率 97.4％ 100％／100％ 100％
建物完了検査の年間受検率 95.6％ 98.0％／100％ 100％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

関係法令等に基づく協議成立率 100％ 100％／100％ 100％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

市内市営住宅の耐震化率 39.6％ 39.6％／39.6％ 80.7％
市内市営住宅のバリアフリー化率 34.3％ 34.3％／34.3％ 80.7％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

市内府営住宅の耐震化率 40.1％ 46.6％／42.5％ 75.8％

便利で快適なまちなかをつくります

※この指標は、開発事業者からの申請に基づき、開発協議が成立することにより、良好な居住環境と優良な宅地供給が図
られるため、継続して指標を100％と設定するものです。
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便利で快適なまちなかをつくります

◇建物の持ち主は、空家の適正な管理に努める。
◇老朽化した住宅などの持ち主は、建替えの必要性や耐震化などについて認識を深め、建物の建て替

えや耐震化、バリアフリー化などを進める。
◇地区計画制度などを活用し、市民が自発的に住環境の維持管理を行う。
◇関係法令に基づき、良好な住環境の整備を実施する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

砂子水路の桜
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1 平和と人権を尊重する環境をつくります

世界の恒久平和は、全人類共通の願いです。
しかしながら世界各地では紛争やテロが繰り返

され、その度に数多くの罪無き犠牲者が出ていま
す。また、核戦争の危機は依然として存在し、近年で
は、急速にわが国周辺においても核の脅威が高まっ
ており、人類の生存に深刻な問題を与えています。

戦争や紛争の背景には、人種や民族間の対立や偏
見、そして差別の存在があります。すべての人々の
人権の尊重を基礎として平和な社会を築くことは、
市民や市役所が取り組む重要な課題です｡

本市は、「非核平和都市宣言」に基づき、今日の核
廃絶に対する世界的な気運の高まりを背景として、世界平和のためのいろいろな取り組みを進めてきて
います。

また、本市は、「人権擁護都市宣言」に基づき、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解消をめざ
し、学校や社会教育などを通じて市民への呼びかけをしてきています。
「21世紀を人権の世紀」として定着、発展させるため、家庭、学校、事業者、地域など、あらゆる場や機会

を通じて人権にかかる教育・啓発を進めるとともに、平和な社会を育むため、市民自らが学習するための
環境づくりを進め、平和と人権を尊重する環境をつくることが必要です。

非核平和の都市づくりや平和を愛する意識の高揚を図るとともに、基本的人権を尊ぶ呼びかけなどの
活動を進め、平和と人権を尊重する環境をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇みんなが助け合ったり、みんなが仲良しのまちがいいなあ∼（子ども会議）

「非核平和都市宣言」の周知をはじめ、世界の恒久平和を願い、平和を愛する国内外の諸都市と連携し
て、核兵器の廃絶など世界から武力による戦争をなくすことを市民とともに訴えていきます。

主な実施施策の概要

（1）非核平和都市の実現

1）非核平和の都市づくり

第1節 平和な社会を育む共生のまちをつくります

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

非核平和の都市づくり
非核平和都市の実現

平和と人権を尊重する環境を
つくります

基本的人権の尊重

平和を愛する意識の高揚

人権の擁護

人権尊重の啓発

基本施策

人権相談件数
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平和な社会を育む共生のまちをつくります

「人権擁護都市」の周知をはじめ、世界のすべての人々が平等であり、互いの人権を尊重するという基
本的人権尊重理念の一層の定着を図り、みんなの基本的人権が保障され、すべての市民が幸せに暮らせ
るよう、相談などにより人権擁護に努めます。

人権尊重意識の啓発を進める自主的・主体的な市民組織の育成や人権尊重の啓発活動を進めるととも
に、「門真市人権教育・人権啓発推進基本計画」に基づき、人権行政の総合化を図り、各種啓発活動や人権
教育の充実に努めます。

核兵器がなく、さらに、世界のどこにも戦争のない平和な世界の形成に貢献するため、学校教育や社会
教育などを通じて「平和を愛する意識」の高揚を図ります。また、市民による各種の平和推進活動に対し、
市民活動の自主性を尊重しつつ適切な支援を行います。

（2）基本的人権の尊重

1）人権の擁護

2）人権尊重の啓発

2）平和を愛する意識の高揚

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

非核平和講演会の年間参加者数 50人 38人／75人 100人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

非核平和行進等への支援 継続実施 継続実施／実施 継続実施

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

人権擁護委員の年間相談回数 24回 35回／30回 40回
人権が尊重され、共生社会の形成が進んでいると感じる人の割合 新設 35.1％／－ 40％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

人権講座の年間開催回数 ５回 ５回／７回 10回
人権や平和に関する講演や勉強会へ参加したことがある人の割合 新設 17.3％／－ 30％

◇家庭で日頃から平和やいのちの尊さ、人権の大切さについて語り合い、意識を高めるとともに、平和
や人権・同和問題などに関する講演会や講習会などに参加し、正しい知識を得る。

◇日常から「人権」を意識し、住民一人ひとりが自分の問題として考え、差別をしない、させない地域社
会づくりに取り組む。

◇事業所では、社会的責任として、人権尊重の視点で企業活動を行うとともに、人権研修を実施するな
ど、安心して就労し、働くことのできる職場をつくる。

◇事業所では、顧客データなどの個人情報の保護・管理を徹底する。
◇事業所では、平和を考える行事などの啓発や活動への参加や協力を行う。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること
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2 みんながともに楽しく暮らす環境をつくります

平成11（1999）年６月に「男女共同参画社会基本
法」が施行され、男女が均等に政治的、経済的、社会
的及び文化的利益を享受することができる社会づ
くりが進められています。

本市においても、「かどま男女共同参画プラン」に
続き、平成24（2012）年３月に策定した「第２次か
どま男女共同参画プラン」に基づき、「いきいきと男
女がともに輝く男女共同参画都市」を本市のめざす
姿として、平成27（2015）年の開設を予定している

「（仮称）門真市女性サポートセンター」の整備をは
じめ、各種施策を展開しています。しかしながら、現
実の社会には依然として固定的な男女の役割分担
意識に基づく慣習や諸制度が根強く残っており、女
性の主体的な生き方を困難にしています。

そのため、男女共同参画社会の実現をめざし、男
女が社会の対等な構成員として参加・参画できる環
境づくりなどを進める必要があります。

また、本市内には外国籍市民も居住されており、
身近な地域で国際化も進展しています。今後も姉妹
都市をはじめ外国都市との相互理解と友好を深め、
多様な国際交流の促進に努めるとともに、多文化共生社会の形成をめざし、暮らしの文化が異なる外国
籍の市民など、みんながともに楽しく暮らす環境づくりが必要です。

男女が社会の対等な構成員として参加・参画できる場を拡充するなど、さらに男女共同参画社会を推
進するとともに、みんなが国際感覚を高め、外国籍市民とも互いの暮らしの文化の違いを認めあう多文
化共生社会を形成し、みんながともに楽しく暮らす環境をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇多文化共生・国際交流の促進が必要（市民会議）
◇市民のモラルや思いやりの高揚が必要（市民会議）
◇みんなが助け合ったり、みんなが仲良しのまちがいいなあ∼（子ども会議）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

男女が平等に社会参画できる環境づくり

男女共同参画社会の推進
みんながともに楽しく暮らす環境を
つくります

多文化共生社会の形成と
国際交流の促進

労働の場での男女の共同参画

ワーク・ライフ・バランスの推進

多文化共生社会の形成

国際交流の促進

基本施策

男女共同参画社会づくり

国際交流の推進
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平和な社会を育む共生のまちをつくります

あらゆる分野において男女共同参画を進めていくため、政策・方針の立案・決定の場などへの女性の参
画を促進するなど、男女が平等に社会参画できる場の充実に努めます。

国際社会への関心や外国人との相互理解を深めるとともに、外国籍児童・生徒の就学しやすい環境づ
くりや在住外国人が暮らしやすい環境づくりを進め、多文化共生社会の形成に努めます。

子どもたちが外国人とコミュニケーションをとることができる機会をつくるなどグローバル人材の
育成や、新たな国際交流の促進に努めます。

労働者が性別により差別されることなく、個人の能力に応じた機会と待遇が確保され、また、多様な働
き方に応じた適正な労働条件が確保される職場づくりを促進するため、国や府の労働関係機関などと連
携し、事業者に対し働きかけを行うとともに、男女がともに雇用の分野で能力を発揮できるよう支援を
行います。

男女それぞれが仕事と私生活を共存させながら、仕事や家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、さ
まざまな活動の調和を実現する「ワーク・ライフ・バランス」に向けた取り組みを進めます。

主な実施施策の概要

（1）男女共同参画社会の推進

（2）多文化共生社会の形成と国際交流の促進

1）男女が平等に社会参画できる環境づくり

1）多文化共生社会の形成

2）国際交流の促進

2）労働の場での男女の共同参画

3）ワーク・ライフ・バランスの推進

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

男女共同参画週間の講座等の参加者数 100人 85人／150人 250人
（仮称）門真市女性サポートセンターの利用者数 新設 －／－ 5,000人
市役所の管理職員における女性比率（課長級以上） 新設 19.8％／－ 28％
地方自治法上の委員会及び附属機関における女性委員の比率 新設 21.0％／－ 30％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

就職差別撤廃月間等の啓発研修参加企業数　 70社 104社／増加 170社

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

ワーク・ライフ・バランス啓発講座への参加者数 新設 44人／－ 80人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

在住外国人と活発に交流できていること（市民の評価点） 2.58／５段階評価 2.65／3.00 3.50

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

国外の都市との交流が行われていること（市民の評価点） 2.63／５段階評価 2.73／3.00 3.50
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◇家庭で日頃から男女の平等性や、国、人種、文化や暮らしの違いなどについて語り合い、意識を高め
る。

◇世界情勢への関心を高める。
◇文化や言葉に違いがある人も、暮らしのルールや言葉に馴染むように努力する。
◇姉妹都市や友好都市との物産展の実施回数を増やすなど、交流への協力と理解を促す。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

人権トーク＆ライブ

男女共同参画週間講演会
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第2節 ワクワクする人や出会いを育む文化のまちをつくります

1 生涯にわたり学習や仲間づくりができる環境をつくります

子どもから高齢者までみんなが、楽しく、生きが
いのある人生をおくるために、心豊かに生きるため
の学習の機会とともに、世代や地域、学校、職業など
の枠を越えて、学びや活動を通じて仲間づくりがで
きる場など、生涯を通じて学び、出会い交流が発展・
循環する環境づくりが求められています。

また、健康づくりから本格的な競技・スポーツに
至るまで多様なスポーツ・レクリエーションに親し
むことができる環境づくりも求められています。

本市では、「門真市生涯学習推進基本計画」を平
成26（2014）年３月に策定し、基本理念のもと、市
民の生涯学習活動を支える場として門真市立図書
館や門真市立文化会館、門真市立公民館、門真市立
歴史資料館、門真市民文化会館ルミエールホール、
門真市民交流会館中塚荘、門真市立旧第六中学校運
動広場、門真市立青少年運動広場、門真市立テニス
コート、さらに、門真市立門真市民プラザに開設さ
れた門真市立生涯学習センターや門真市立図書館
門真市民プラザ分館、門真市立門真市民プラザ体育
館、門真市立門真市民プラザグラウンド、門真市立
青少年活動センターなどがあり、また（仮称）門真市
立総合体育館の開設を平成28（2016）年秋に予定するなど、生涯をとおして学んだり、スポーツを楽し
む環境づくりを進めています。

一方、多様化する市民ニーズに対応するため、地域とともにコミュニティを育む文化・学習の交流拠点
として、文化会館と図書館機能を併せもつ（仮称）生涯学習複合施設の建設も重要な課題となっていま
す。

さらなる生涯学習環境の充実や市民スポーツの振興を図るなど、生涯にわたり学習や仲間づくりがで
きる環境をつくることが必要です。

「門真市生涯学習推進基本計画」に基づき、社会教育やスポーツ活動の推進体制とともに、学びやス
ポーツを楽しむ機会や場を充実し、生涯学習環境や生涯スポーツの振興に努め、生涯にわたり学習や仲
間づくりができる環境をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇他市に比較して生涯学習環境に乏しいのでは（市民意識調査）

公民館、文化会館、生涯学習センター等利用者数

スポーツに親しめる環境づくり
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施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

社会教育推進体制の充実

生涯学習環境の充実
生涯にわたり学習や仲間づくりが
できる環境をつくります

市民スポーツの振興

図書館活動の充実

生涯学習活動の充実

スポーツ活動推進体制の充実

市民の生涯スポーツ活動への支援

基本施策

門真市立図書館、門真市立門真市民プラザ、門真市民文化会館ルミエールホール、学校、各種教育機関
など生涯学習施設間のネットワーク化を推進します。

また、市民が学習活動の成果を発表できる機会や地域で活躍できる機会を充実させるとともに、コー
ディネーターや指導者の育成に取り組むことにより、社会教育推進体制の充実に努めます。

広域図書館サービスネットワークの活用を促進するとともに、読書相談業務の強化や図書館資料、視
聴覚資料の充実、障がいのある人や子どもが本に親しむためのサービスや環境を充実します。

また、子どもの豊かな心と自ら学ぶ力を育むため、子どもの読書活動を推進し、地域、学校との連携を
図ります。

ますます多様化・高度化する市民の学習・文化要求に応えるため、あらゆる人々が自ら進んで学習し、
自己を高め、仲間と集うことができるさまざまな学習機会や情報の提供に努めます。

主な実施施策の概要

（1）生涯学習環境の充実

1）社会教育推進体制の充実

2）図書館活動の充実

3）生涯学習活動の充実

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

１年以内に生涯学習活動をしたことがある人の割合 新設 24.6％(平成24年度）
／－ 60％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

図書館年間貸出点数 408,236点 372,959点／
480,000点 600,000点

登録者数 47,491人 47,684人／
50,000人 60,000人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

サークル活動の登録団体数 218団体 143団体／
260団体 170団体
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門真市民プラザ体育館やグラウンド、なみはやドームなどの機能を活かし、各種スポーツ団体や関係
機関などとのネットワーク化を図るとともに、さまざまなスポーツ活動の指導者を育成することによ
り、スポーツ活動を促進します。

市民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加できるよう、地域におけるスポーツ教室や魅力
あるスポーツイベント、総合型地域スポーツクラブ※などの活動促進に努めるとともに、学校体育施設の
夜間・休日開放の充実を図りながら、既存施設のあり方の見直しを検討します。

（2）市民スポーツの振興

1）スポーツ活動推進体制の充実

2）市民の生涯スポーツ活動への支援

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

スポーツ・レクリエーション団体のネットワーク化 新設 構築中／－ 完成

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

スポーツ・レクリエーション大会参加者数 新設 －／－ 5,000人
市内のスポーツ施設を利用したことがある人の割合 新設 18.9％／－ 25％

※総合型地域スポーツクラブとは、複数の種目が用意され、子どもから高齢者まで地域の誰もが年齢、興味・関心、技術・技
能レベルに応じて、スポーツを楽しむことができる地域住民が主体的に運営するスポーツクラブのこと。

◇門真市民プラザや文化会館、公民館の運営や活動について理解し、講座や講演などに積極的に参加・
参画する。

◇自らの必要な知識や技能を高めるために生涯を通して学ぶとともに、自ら学んだことを地域づくり
などに活かす。

◇社会教育関係の団体は、自ら会員の拡充や活動内容の充実に努める。
◇事業所では、従業員の学習や地域活動がしやすい職場環境をつくる。
◇スポーツ教室やスポーツイベントなどへ積極的に参加するとともに、スポーツイベントなどに際し

てはボランティアとして協力をする。
◇スポーツ指導者研修に積極的に参加する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

子ども料理教室の様子
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2 愛着と誇りに思う文化を育む環境をつくります

成熟社会、長寿社会を迎える中で、人々の生きが
いづくりなど、心の豊かさを実感できるような生活
環境の実現が求められており、文化や芸術活動に対
する重要性はますます高まってきています。

文化は、個人の価値観に基づく自由で創造的なも
のであり、人々の心を豊かにする営みです。さらに、
文化の振興は、まちを活性化させ、コミュニティを
育むことから、まちづくりの観点からも重要である
といえます。

本市には、文化の発信や活動をする拠点として門
真市民文化会館ルミエールホールなどがあり、市民
みんなで門真の文化を育んでいくための「門真市文
化芸術振興基本方針」を策定しています。

芸術や文化にふれることができる環境づくりに
ついては、市民の声はまだまだ満足にはいたってい
ませんが、この基本方針に基づき市民と市役所みん
なで門真の文化を育み、将来を担う子どもたちに引
き継いでいくことができるよう、市民生活に息づく
文化・芸術の振興や地域文化の保存と継承を図るな
ど、愛着と誇りにつながる文化を育む環境をつくる
必要があります。

「門真市文化芸術振興基本方針」に基づき市民の文化・芸術活動の支援や文化に親しむ機会や場の充実
とともに担い手づくりを図るなど、市民生活に息づく文化・芸術を振興するとともに、地域文化の保存と
継承に努め、愛着と誇りに思う文化を育む環境をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇文化を育む環境づくりが必要（市民会議）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

文化・芸術振興体制の充実
市民生活に息づく文化・芸術の振興

愛着と誇りに思う文化を育む環境を
つくります

地域文化の保存と継承

市民文化・芸術活動の支援

地域の伝統文化の継承

歴史文化遺産の保存と継承

基本施策

市文化祭 総入場者数

芸術や文化にふれることができる環境づくり
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次代を担う子どもたちが豊かな人間性を形成し、創造性を育むことができるよう、文化・芸術と教育と
の連携を図ります。また、市民が日常生活の中で文化活動にふれられるよう、市民に優れた文化・芸術に
接する機会を提供するとともに、市民自らの文化活動への取り組みを促すため、「門真市文化芸術振興基
本方針」に基づき文化・芸術振興体制づくりを進めます。

市内には、古くから受け継がれた祭りや地域の伝統も未だ数多く残されていることから、それらの伝
統の継承を通じた地域コミュニティの活性化も視野に入れ、地域の伝統文化の継承活動の支援に努めま
す。

地域における文化創造の担い手である市民の自主的で多様な活動を振興するため、各種芸術・文化団
体を育成するとともに、市民が日常生活の中で文化活動に取り組める機会や場の充実を図るなど、市民
文化・芸術活動の支援に努めます。

市街化の進展により、散逸または滅失のおそれのある文化財など歴史文化遺産については、調査を適
切に行い、保存と継承を行うとともに、市民が文化遺産に接することができる機会と場の充実に努めま
す。

主な実施施策の概要

（1）市民生活に息づく文化・芸術の振興

（2）地域文化の保存と継承

1）文化・芸術振興体制の充実

1）地域の伝統文化の継承

2）市民文化・芸術活動の支援

2）歴史文化遺産の保存と継承

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

身近に芸術や文化にふれることができる環境が
できていること（市民の評価点） 2.64／５段階評価 2.76／3.00 3.50

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

文化関係のサークル活動や団体に参加している市民の割合 14.7％ 10.2％／20％ 30％
文化芸術を鑑賞・体験したことがある人の割合 新設 57.6％／－ 65％
生涯学習活動を行っている人の割合 新設 54.9％／－ 60％
市内の生涯学習施設を利用したことがある人の割合 新設 61.4％／－ 70％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

地域のまつり保存会等の数 16団体 16団体／継承 16団体

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

史跡伝茨田堤周辺の整備 新設 未整備 ／－ 完了

◇ボランティア活動として音楽や絵画などを教える。
◇文化・芸術を理解し、積極的に文化イベントの参加・参画や支援を行う。
◇文化財保護について理解し協力する。
◇歴史的なまちなみなどの保全に協力する。
◇地域の伝統文化を継承する活動を進めるとともに、次代を担う若者に伝統文化を語り継ぐ。
◇市史などの出版物、視聴覚資料、ホームページなどを学習資料として積極的に活用する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること





第5章

健やかな笑顔あふれる

支え合いの
まち みんなで困っている人を助け合う

福祉のまちをつくります

第1節

1

2

みんなで困っている人を助け合う環境を
つくります

困っている人を助け、自立を支援する環境を
つくります

みんなの健やかな心と体を育む
健康のまちをつくります

第2節

1

2

健康な体を育む環境をつくります

安心できる予防と医療の環境をつくります
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1 みんなで困っている人を助け合う環境をつくります

多様化する市民の福祉ニ－ズに対応するために
は、保健、医療、福祉の各分野が連携を強化する必要
があります。子どもから高齢者まですべての市民が
地域においていきいきとした暮らしができるよう、
地域みんなで支え合う福祉の充実が求められてい
ます。

本市においても「門真市第２期地域福祉計画」に
基づき、だれもが自分らしく、幸せな生活を続ける
ことができるよう、地域にかかわるすべての人が支
え合い、必要な人に適切な支援が届くしくみづくり
に取り組んでいます。今後も地域でできることは地
域で考え行動する、市民が主役となった自治の確立
が必要となるため、市民による多様な福祉活動を促
進し、みんなで困っている人を助け合う環境づくり
が求められています。

また、国民健康保険や介護保険などは、みんなで
支え合う社会保障制度です。本市では、国民健康保
険事業において低所得者の加入が多く、医療費に見
合うだけの保険料収入が見込めない等の構造的な
問題があったことから、多額の累積赤字を抱えています。みんなが安心して医療や介護サービスを受け
ることができるようにしていくためにも、みんなが健康に気をつけるとともに、累積赤字を着実に解消
し、今後の医療制度改正の動向をふまえ、適正かつ慎重に対応することが必要です。

現況と課題

市民会議などでの意見や提案

◇みんなで助け合ったり、みんな仲良しのまちがいいなあ∼（子ども会議）

第1節 みんなで困っている人を助け合う福祉のまちを
つくります

困っている人が地域の中で安心して暮らしていけるよう、地域みんなで支え合う地域福祉を進める
とともに、国民健康保険や介護保険などの社会保障制度の適正な運用を進め、みんなで困っている人
を助け合う環境をつくります。

基本方針

国民健康保険料収納率

地域福祉の推進
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5

みんなで困っている人を助け合う福祉のまちをつくります

地域福祉に対する理解と関心を高めるため、社会教育や学校教育、福祉に関するイベントなどを通じ、
地域福祉意識の高揚に努めます。また、「門真市第２期地域福祉計画」に基づき、高齢者や障がいのある
人、子育て期間中の親子が孤立することのないよう、地域福祉推進体制の充実に努めます。

国民健康保険制度の理念やしくみを、広報やホームページなどを通じて周知、啓発に努めます。
また、特定健診・特定保健指導の推進や保険料収納率の向上、滞納者からの積極的な徴収、ジェネリッ

ク医薬品の適切な使用促進などによる医療費の適正化、健康や医療に対する意識の高揚などにより、国
民健康保険制度の適正な運営と維持を図ります。

大阪府後期高齢者医療広域連合と連携を図り、後期高齢者医療を適切に運用し、広報やホームページ
などを通じて周知、啓発に努めます。

校区福祉委員をはじめとした地域の専門機関や団体などと連携し、見守りを行う小地域ネットワーク
活動をはじめとする地域福祉活動の推進に努めます。

主な実施施策の概要

（1）地域福祉の推進

（2）社会保障制度の適正な運営

1）地域福祉推進体制の充実

1）国民健康保険制度の適正運用

2）後期高齢者医療制度の適正運用

2）地域福祉活動の推進

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

地域福祉推進体制の充実
地域福祉の推進

みんなで困っている人を助け合う
環境をつくります

社会保障制度の適正な運営

地域福祉活動の推進

後期高齢者医療制度の適正運用

介護保険制度の適正運用

国民年金制度の啓発活動

基本施策

国民健康保険制度の適正運用

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

互いに助け合い、支え合う地域のつながりができていること
（市民の評価点） 2.69／５段階評価 2.73／3.00 3.50

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

コミュニティソーシャルワーカーの延べ相談者数 新設 174人／－ 200人
小地域ネットワーク活動実施箇所数 184箇所 150箇所／195箇所 200箇所

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

国民健康保険料収納率 80.05％ 89.83％／88.5％ 94％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

後期高齢者医療保険料収納率 97.16％ 99.03％／－ －
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みんなで困っている人を助け合う福祉のまちをつくります

くすのき広域連合と連携を図り、介護保険の適切な運用を目的とし、「くすのき広域連合介護保険事業
計画」に基づき、介護保険制度の理念やしくみの広報やパンフレットなどを通じた周知・啓発に努めま
す。また、保険料収納率の向上や滞納者からの積極的な徴収、介護予防事業の推進、介護給付の適正化な
どにより、介護保険制度の適正な運用を図ります。

国民皆年金制度の意味やしくみを、広報やパンフレットなどを通じて啓発し、未加入者や無年金者の
解消に努めます。

3）介護保険制度の適正運用

4）国民年金制度の啓発活動

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

介護保険料収納率（くすのき広域連合） 96.3％ 96.3％／100％ －

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

年金制度啓発活動媒体数 ３種類 ３種類／拡充 拡充

◇自らが持つ知識や技能を地域福祉活動に活かし、ボランティア活動に参加する。
◇高齢者や障がいのある人、子育て中の親子に対する理解を深める。
◇地域での福祉活動を行う各団体や自治会の連携を強化し、地域福祉体制を充実する。
◇公民館などを多世代交流活動の場として活用する。
◇誰もが参加しやすい、スポーツ・レクリエーション・文化活動などを実施する。
◇国民健康保険制度や後期高齢者医療制度、介護保険制度、国民年金制度の内容を理解する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること
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みんなで困っている人を助け合う福祉のまちをつくります

2 困っている人を助け、自立を支援する環境をつくります

高齢社会が進む中で、以前にも増して、高齢者や
障がいのある人などみんながそれぞれの地域で安
心して暮らすことのできる社会が求められていま
す。

介護保険制度をはじめとした社会保障制度も行
政による「措置」から利用者が事業者、サービス内容
を選ぶ「契約」へと大きく変わってきており、福祉
サービスの役割も地域包括ケアシステムの構築な
ど、地域での自立促進を前提としたものへと変化し
てきています。

本市においても、「門真市高齢者保健福祉計画」を
はじめとした各種計画に基づき、高齢者や障がいの
ある人への福祉サービスの提供に努めるとともに、
自立と社会参加を促進しています。引き続き、地域
での共助など困っている人を助け、自立を支援する
環境づくりを推進することが必要です。

現況と課題

市民会議などでの意見や提案

◇一人暮らしの老人への支援、健康づくりの推
進が必要（市民会議）

◇障がいのある人など誰もが社会参加できる
環境づくりが必要（市民会議）

高齢者や障がいのある人、生活に困っている人
など、みんなが安心して暮らすことができるよう、
福祉サービスを充実するとともに、生活に困って
いる人への生活自立を支援するなど、みんなで困っ
ている人を助け合い、自立を支援する環境をつく
ります。

基本方針

障がい者数

老齢（65歳以上）人口

障がい者が暮らしやすいまちづくり

高齢者が暮らしやすいまちづくり
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みんなで困っている人を助け合う福祉のまちをつくります

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

高齢者福祉推進体制の充実

高齢者福祉の充実

困っている人を助け、自立を支援する
環境をつくります

障がい者（児）福祉の充実

生活保障と自立支援対策

家庭で安心して暮らせる支援体制の充実

社会参加の促進

社会参加の促進

障がい者（児）福祉推進体制の充実

生活保護の適正化

早期発見・療育体制の充実

生活自立への支援

基本施策

介護保険サービスの充実

在宅福祉サービスの充実

「門真市高齢者保健福祉計画」や「くすのき広域連合介護保険事業計画」に基づき、高齢者が住み慣れた
地域で自立し、安心して生活を送ることができるよう、保健・医療・福祉関係の機関・団体や介護保険にか
かわる事業所、地域包括支援センターなどが連携し、高齢者の尊厳の確保に努めるなどの高齢者福祉推
進体制の充実を図ります。

高齢者の快適な日常生活と介護する家族を支援するさまざまなサービスの提供などにより、高齢者が
要介護状態となっても住み慣れた家庭や地域で安心して暮らすことができる支援体制の充実に努めま
す。

くすのき広域連合と連携し、介護保険制度の内容やサービスの種類、利用方法などに関する普及啓発
や高齢者のニーズに合った適切なサービスの提供、利用者への円滑で質の高いサービスの提供に努める
とともに、効果的な介護予防事業などを積極的に実施し、介護保険サービスの充実を図ります。

主な実施施策の概要

（1）高齢者福祉の充実

1）高齢者福祉推進体制の充実

2）家庭で安心して暮らせる支援体制の充実

3）介護保険サービスの充実

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

高齢者が生きがいを持ち、いきいきと暮らせる環境が
できていること（市民の評価点） 2.56／５段階評価 2.63／3.00 3.50

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

高齢者世帯への緊急通報装置貸与件数 459件 500件／550件 650件

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

地域包括支援センターにおける高齢者の年間総合相談件数 1,938件 6,504件／2,381件 6,767件
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みんなで困っている人を助け合う福祉のまちをつくります

「門真市障がい福祉計画」や「門真市障がい者計画」に基づき「門真市障がい者地域協議会」を運営する
とともに、地域住民、学校、社会福祉協議会、地域団体、当事者団体、ボランティア、企業、サービス提供事
業者など多くの関係機関や団体の協力と連携により、障がい者（児）福祉推進体制を充実します。

発達の遅れや障がいなどの早期発見を行うため、新生児、乳幼児への健診内容の充実に努めるととも
に、専門療育機関・団体などにおける適切な訓練・療育、相談につながるよう、フォローアップ体制の強化
を図ります。また、門真市立こども発達支援センターにおいては、発達に課題や遅れを持つ就学前児童の
通所支援に加え、地域の18歳未満の障がい児及び保護者に対し、訓練・相談など適切な支援体制の強化
を図ります。

障がいのある人が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、市内外の社会福
祉法人やNPO法人などと連携しながら、訪問系サービスをはじめ日中活動系サービス、居住系サービス
などの充実に努めるとともに、通所施設やグループホーム等、地域生活を支えるための社会資源の整備
を進めるなど、地域住民や各団体と連携しながら在宅福祉サービスの充実に努めます。

障がいのある人が地域社会で自立し、健常者とともに社会に参加し、活動するための生活支援や福祉
有償運送の活用を図るなど、外出支援に努めます。

また、ハローワーク、商工会議所などと連携し、障がい者雇用の情報収集、新たな就労機会の開拓、公共
事業所における障がい者雇用の促進などにより、自立支援・社会参加の促進に努めます。

高齢者の生きがいと社会参加を目的とした各種の講座や高齢者が気軽に楽しめるニュースポーツな
どを継続的に実施するとともに、ボランティア活動をはじめとする元気な高齢者の人材活用を図る場を
充実するなど、高齢者の社会参加や就業機会の充実に努めます。また、交通弱者に対しては福祉有償運送
の拡充を図るなど、外出支援に努めます。

（2）障がい者（児）福祉の充実

1）障がい者（児）福祉推進体制の充実

2）早期発見・療育体制の充実

3）在宅福祉サービスの充実

4）社会参加の促進

4）社会参加の促進

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

障がい者が自立しながら安心して暮らせる環境が
できていること（市民の評価点） 2.54／５段階評価 2.61／3.00 3.50

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

シルバー人材センター登録者数 1,125人 1,444人／1,340人 1,920人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

HANAくらぶ（保護者同士の交流会）の参加者数 新設 15人／－ 30人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

移動支援事業年間利用者数 288人 245人／347人 433人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

市内障がい者通所施設数 新設 21施設／－ 23施設
市内障がい児通所施設数 新設 ６施設／－ ９施設
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生活保護制度の趣旨に基づき、適切な指導・相談体制を確保しつつ、ケースワークにより被保護者の自
立自助を促します。また、高齢者・傷病・障がい者世帯及び母子世帯などの増加傾向の中で、被保護世帯の
生活実態に応じた対応に努めます。

生活困窮者への自立支援施策として、生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者が安心して相談で
きる体制を整備し、自立に向けた相談や助言、指導、また生活自立のための就労支援に努めます。また、特
別な事情により一時的に生活困窮に陥った人の日常の最低生活保障を行うため、援護資金貸付制度を活
用した援助を行います。

（3）生活保障と自立支援対策

1）生活保護の適正化

2）生活自立への支援

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

生活保護受給世帯のうち就労している世帯の割合 18％ 21％／18％ 24％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

生活困窮者のための相談事業数 ６事業 ９事業／拡充 13事業

◇高齢者が地域で生きがいを持って活動をする場をつくる。
◇老人クラブやサークル活動などに積極的に参加し、健康づくりに努める。
◇高齢者自らの豊富な知識や経験を地域活動などに活かす。
◇健康診断などにより疾病の早期発見や早期治療をする。
◇障がいのある人や障がいそのものに対する正しい知識を持ち、障がいのある人が地域で安心して生

活できるよう、情報の共有化を進め、在宅での自立生活を支援する。
◇生活支援を受けている人は、健康や生活管理に努め、生活自立に向け積極的に取り組む。
◇事業主は、高齢者や障がいのある人の雇用に努め、その持てる能力を活用する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

高齢者の健康づくり

みんなで困っている人を助け合う福祉のまちをつくります
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第2節 みんなの健やかな心と体を育む健康のまちをつくります

1 健康な体を育む環境をつくります

健康に対する一人ひとりの心がけや志は、みんな
の幸せをつくる源になります。

平成18（2006）年６月に「がん対策基本法」が施
行され、がん予防・早期発見を進めていくこととさ
れています。さらに、糖尿病、心臓病、脳卒中などの
生活習慣病の予防を進めるために、日頃から健康づ
くりが求められています。

本市においては、みんなが主体的かつ継続的に健
康づくりや食育に一体的に取り組むことができる
よう、「門真市健康増進計画・食育推進計画∼健康か
どま21 ∼」を策定し、「個人」「家庭」「地域」「市役所」
それぞれの役割・取り組みの明確化を図り、市全体
で健康づくりと食育を推進していくことを目指し
ています。

健康増進計画では、すべての市民の健康寿命の延
伸を目指し、「運動・身体活動」「栄養・食生活」「たば
こ」「こころの健康・休養」「歯と口の健康」「アルコー
ル」「健康管理」の７つの分野において、地域の活動
団体と連携して取り組むこととしており、市役所と
地域が課題を共有し、施策や事業の見直しが必要で
す。

現況と課題

市民会議などでの意見や提案

◇いつまでも元気で暮らせるまちであってほしい（市民意識調査）

「門真市健康増進計画・食育推進計画」に基づき、市民みんなの健康づくりとともに、保健サービス
の充実など総合的な健康づくり活動を進め、みんなの健やかな心と体を育む環境をつくります。

基本方針

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

健康づくり推進体制の充実
生涯を通じた健康づくり

健康な体を育む環境をつくります

保健活動の推進

健康づくり活動の推進

健康教育・相談の充実

基本施策

保健サービスの充実

心身の健康づくりの推進

保健事業の推進
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みんなの健やかな心と体を育む健康のまちをつくります

寝たきりなどの介護が必要な状態にならないよう、若いうちからの健康づくりをしていくことが重要
となるため、健康と食生活との関連から地域における食育や喫煙による健康被害などの視点も含め、地
域や関係団体と連携しながら「門真市健康増進計画・食育推進計画」に基づき、健康づくり活動を進めま
す。また、関係機関と連携を図り、適切かつ効果的な保健・医療・福祉サービスの提供に努めるとともに、
介護保険事業で実施される介護予防サービスなどの効果的な利用を促すなど、生涯を通じた健康管理・
健康づくり体制の充実に努めます。

市民の生涯にわたる心身の健康管理を支援するため、ライフステージに応じた健康診査や検診をはじ
めとする疾病の早期発見につながる保健サービスの充実に努めます。

みんなの健康意識を高め、保健活動への市民の積極的な参加を促すため、医療機関との連携を強めな
がら、正しい保健知識の普及のための健康教育や相談体制の充実に努めます。

地域保健の専門的・技術的拠点である保健福祉センターにおける活動とともに、体育施設の活用や学
校施設の有効利用などにより、地域ぐるみの体力づくりや仲間づくり、家族ぐるみの健康づくり活動を
進めます。

（1）生涯を通じた健康づくり

（2）保健活動の推進

1）健康づくり推進体制の充実

1）保健サービスの充実

2）健康教育・相談の充実

2）健康づくり活動の推進

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

市民が健康づくりに取り組める環境ができていること
（市民の評価点） 2.68／５段階評価 2.75／3.00 3.50

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

大腸がん検診受診率 10％ 13.1％／17％ 17％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

健康教育年間のべ参加者数（40歳∼64歳対象） 800人 635人／増加 800人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

健康診査・各種検診などが充実し、利用しやすいこと
（市民の評価点） 2.92／５段階評価 3.07／3.50 4.00

「歩こうよ・歩こうね」運動登録者数 1,057人（平成21
（2009）年７月現在） 1,052人／増加 1,318人

朝食を毎日食べている人の割合 新設 77.8％／－ 80％
週２回以上運動する人の割合 新設 29.0％／－ 40％

◇健康手帳を持ち、医療を受ける場合や日常の健康管理に活用する。
◇疾病の早期発見のため、健康診査や各種検診を定期的に受診する。
◇健康や栄養について悩みがあれば相談する。
◇家庭や地域、職場で、健康づくり活動の輪を広げる。
◇ウォーキングなどのサークル活動やイベントに積極的に参加し、健康づくりに努める。
◇食生活や運動など健康に留意した生活をする。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

主な実施施策の概要
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みんなの健やかな心と体を育む健康のまちをつくります

2 安心できる予防と医療の環境をつくります

近年、健康づくりや病気の予防への意識が高くな
るなど、多様化する市民の医療ニーズに対し、安心
して医療を受けられる環境や安心して生活できる
環境づくりが求められています。

一方、高齢化が進むとともに、疾病構造の変化、医
療技術の高度化、医療制度の改正に伴う医療供給体
制の変化などにより、医療をとりまく環境は複雑多
様化しています。

このため、みんなのニーズに適切に対応するため
に、保健、医療、福祉の各サービスが総合的かつ継
続的に提供できる体制の強化とともに、日常的な健
康管理による生活習慣病などの予防、そして早期発
見、早期治療からリハビリテーション、在宅ケアま
で、住民が身近な地域において的確な医療を受ける
ことができる医療体制の充実が必要です。

本市では、通常の休日、夜間における医療の確保
については、保健福祉センター診療所の休日開設や
北河内夜間救急センターにおいて、さらに、救命医
療が必要となった場合についても、適切に対処でき
るよう体制の充実に努めています。

しかし、医療サービスの提供体制や休日、夜間な
どの救急医療体制の整備について、満足していると
いう市民の声は少なく、病気の予防活動や地域医療
環境の充実を図り、病気の予防と病気になっても安
心できる医療環境をつくることが必要です。

現況と課題

市民会議などでの意見や提案

◇病気になってもいつでも安心して医療がうけられるようにしてほしい（市民意識調査）

生活習慣病や感染症予防などの対策を充実するなど、病気の予防活動を進めるとともに、地域の医
療施設との連携強化や救急医療・休日診療体制の充実など地域医療環境を充実し、病気になっても安
心できる医療環境をつくります。

基本方針

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

生活習慣病の予防対策
病気の予防対策の充実

安心できる予防と医療の環境を
つくります

地域医療環境の充実

感染症の予防対策

救急医療・休日診療体制の充実

基本施策

地域医療との連携強化

特定検診受診率

特定保健指導受診率
（動機づけ支援）

特定保健指導受診率
（積極的支援）

特定健康診査受診率

医療サービスの提供体制

休日、夜間などの救急医療体制

特定検診受診率

特定保健指導受診率
（動機づけ支援）

特定保健指導受診率
（積極的支援）
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みんなの健やかな心と体を育む健康のまちをつくります

健やかな市民の健康を維持するため、各種健康診査や健康に関する指導・啓発・相談事業を実施し、生
活習慣病、その他疾病の早期発見や早期治療を促すなど、生活習慣病予防対策の充実に努めます。

平常時の健康状態を把握し、気軽な健康相談ができる「かかりつけ医制度」の普及に努めるとともに、
市民の医療ニーズに応えるため、地域医療機関との連携強化を進めます。

平常時での休日、夜間における医療の確保については、保健福祉センター診療所の休日開設などの初
期救急の運営とともに２次救急医療機関※が適切に運営されるよう関係機関との連携に努めます。

また、大地震などの災害により被害者が大規模に発生した場合における救急・救命医療対策について
は、「門真市地域防災計画」に基づき、迅速かつ的確に医療機関との密接な連携ができるよう取り組むと
ともに、救急医療に必要な血液を確保するため、献血活動の支援に努めます。

乳幼児や成人に対する予防接種受診率向上への取り組みを進め、麻しんの撲滅やインフルエンザなど
の感染症の発生・まん延を予防するとともに、感染症予防に関する正しい知識の普及などにより、感染症
予防対策の充実に努めます。

（1）病気の予防対策の充実

（2）地域医療環境の充実

1）生活習慣病の予防対策

1）地域医療との連携強化

2）救急医療・休日診療体制の充実

2）感染症の予防対策

主な実施施策の概要

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

特定健康診査受診率 25.3％ 31.8％／65％ 60％
特定保健指導実施率 8.4％ 10.8％／45％ 60％
メタボリック症候群の該当者・予備群の減少率 基準年 20.8％減少／10％減少 25％減少

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

麻しんの予防接種率（１期※） 89％ 99.1％／95％ 95％

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

救急医療体制ができていること（市民の評価点） 2.69／５段階評価 2.76／3.00 3.50

※麻しんの１期は１歳∼２歳未満を対象。

※２次救急医療機関とは、かかりつけ医などによる診察や投薬では対応できない重症患者を治療する救急医療機関のこ
と

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

医療施設が整備され、医療サービスがいつでも利用しやすい
環境ができていること（市民の評価点） 2.74／５段階評価 2.88／3.00 3.50
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みんなの健やかな心と体を育む健康のまちをつくります

◇健康教室などに参加し、生活習慣病の知識を深め、規則正しい生活と適正な栄養をとることを心が
け、生活習慣病を予防する。

◇感染症の情報提供を速やかに行う。
◇エイズや性感染症、鳥インフルエンザなどの新たな感染症に対する正しい知識を持ち、予防に努め

る。
◇地域でゴキブリ・ハエなどの衛生害虫の駆除などを心がけ、感染症の予防に努める。
◇かかりつけ医を持つようにする。
◇安易に救急外来や救急車を利用せず、適正な受診を心がける。
◇正しい栄養に関する知識を深め、生活習慣病の予防に努める。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

ストレッチ講座
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緑あふれる美しいまちをつくります
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第2節
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産業を元気にする環境をつくります

産業を支える人や働きやすい環境をつくります
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1 物を大切にする循環型社会や地球にやさしい低炭素社会を
つくります

今日の環境問題は、地球温暖化による気温や海水
面の上昇、森林の伐採など自然環境の破壊、固有種
をはじめとする希少な生物の減少、環境に影響を与
える廃棄物問題、廃棄物処理などさまざまであり、
こうした問題に対応し、環境への負荷の少ない循環
を基調とした持続可能な社会、自然と人とが共生す
る社会を築いていくことが求められています。

本市では、先進的なリサイクルプラントとして注
目を浴びた門真市立リサイクルプラザを中心に、ご
みの減量化やリサイクルなど、循環型社会の形成に
向けた各種の取り組みを進めています。

また、美しいまちをつくろうとする市民の声とともに、まちを美しくする市民活動も活発になってき
ています。今後は「門真市美しいまちづくり条例」に基づき、みんなでまちを美しくしていくことが必要
です。

これらのことから、「門真市環境基本条例」及び「門真市環境基本計画」に基づき、環境学習の推進、低炭
素社会の構築、循環型社会の構築、生活環境の保全など、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ
計画的に推進し、より良い環境を次の世代に継承していくことが必要です。

市民に環境美化を呼びかけ、美しいまちづくり活動を促進するなど、環境美化活動を進めます。
また、市民と市役所が協働し、環境の保全及び創造に関する施策を、総合的かつ計画的に推進し、より

良い環境を次の世代に継承していきます。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇市民の環境保全・美化意識の高揚と取り組みの促進が必要（市民会議）
◇自然がいっぱい、地球にやさしいまちになったらいいなあ∼（子ども会議）
◇ポイ捨てをする人がいないきれいなまちになったらいいなあ∼（子ども会議）

第1節 人や環境にやさしい美しいまちをつくります

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

循環型社会の形成

環境保全対策
物を大切にする循環型社会や地球に
やさしい低炭素社会をつくります

環境美化活動の充実

環境教育の充実

公害対策の充実

環境美化意識の高揚

美しいまちづくり活動の促進

基本施策

環境保護活動の充実

ごみの減量、省エネ、リサイクル対策
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人や環境にやさしい美しいまちをつくります

門真市立リサイクルプラザを拠点として、市民活動と連携し、ごみの減量化やリサイクルの啓発に努
めるとともに、省資源・省エネルギー化を進めます。また、再生資源集団回収事業などのリサイクル運動
を進め、循環型社会の形成に努めます。

環境教育の支援をはじめとして市民活動団体などと協働し、市民や企業を対象とした講演会の開催、
児童・生徒を対象としたリサイクル施設見学を行うことにより、環境保全意識の高揚を図ります。

「門真市エコオフィス計画※」に基づき、市役所内部の省エネルギー化に取り組むとともに、市内企業に
対しても屋上緑化・太陽光発電をはじめとする省資源・省エネルギーの啓発などを通じた環境保護活動
に努めます。また、環境保護に取り組む市民のネットワーク化を図り、市民と協働による環境保護活動を
進めます。

公害対策に関する指導を行うとともに、環境への影響を把握するための監視体制や苦情に迅速かつ適
切に対応するための処理体制の充実に努めます。特に、第二京阪道路については、緑の緩衝帯を守るとと
もに、環境への影響を把握するための監視体制を整備し、環境への影響が心配される場合は、国、府など
に改善を要請します。

主な実施施策の概要

（1）環境保全対策

1）循環型社会の形成

2）環境教育の充実

3）環境保護活動の充実

4）公害対策の充実

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

ごみの減量や省エネルギー対策、リサイクルの取組が
行われていること（市民の評価点） 3.01／５段階評価 3.12／3.50 4.00

門真市域の１人当たりごみの年間排出量 0.378t 0.350t／0.371t 0.337t

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

リサイクル施設の年間来館者数 7,000人 6,670人／8,050人 9,100人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

温室効果ガスの排出量（二酸化炭素換算） 24,081t 24,000t／23,336t 22,260t

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

苦情の年度内解決率（公害等調整委員会への報告分） 100％ 100％／100％ 100％

※門真市エコオフィス計画とは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガスの削減をはじめとする地球
温暖化対策の実行計画のこと。
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市域の美しいまちづくりを進めるため、「門真市美しいまちづくり条例」に基づき、まちの環境美化を
促進するとともに、環境美化に対する意識の高揚を図ります。

地域清掃活動、違法屋外広告物撤去活動をはじめとする環境美化活動や薬剤散布、害虫の発生源の除
去など地域の浄化活動を進めます。

（2）環境美化活動の充実

1）環境美化意識の高揚

2）美しいまちづくり活動の促進

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

門真市美化推進の日を中心とした一定期間の清掃活動の参加者数 新設 4,046名／－ 10,000名

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

地域清掃活動の登録団体数 25団体 88団体／80団体 120団体

◇環境保護活動に積極的に参加する。
◇公共交通機関や自転車を利用しマイカー利用を減らすとともに、マイカー利用時などは、アイドリ

ングストップなどエコドライブに心がける。
◇クールビズや身近なところの緑化など地球温暖化防止のための環境づくりに協力する。
◇ごみ減量の重要性を理解し、ごみの分別や資源化とともに、リサイクル品の利用などに努める。
◇美化意識を高め、道路や公園などを美しくするなどボランティア活動への積極的な参加や公園や散

策道など、屋外の公共的施設ではごみを持ち帰る。
◇事業者は、公害防止に関する法令を遵守するとともに、ISO14001の認証取得やグリーン調達を進

める。
◇事業者は、低公害車の導入や空調設備の適切な使用に努める。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

打ち水活動
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人や環境にやさしい美しいまちをつくります

2 緑あふれる美しいまちをつくります

緑は、美しくうるおいのあるまちをつくるととも
に、私たちの生活にさまざまな効用をもたらしてく
れます。

本市は、全域が平坦な地形であり、眺望できる緑
や一面に広がる緑の景観には乏しい状況にありま
す。しかし、生駒の山並みや淀川の河川敷など本市
の周辺にはまだ多くの自然が残されているととも
に、市内の身近なまちなみの中にも、水路や水路沿
いに連なる桜並木、旧集落では昔のまちなみの面影
をとどめる歴史的な景観もあり、これらは市民に貴
重なうるおいを提供する空間として保全が望まれ
ています。

また、人口一人当たりの公園面積は増加してきて
いますが、まだまだ十分ではありません。

今後は、みんなが楽しく集い、遊べる一定規模の
公園整備に努めるとともに、本市周辺にある多目
的遊水池公園として楽しめる深北緑地や川と親し
める淀川河川敷公園などの大きな公園・緑地の利
用も視野に入れ、公園を結ぶ緑のネットワークを整
備し、緑あふれる美しいまちをつくることが必要で
す。

現況と課題

市民会議などでの意見や提案

◇子どもが安心して遊べる公園や広場の充実が必要（市民会議）
◇自由に楽しく遊べる場所がいっぱいあるまちになったらいいなあ∼（子ども会議）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

自然・歴史的景観の保全
うるおいづくり

緑あふれる美しいまちをつくります

公園・緑地ネットワークの充実

親水空間などの整備

緑のネットワークの充実

基本施策

公園の整備

人口一人当たり公園等面積

街並み・景観への配慮
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市街地内の貴重な緑である神社、寺院の樹林や楠の巨樹、水路沿いの桜並木、旧集落や神社、寺院の歴
史的建築物などのまちなみの保全に努めます。

市民に身近で親しまれ、オープンスペースとしても活用でき、緑のネットワークの拠点となる公園や
広場の整備を進めます。

「門真市緑の基本計画」に基づき、市民が憩い、集う公園とまちなみを緑でむすび、緑豊かでうるおいの
ある都市環境を創出するため、「門真市緑化に関する指導要綱」等に基づき指導を行うとともに、民間事
業者の協力を得ながら、緑化の促進に努めます。

「門真市水路整備全体計画」に基づき、水路の主要な場所において、市民が憩い、集う親水空間を市民と
の協働により創出します。また、今ある水路をできるかぎり活かし、水と緑のネットワークを整備しま
す。

主な実施施策の概要

（1）うるおいづくり

（2）公園・緑地ネットワークの充実

1）自然・歴史的景観の保全

1）公園の整備

2）緑のネットワークの充実

2）親水空間などの整備

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

美しいまちなみであること（市民の評価点） 2.37／５段階評価 2.44／3.00 3.50

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

親水空間などの整備箇所数 ０箇所 ０箇所／２箇所 ３箇所

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

「門真市緑化に関する指導要綱」に基づき緑化された面積 新設 4,874㎡／－ 15,000㎡

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

身近に公園や緑地が整備されていること（市民の評価点） 2.49／５段階評価 2.60／3.00 3.50
門真市が管理する公園・広場・緑地の面積 15.6ha 15.9ha／16.0ha 18.5ha

◇自宅や所有地の周りを花や緑で飾るなど美しくする。
◇農業振興施策と連携し、市街地に残された緑の空間である生産緑地の保全に努める。
◇未利用地や遊休農地などを活用した緑化活動を行う。
◇地域や事業所では、緑化推進団体やボランティアと連携をとりながら協働で、緑化運動を進める。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること
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第2節 いきいきとしたまちを育む産業をつくります

1 産業を元気にする環境をつくります

本市では、製造業が牽引役となり、他の産業も含
め多様な産業の集積が進んできましたが、一方で経
済のグローバル化、ＩＣＴ（情報通信技術）化の進展
などを背景として、わが国の産業構造は大きく変化
してきています。

特に、製造業では、生産拠点の海外移転などを背
景に、中小製造業の経営に大きな影響を与え、商業
では、規制緩和や価格競争の激化などにより、価格
競争力の弱い小売業者などが厳しい状況にさらさ
れています。また、農業においても、担い手の高齢化
や後継者不足が進んでいます。

まちの活力の創出や経済基盤を確立していくた
めには、その源となる産業が元気でなければなりま
せん。

近年の日本の経済は、長らく続いた厳しい状況か
ら脱却し、緩やかな回復基調が続いているものの、
地域や業種、企業規模によって回復の度合いにばら
つきがみられます。こうした状況の中、本市の産業
は、より活性化することが求められています。

今後は、世界に誇る大手家電メーカーの立地や産
業集積など今ある産業を大切にしながら、その潜在力を活かし、さらなる技術力の向上や人材の育成を
図るなど、世界市場に展開できる門真のものづくりを育成し、製造業の転出の抑制や新たな企業の誘致
を図ることが必要です。さらに、ものづくり産業が元気になることで、他の商業などの産業の振興に結び
つけていくことが必要です。

そのため、地域産業の活性化につながる情報や技術、ビジネスチャンスを得るために、あらゆる機会を
通じて大学や企業などとのネットワークの形成、異業種間の交流促進とともに、そのネットワークを駆
使しながら、既存産業の高度化と新しい産業の創出をめざすなど、産業を元気にする環境づくりが必要
です。

現況と課題

市民会議などでの意見や提案

◇産業の活性化が必要（市民会議）
◇工場の操業がしやすい環境づくりが必要（企業ヒアリング）
◇企業間の交流の促進や市内企業を紹介するホームページやパンフレットなどが必要（企業ヒアリング）
◇高齢者が買い物しやすい環境づくりなど地域に密着したサービスの提供が必要（企業ヒアリング）

多様なビジネスの育成や産学官連携によるものづくりの促進などにより新たな産業を創出するとと
もに、商業・工業・農業の振興の支援など既存産業を活性化する環境を育み、産業を元気にする環境をつ
くります。

基本方針

工業の活性化

商業の活性化
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施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

新たな産業の育成と雇用の創出

多様なビジネスの育成

産業を元気にする環境をつくります

既存産業を活かした産業活性化
環境の形成

産学官連携によるものづくりの促進

商業の振興

工業の振興

農業の振興

基本施策

ベンチャービジネスの育成支援

本市のホームページなどを活用し、市内外に本市の産業集積や交通の利便性の強みなどを発信し、企
業の誘致や留置、人材育成の支援、多様な経営者や技術者、異業種間の交流・ビジネスマッチングなどに
より、本市の新たな産業の育成と雇用の創出に努めます。

地域の拠点となる商店街、頑張る個店等の商業者に対する販路の拡大や経営の効率化への取り組みを
支援するとともに、産学官連携や市民、NPOなどとの協働により地域に根ざしたビジネスの振興を図る
など、商業の振興支援に努めます。

大学などの高等研究機関の誘致も視野に入れ、次世代産業の振興など多様な分野で産学官の連携を促
進し、知識・技術・人材の交流を図り、産学官連携によるものづくりの促進に努めます。

本市への研究開発型企業の進出と新事業・新産業を地域に定着させるとともに、産業集積の形成、活性
化を効果的に促進するため、「門真市中小企業サポートセンター」を拠点として、ベンチャー企業の起業・
経営の支援に努めます。

主な実施施策の概要

（1）多様なビジネスの育成

（2）既存産業を活かした産業活性化環境の形成

1）新たな産業の育成と雇用の創出

1）商業の振興

2）産学官連携によるものづくりの促進

3）ベンチャービジネスの育成支援

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

ものづくり企業立地促進制度の利用件数 ０件 15件／10件 20件
本市ホームページへの市内企業サイトの開設 未開設 開設／開設 充実
企業連携に伴う新規事業の創出数 新設 －／－ ６件

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

産学官交流の連携実績数 新設 １件／－ ５件

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

創業件数 新設 －／－ 13件

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

商店街の活性化や商業地域の整備がなされていること
（市民の評価点） 2.57／５段階評価 2.49／3.00 3.50
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経営の近代化に必要な資金について、国、府などに諸制度の充実を要請するとともに、本市独自の支援
制度や企業診断、経営相談、研修などを充実し、経営者の自助努力による経営近代化のための取り組みに
対して、中小企業活性化の支援に努めます。また、近隣住民などの理解と協力を得て、それぞれの地域の
目標、方向性に応じ、住宅と工場が共存できるルールづくりを進めるなど、住宅と工場が共存できる環境
づくりに努めます。

本市の特産物である「れんこん・くわい」をはじめ農産品の付加価値化やブランド化、地産地消の取り
組みを進めるとともに、農業の担い手の育成支援に努めます。また、土地利用の動向を考慮しつつ、農地
の保全及び集約化を行い、都市型農業への転換を図ります。

2）工業の振興

3）農業の振興

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

大阪エコ農産物生産者数 ２人 ３人／10人 15人

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

活発な工業活動ができるような環境になっていること
（市民の評価点） 2.70／５段階評価 2.65／3.00 3.50

◇産学官交流イベントや事業所交流イベントなどへの積極的な参加を行い、自社の「強み」を把握し、
新たな企業の展開や門真ブランドづくりを図る。

◇大学シーズと企業ニーズのマッチングを積極的に行う。
◇商店や商店街は、高齢者などへの宅配サービスを導入するなど、地域密着型のサービスに心がけ、市

民は地域内での購買に心がける。
◇一店逸品運動などの展開や短期間、試験的にチャレンジショップを設置するための空き店舗の提供

を行うなど、商店街活性化の活動を進める。
◇各商店会との連携を行い、共催や協賛事業を強化する。
◇食の大切さ、農業の重要性や役割について、理解と関心を深める。
◇生産者は、商品開発や研究に努めるとともに、環境に配慮した安心、安全な農畜産物を生産し、さま

ざまな所で広くPRする。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること

中小企業サポートセンター
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いきいきとしたまちを育む産業をつくります

2 産業を支える人や働きやすい環境をつくります

産業の振興を図るためには、産業を支え、発展さ
せる人材は欠かせないものです。時代の潮流を的確
にとらえ、産業活動のリーダーとなって活躍する人
材やそれを支える人材を育成し、産業を振興させて
いくことが必要です。

また、年齢や性別、障がいの有無に関係なく誰も
が仕事と生活の調和を図りながら一人ひとりの持
てる能力を最大限に発揮できる就業環境の実現が
求められています。

特に、現役を引退された団塊の世代の人々などが
これまでの人生で培った業の活用や活躍も期待されています。

一方、近年の雇用情勢がきびしい若年層の就業確保も産業を維持発展させるうえで重要かつ喫緊の課
題となっています。

このため、産業の振興はもとより、みんなが働く意欲を持って活躍できるよう、市役所と産業界が一体
となって産業を支える人や働きやすい環境をつくることが必要です。

多様な人材や後継者の育成を支援するなど産業を支える人づくりを促進するとともに、労働相談や労
働教育の充実により就労支援を促進し、産業を支える人や働きやすい環境をつくります。

現況と課題

基本方針

市民会議などでの意見や提案

◇雇用機会の充実が必要（市民会議）

施策展開の体系

基本施策の方向 主な実施施策

多様な人材・後継者の育成支援
産業を支える人づくりの促進

産業を支える人や働きやすい環境を
つくります

労働環境の向上

研修機会の充実

労働環境改善などへの支援

基本施策

就労の支援

次代を支える人材の育成に取り組むとともに、産学官の連携や、生産現場におけるものづくり技術の
高度化や伝承を図り、多様な人材・後継者の育成支援に努めます。

主な実施施策の概要

（1）産業を支える人づくりの促進

1）多様な人材・後継者の育成支援

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

ものづくり団体による年間出前講座数 １回 ０回／５回 ５回

企業誘致による雇用の創出
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第
２
節

6

いきいきとしたまちを育む産業をつくります

ハローワークなど関係機関と連携し、若者をはじめ中高年、女性、障がい者などへの求人情報の提供や
就労相談を充実するとともに、就労希望者に対し、就職に必要な技術の習得など就労の支援に努めます。

各種団体、事業者などと連携し、労働環境の改善に向けた取り組みや勤労者の支援に努めます。

産業を支える人材を育成するために、関係機関と連携し、各種の先進事例の情報提供など、多様な研修
機会の充実に努めます。

（2）労働環境の向上

1）就労の支援

2）労働環境改善などへの支援

2）研修機会の充実

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

研修会の年間実施回数 ４回 ４回／６回 ６回

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

セミナー年間開催回数（市主催・共催・後援含む） ５回 ２回／７回 ７回

達成度を測る指標 平成20（2008）
年度末の状況

平成25年度実績
／平成26年度目標

平成31年度末
目標

就業率（就業者／相談者） 3.4％ 4.7％／10％ 15％

◇ものづくり技術の講習会や研修会などに積極的に参加するとともに、技術の継承に努める。
◇産業界に必要な人材スキルの把握と提供を行う。
◇就業するために必要な技術を積極的に習得する。
◇地域と企業が連携し、ネットワークを築く。
◇女性と障がい者の安全・公正な雇用を拡大する。

市民や地域、事業者などみんなが協力できること
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門真市幸福度指標体系
門 真 市 幸 福 度 指 標

概念指標① 心と体が健康である

モニタリング指標

1 健康づくりをしやすい環境だと感じる人の割合
2 持病を抱えていない人の割合
3 朝食を毎日食べている人の割合
4 週2回以上運動する人の割合
5 睡眠が6時間以上取れている人の割合
6 お気に入りの散歩・ジョギングコースがある人の割合
7 たばこを吸っている人の割合
8 健康診断を毎年受けている人の割合
9 定期的に歯科検診を受けている人の割合
10 医療施設が整備され、医療サービスがいつでも利用しやすい環境ができていると感じる人の割合
11 救急医療体制が整っていると感じる人の割合
12 かかりつけ医がある人の割合

概念指標② 仕事にやりがいを感じ、生活とのバランスが取れている

モニタリング指標

1 働きやすく、生活とのバランスを取りやすいまちだと感じる人の割合
2 子育てや介護等の家庭の事情に応じて、バランスのとれた生活を過ごすことができていると感じる人の割合
3 家族で家事がバランスよく分担できていると思う人の割合
4 自由に過ごす時間がある人の割合

概念指標③ 日常生活に対する身体的・経済的不安が小さい

モニタリング指標

1 日常生活に不安を抱える人に十分な支援ができていると感じる人の割合
2 経済的環境が恵まれていると思う人の割合
3 日常生活を送る上で経済的負担は感じていない人の割合
4 行政から経済的支援を受けていない人の割合
5 所得割納税義務者1人当たりの総所得額

概念指標④ 安心して楽しく子育てができる

モニタリング指標

1 安心して楽しく子育てが出来る環境だと感じる人の割合
2 子育てについて「相談できる人が少なく孤独を感じる」ことがない人の割合
3 子育てについて、相談したり助けてくれる人がいる人の割合
4 子どもとよく遊びに行く公園がある人の割合
5 0歳から小学校6年生まででかかりつけ医を持っている人の割合
6 子育て応援ポータルサイト「すくすくかどまっ子ナビ」へのアクセス月間件数
7 ファミリー・サポート・センター登録者数
8 キッズサポーター登録者数
9 子ども女性比（ある年の0 ∼ 4歳の人口（男女計）を、同年の15 ∼ 49歳女性人口で割った値）

概念指標⑤ 子どもの健やかな成長を実感できる

モニタリング指標

1 子どもが健やかに育つことの出来る環境であると感じる人の割合
2 自分の子どもが基本的な生活習慣が身についていると思う人の割合
3 自分の子どもが「確かな学力・豊かな心・健やかな体」を身につけていると思う人の割合
4 朝ごはんを毎日食べる子どもの割合
5 家庭においてのコミュニケーションが取れていると感じる人の割合
6 公立小中学校の教育内容や学校施設等が良いと感じる人の割合
7 全国学力・学習状況調査における全国平均正答率に対する門真市平均正答率の割合（門真市平均/全国平均）
8 小学校・中学校の学校図書館の1人当たりの貸出点数
9 サタスタ事業の参加人数
10 まなび舎Kidsの年間延べ参加者数
11 不登校児童・生徒数（千人率）
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門 真 市 幸 福 度 指 標

概念指標⑥ 人と人との支え合いが実感できる

モニタリング指標

1 互いに助け合い、支え合う地域のつながりのあるまちだと感じる人の割合
2 頼りになる親類・友人がいる人の割合
3 頼りにされている親類・友人がいる人の割合
4 電車やバスなどで座席を譲ったことがある人の割合
5 民生委員の顔と名前を知っている人の割合

概念指標⑦ 隣近所や地域コミュニティとのつながりがある

モニタリング指標

1 地域や市民活動を通じてつながりが強い地域と感じる人の割合
2 市役所が地域・市民活動を活性化するために努力していると感じる人の割合
3 隣近所と付き合いがある人の割合
4 地域のまつりなどの行事に参加したことのある人の割合
5 自治会の加入率
6 地域会議を知っている人の割合

概念指標⑧ まちづくりを担っている一員であると実感できる

モニタリング指標

1 ボランティアや市民活動への取組みが盛んなまちだと感じる人の割合
2 NPOやボランティア活動に参加している人の割合
3 人・まち・元気事業（出前講座、市民講座、市民大学）に参加したことのある人の割合
4 協働によるまちづくり人材バンクの登録者数
5 自治基本条例（の内容）を知っている人の割合
6 市民公益活動支援センターを知っている人の割合
7 市内に主たる事務所を置くNPO法人の法人数

概念指標⑨ 地域への愛着がある

モニタリング指標

1 地域への愛着を育むのに熱心なまちだと思う人の割合
2 地域の祭など、伝統文化行事に参加したことのある人の割合
3 市内の歴史文化遺産を3つ以上知っている人の割合
4 地域に思い出のある場所やお気に入りの場所がある人の割合
5 今後も住み続けたいと思う人の割合

概念指標⑩ 犯罪や事故・災害への不安が小さい

モニタリング指標

1 犯罪や事故、災害の心配が少ないまちであると感じる人の割合
2 犯罪にあったり、あいかけたりしたことがない人の割合
3 消費生活センターを知っているという人の割合
4 青色防犯パトロール及び公用車が子どもの安全見守り活動のために巡回している姿を見た人の割合
5 LED型防犯灯の設置率
6 防犯カメラの設置台数
7 夜間に歩いて、道路が明るいと感じる人の割合
8 刑法犯認知件数
9 道路上で交通事故にあったり、ヒヤリとしたことがない人の割合
10 交通事故年間発生件数
11 救急・救命講習延べ参加者数（守口市門真市消防組合）
12 災害に対する備えをしているという人の割合
13 自宅から近い指定避難場所を知っている人の割合
14 火災年間発生件数
15 消防団員の防災士認証登録者数
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門 真 市 幸 福 度 指 標

概念指標⑪ 便利で快適な生活ができる

モニタリング指標

1 快適な生活基盤が整っていると感じる人の割合
2 安心して水道を利用できていると感じる人の割合
3 生活道路が安全で便利だと感じる人の割合
4 下水道の人口普及率
5 持ち家1住宅当たりの延べ床面積
6 快適で利便性の高いまちだと感じる人の割合
7 バスや鉄道などの公共交通機関が利用しやすいと思う人の割合
8 市道（私道を含む）の道路幅員充足延長
9 主要駅の周辺がまちの顔としてにぎわいのある魅力的な環境だと感じる人の割合
10 放置自転車の年間撤去台数
11 不法投棄の年間処理件数

概念指標⑫ 自然・うるおいを実感できる

モニタリング指標

1 緑豊かな公園・広場・緑地に行った時に自然のうるおいを実感する人の割合
2 うるおいを感じるために、市内に行く場所がある人の割合
3 公園・広場・緑地を身近に感じる人の割合
4 自宅や所有地の周りに花や緑を栽培している人の割合
5 うるおいのあるまちだと感じる人の割合
6 市民1人当たりの公園・広場・緑地の面積

概念指標⑬ 文化芸術に触れたり、スポーツや学習したりする機会に恵まれている

モニタリング指標

1 文化的なまちだと感じる人の割合
2 文化芸術を鑑賞・体験したことがある人の割合
3 生涯学習活動を行っている人の割合
4 市内の文化施設を利用したことがある人の割合
5 文化サークル活動の登録団体数
6 図書館年間貸出点数
7 市内のスポーツ施設を利用したことがある人の割合
8 スポーツサークル活動の登録団体数

概念指標⑭ 平和で人権が守られている

モニタリング指標

1 人権が尊重され、共生社会の形成が進んでいると感じる人の割合
2 自分が他人の人権を尊重していると思う人の割合
3 人権や平和に関する講演や勉強会へ参加したことがある人の割合
4 人権にかかる講座・講演会の年間参加者数
5 （仮称）門真市女性サポートセンターの利用者数
6 男女共同参画が進んでいると感じる人の割合
7 市役所の管理職員における女性比率（課長級以上）
8 地方自治法上の委員会及び附属機関における女性委員の比率
9 非核平和講演会の年間参加者数
10 頼りになる親類・友人がいる人の割合
11 頼りにされている親類・友人がいる人の割合

概念指標⑮ 環境保全に対する意識が高い

モニタリング指標

1 環境にやさしい活動をしている人の割合
2 公害の少ない環境の良いまちだと感じる人の割合
3 ごみの減量や省エネルギー対策、リサイクルの取組が行われていると感じる人の割合
4 ノーマイカーデーは車を利用しない人の割合
5 市域の1人当たりごみの年間排出量
6 一般廃棄物の排出量
7 市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量
8 地域清掃活動の登録団体数
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門 真 市 幸 福 度 指 標

概念指標⑯ 地域の産業が盛んで活力がある

モニタリング指標
1 企業連携に伴う新規事業の創出数
2 有効求人倍率
3 法人税割額

概念指標⑰ わがまちのことがよくわかり、市役所が信頼できる

モニタリング指標

1 「広報かどま」を読んでいる人の割合
2 「議会だより」を読んでいる人の割合
3 市長の顔と名前を知っている人の割合
4 知っている市議がいる人の割合
5 市のイメージキャラクター「ガラスケ」を知っている人の割合
6 パブリックコメント制度を知っている市民の割合
7 ホームページのアクセス月間件数
8 市公式ツイッターのフォロワー数
9 行政情報が分かりやすく提供されていると感じる人の割合
10 市政に市民意見が十分反映されていると感じる人の割合
11 各種市民相談があることを知っている人の割合
12 迅速で明るく、わかりやすい窓口サービスがなされていると感じる人の割合
13 組織がわかりやすく、市民にとって利用しやすいものとなっていると感じる人の割合
14 市役所職員の対応・行動が「良い」と感じる人の割合
15 無駄を省いた、健全で効率的な財政運営がなされていると感じる人の割合
16 市長選挙の投票率
17 市議会議員選挙の投票率
18 市民ご意見番制度を知っている人の割合
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１． 門真市第５次総合計画改定経過
年　月　日 事　項

平成26（2014）年
５月27日 第１回門真市総合計画策定委員会

【議題】
・門真市第５次総合計画改定方針（案）について
・門真市第５次総合計画の改定スケジュールについて

５月30日 門真市第５次総合計画改定方針の決定
７月３日 第１回門真市総合計画審議会

【議題】
・会長・副会長の選出について
・諮問
・会議の公開について
・門真市第５次総合計画改定方針について
・門真市第５次総合計画の改定スケジュールについて

７月23日 第１回門真市総合計画策定委員会専門部会
【議題】
・ 門真市第５次総合計画改定方針及び改定スケジュールにつ

いて（報告）
・ 門真市第５次総合計画の残期間における人口推計等について
・ 総合計画の基本構想及び基本計画総論における文章の検証

について
・ 総合計画の基本計画各論における「現況と課題」及び「基

本方針」の文章の検証について

８月７日 第２回門真市総合計画策定委員会専門部会
【議題】
・第１回専門部会後における文章表現の変更点について
・総合計画の「主な実施施策」に係る検証シートについて

８月13日 第３回門真市総合計画策定委員会専門部会
【議題】
・第２回専門部会後における文章表現の変更点について
・総合計画の「主な実施施策」に係る検証シートについて（続）
・総合計画の計画残期間における財政見通しについて

９月16日∼
10月７日

「門真市第５次総合計画中間見直しにかかる市民意識調査」
の実施

10月30日 第４回門真市総合計画策定委員会専門部会
【議題】
・ 第５次総合計画中間見直しに係る市民意識調査の結果につ

いて
・ 市民意識調査結果及び「門真市幸福度指標」設定をふまえ

た総合計画本文への反映について
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年　月　日 事　項
10月30日 ・ 総合計画の「達成度を測る指標」の新規設定について

11月７日 第２回門真市総合計画策定委員会
【議題】
・ 門真市第５次総合計画の残期間における人口推計等について
・ 門真市第５次総合計画中間見直しにかかる市民意識調査結

果について
・ 門真市第５次総合計画（改定版）について

11月19日 第２回門真市総合計画審議会
【議題】
・ 門真市第５次総合計画の残期間における人口推計等について
・ 門真市第５次総合計画中間見直しにかかる市民意識調査結

果について
・ 門真市第５次総合計画のこれまでの改定経緯及び門真市第

５次総合計画（改定版）の案について
・  「門真市第５次総合計画（改定版）」（案）のパブリックコ

メントの実施について

12月１日∼
12月26日

「門真市第５次総合計画（改定版）」（案）にかかるパブリックコ
メントの実施

平成27（2015）年
１月22日 第３回門真市総合計画策定委員会

【議題】
・ 門真市第５次総合計画（改定版）（案）に係るパブリックコ

メントの結果について
・ 第２回策定委員会開催後における門真市第５次総合計画

（改定版）（案）の変更点について

１月26日 第３回門真市総合計画審議会
【議題】
・ 門真市第５次総合計画（改定版）（案）に係るパブリックコ

メントの結果について
・ 第２回総合計画審議会開催後における「門真市第５次総合

計画（改定版）」（案）の変更点について
・ 「門真市第５次総合計画（改定版）」（案）の答申書案につ

いて
・答申

２月９日 庁議で、「門真市第５次総合計画（改定版）」（案）にかかる
審議

２月23日 「門真市第５次総合計画（改定版）」の決定
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２． 門真市第５次総合計画改定体制

市議会 門真市総合計画審議会

市民の参加
庁内検討会議

市長
○公募市民
○学識経験者（市議会議員、大学教員）
○関係行政機関の職員

（副市長、教育長、各部局長、
会計管理者で構成）

（各部局次長で構成）

報告

報告

意見 意見

立案・意見

諮問
答申

・市民意識調査（無作為抽出の2,500名
  が対象）
・改定案に係るパブリックコメント

総合計画策定委員会

総合計画策定委員会
専門部会
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３． 門真市総合計画審議会条例
　（設置）
第１条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に

基づき、門真市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
　（所掌事務）
第２条　審議会は、市長の諮問に応じ、門真市総合計画に関する事項について

調査及び審議する。
　（組織）
第３条　審議会は、委員 17 人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
⑴　市民
⑵　学識経験を有する者
⑶　関係行政機関の職員
　（任期）
第４条　委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る答申を終了する時までと

する。
　（会長及び副会長）
第５条　審議会に会長及び副会長１人を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選により定める。
３　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
　（会議）
第６条　審議会は、会長が招集する。
２　審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができ

ない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。
　（専門部会）
第７条　会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、

専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。
２　部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
３　部会に属する委員は、会長が指名する。
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　（関係者の出席）
第８条　会長は、必要があると認めたときは、関係者に会議の出席を求め、説

明又は意見を聴くことができる。
　（庶務）
第９条　審議会の庶務は、総合政策部企画課において処理する。
　（補則）
第 10 条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、

市長が定める。
　　　附　則（平成 20 年 12 月 26 日門真市条例第 21 号）
　この条例は、平成 21 年１月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、
公布の日から施行する。
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４． 門真市総合計画策定委員会規程
　（設置）
第１条　門真市総合計画の策定及び改定を行うに当たり必要な事項について調

査審議するため、門真市総合計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。
　（構成）
第２条　委員会の委員（以下「委員」という。）は、次の表に掲げる職にある者

をもって構成する。

副市長、教育長、水道事業管理者、統括理事、教育次長、総合政策部長、総務部長、
市民生活部長、保健福祉部長、まちづくり部長、上下水道局長、教育委員会
事務局学校教育部長、教育委員会事務局生涯学習部長、教育委員会事務局こ
ども未来部長、選挙管理委員会事務局長、固定資産評価審査委員会事務局長、
公平委員会事務局長、議会事務局長、会計管理者、監査委員事務局長

　（委員長及び副委員長）
第３条　委員会に委員長及び副委員長を置く。
２　委員長は門真市副市長事務分担規則（平成 19 年門真市規則第 11 号）に

定める第１順位の副市長とし、副委員長は同規則に定める第２順位の副市長
とする。

３　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理

する。
　（部会）
第４条　委員会に、専門的事項を所掌させるため専門部会（以下「部会」という。）

を置く。
２　部会は委員長の指名する委員をもって組織する。
　（部会長及び副部会長）
第５条　部会に部会長及び副部会長を置く。
２　部会長及び副部会長は、委員のうちから委員長が指名する。
３　部会長は、部の会務を掌理し、関係部会と緊密な連絡を保ち、部会におけ

る審議の経過等について委員会で報告しなければならない。
４　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、その職務を代理する。
　（学識経験者等の出席）
第６条　委員長は、必要があると認めるときは、学識経験者、その他の者を会

議に出席させ、意見を求めることができる。
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　（庶務）
第７条　委員会の庶務は、総合政策部企画課が行う。
　（委任）
第８条　この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、

委員長が定める。
　　　附　則（平成 26 年５月 22 日門真市庁達第７号）
　この規程は、令達の日から施行する。
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５． 門真市総合計画審議会委員名簿

◎会長　○副会長
区　分 氏　名 役　職

第１号委員
（市民）

　竪月　邦治 （公募市民）

　内藤　弘子 （公募市民）

　中内　一郎 （公募市民）

　野村　強起 （公募市民）

第２号委員
（学識経験者）

◎植村　　興 四條畷学園大学リハビリテーション学部教授
大阪府立大学名誉教授

　内海　武寿 門真市議会議員

　亀井　　淳 門真市議会議員

　川勝　健志 京都府立大学公共政策学部准教授

　木津　英之 門真市議会議員

　島　　善信 大阪教育大学教職教育研究センター特任教授

○田伏　幹夫 門真市議会議長

　中道　　茂 門真市議会議員

　春田　清子 門真市議会副議長

　正木　啓子 大阪ガス株式会社近畿圏部顧問

　吉水　丈晴 門真市議会議員

第３号委員
（関係行政機関）

　葛城　祐士 大阪府門真警察署長

　森脇　　俊 大阪府守口保健所長

（門真市総合計画審議会条例第３条第２項に基づく区分による）
各号委員内 50 音順
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６． 門真市総合計画策定委員会委員名簿

７． 門真市総合計画策定委員会専門部会委員名簿

職　名 氏　名
副 市 長 北 村　和 仁

副 市 長 川 本　雅 弘

教 育 長 三 宅　奎 介

総合政策部長 稲 毛　雅 夫

総 務 部 長 森 本　訓 史

市民生活部長 市 原　昌 亮

保健福祉部長 下 治　正 和

まちづくり部長 中 道　寿 一

会計管理者 北 口　芳 明

上下水道局長 西 口　孝

教育委員会事務局学校教育部長 藤 井　良 一

教育委員会事務局生涯学習部長 柴 田　昌 彦

教育委員会事務局こども未来部長 河 合　敏 和

選挙管理委員会等事務局長 渡 辺　勤

議会事務局長 吉 田　清 之

職　名 氏　名
総合政策部次長 南 野　晃 久

総務部次長 重 光　千代美

市民生活部次長 内 田　勇

市民生活部次長 溝 口　朋 永

保健福祉部次長 宮 口　康 弘

まちづくり部次長 艮　    義 浩

上下水道局次長 廣 田　真 紀

教育委員会事務局学校教育部次長 山 口　勘治郎

教育委員会事務局生涯学習部次長 山 田　益 夫

教育委員会事務局こども未来部次長 大 矢　宏 幸

議会事務局次長 坂 本　裕
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８． 門真市第５次総合計画の改定に際しての諮問

写
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９． 門真市第５次総合計画の改定に関する答申

答　申　書
門　総　審　第　４　号
平成 27 年１月 26 日

門真市長　　園部　一成　様

門真市総合計画審議会会長　　　　　　　　

門真市第５次総合計画（改定版）について（答申）

　平成 26 年７月３日付け門政企第 211 号をもって諮問された「門真市第５次総合計
画（改定版）」の策定について、当審議会は３回の会議において慎重に審議を重ねま
した。
　「門真市第５次総合計画」の計画期間の残期間である平成 27 年度から平成 31 年度
にかけて、門真市の将来のめざすべき姿に向けて策定した「門真市第５次総合計画（改
定版）」につきましては、総合計画を策定した後の社会情勢等の変化をふまえて本文
等の表現を修正するとともに、新たに盛り込む「門真市幸福度指標」を含めて、客観
的に進行管理を行うための指標がより充実すると考えられることから、審議会の意見
や指摘に対し修正も加えられた経過をふまえ、本案を適当と判断し、別添のとおり答
申します。
　なお、改定版に記載されている各施策の推進にあたっては、下記の事項に十分配慮
して、着実に実行されることを要望します。

記

１　人口減少社会をふまえた計画的なまちづくりについて
　門真市の人口については、平成 20 年４月１日の 132,779 人から平成 25 年４月１日
には 128,073 人となり、減少傾向となっている。まちづくりの進展に伴い、平成 31
年度末の目標人口については、改定後においても引き続き 125,000 人と設定している
ものの、全国の動向と同様に、門真市においても長期的な人口減少の動向は続くもの
とみられることから、人口減少社会をふまえ、限られた財源・人的資源を有効に活用
し、効率的・効果的な市政運営を進められたい。
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２　総合計画の実効性を確保する進行管理について
　門真市では平成 24 年度より、市民が参画する施策評価及び事務事業評価を実施し
ているところであるが、運用が形式的にならないよう、ＰＤＣＡサイクルを活用した
効果的な行政運営及び参画のさらなる充実を図り、市民の意見を活かした施策展開を
実施されたい。
　また、改定版においては、「門真市幸福度指標」の一部を「達成度を測る指標」と
して活用している。幸福度指標は、市民の幸福実感という観点から施策の効果を測る
ことができるため、総合計画の実効性をより高める要素になると考えられる。幸福度
指標も有効に活用することで、分野別計画や社会経済情勢の変化に対する弾力的な対
応と財源の裏付けをもった実施計画を策定し、総合計画に示される施策がさらに効果
的に実行されるよう努められたい。

３　「門真市自治基本条例」を基盤とした協働を促進するための環境づくりについて
　門真市では平成 26 年より「門真市自治基本条例」を施行し、公民協働を軸とした
まちづくりを進めているところである。自治基本条例に基づき中学校区ごとに設立さ
れる地域会議は、今後の市政運営の核となる単位になるとみられる。市民、議会、市
役所のそれぞれが、自治基本条例に基づく協働を促進することで、「市民力」及び「地
域力」を向上するための環境づくりに努められたい。

４　審議会委員の提案意見等の活用について
　第５次総合計画（改定版）の策定については、本審議会及び「門真市第５次総合計
画中間見直しに係る市民意識調査」により、さまざまな立場の市民から要望や貴重な
提案意見があった。
　本審議会委員からの意見提案は、第５次総合計画（改定版）に概ね組み入れられて
いるところであるが、その他の意見としては、「教育」に関するものとして「家庭環
境に配慮した教育施策の展開」、「まちづくり」に関するものとして「南部地域におけ
るバリアフリーの進展」「歩道の整備の進展」に関するものなどがみられた。
　第５次総合計画（改定版）には、総合計画の策定時における「門真未来市民会議」、「門
真の未来子ども会議」などの意見も含め、さまざまな立場の市民の意見が一定取り入
れられているところであるが、庁内組織に対応した分類や整理を行い、職員への周知
を図り、施策の計画や実践あるいは日常の業務など市政運営のさまざまな場面におい
て活用されたい。
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10． 門真市第１次～第４次総合計画の概要
第1次総合計画 第2次総合計画

名　　称
門真市総合計画

-基本計画-

門真市総合計画
∼1990年の門真をめざして∼

策定年月 昭和46（1971）年11月 昭和55（1980）年3月

計画の期間
昭和46（1971）年度を初年度とし、昭和60（1985）年度を目標と
する。

昭和50（1975）年度を基準年とし、昭和65（1990）年を目標とす
る。

計画策定時の
社会的背景と

まちづくりにお
いて求められた
基本的な課題

　産業の進展とともに、急激な人口増加を背景に、社会的・経済的
発展が進む一方、都市基盤整備の遅れや無秩序な土地利用等によ
り生活環境の悪化などが顕著になった時期にあり、これら複雑な
都市的諸問題への対応が求められていた。

　本市の人口増加もおさまり、わが国が低成長時代に移行した時
期であり、税収が伸び悩む一方、福祉の充実、生活環境施設の整備
などが求められていた。このような高度経済成長のひずみを本市
の若い力で解決していくことをめざしていた。

まちの将来像や
まちづくりの

目標

● 調和と均衡のとれた豊かなまち
● 明るい清潔な住みよいまち
● 健康で文化的な希望にみちたまち

● 安全で快適な住みよい環境のまち
● 生きがいと希望のもてる福祉のまち
● 若い力とふるさとをつくる文化のまち

計画人口と
目標年次人口

● 目標とした人口……19万人∼ 24万人
● 目標年次の人口……約13.9万人（昭和55（1980）年）

● 目標とした人口……14万人（下限）∼ 16万人（上限）
● 目標年次の人口……約14.3万人（平成2（1990）年）

具体的なまちづ
くりの目標 等

5つの計画の柱（骨子）
①都市基盤の整備と生活環境の充実
②民生の安定と福祉の増進
③産業構造の高度化と中小企業の近代化
④教育の充実と市民文化の振興
⑤近隣住区の設定と市民意識の高揚

5つの計画の原則
①市民自治の拡充
②責任分担の明確化
③シビルミニマムの実現
④創造性の尊重
⑤近隣都市との協調

次期総合計画
策定に向けた
総合的な総括

の概要

● 施策の優先順位を考慮しながら義務教育施設の拡充をはじ
め、ちびっ子広場の新設、心身障害児の訓練施設、休日診療所
の建設、治水対策としての下水道事業の推進など市民の日常
生活に密着した施策を実行した。

● しかし、昭和46（1971）年以降の人口停滞にもかかわらず、本
市の現状は国と地方の財源配分の不均等からくる財政難も原
因となり、人口急増に伴う後追い的行政需要に十分対応し得
ず、生活環境の整備の遅れなど多くの困難な問題を抱え、結果
として、このことが市民の定着性や市政への関心の低さの一
因となっていると総括される。

● 第1次総合計画は、既存の制度を前提とした構想であったため
問題解決の本質にせまり得なかったこと、時代の転換期の意
味を十分とらえきれなかったこと、施策の総合性に欠けたこ
となどが反省点としてあげられる。

● このような反省をふまえ、次期総合計画では、原油価格の引き
上げを契機として驚異的な高度成長を続けてきた日本経済が
低成長時代へとさしかかっていること、高度成長がもたらし
た都市問題などの社会的ひずみに対する反省から公害反対の
市民運動や自治体の先導による福祉水準の向上など、国民の
意識の向上や価値観の転換がめざましいこと、モノ中心の考
え方から人間の生きがい、新しい文化の創造への意欲が高ま
りつつあることなど、市民の意識や社会の潮流の変化を視野
に入れ、「このまま無為に過すならば、本市の将来は決して明
るいものとはなり得ない。再び無秩序開発の過ちを繰り返し
てはならない。」ことを理念に、総合計画の確立と施策の展開
が必要であると総括される。

● 第1次総合計画の総括をふまえ、以下の5大事業を核とした第
2次総合計画の推進にあたった。

① 地域市民センターを軸とするコミュニティ施設の体系的整備
② 住みよい環境をつくる北部市街地の再開発
③ 緑のネットワークづくりと自然ふるさと村の建設
④ 公共下水道の完備と全市水洗化の達成
⑤ 市民の創造性をはぐくむ教育文化センターの建設
● これら5大事業の中でも、住宅問題を起因とした本市の根幹的

な都市問題の解消に向けた「北部市街地の再開発」は、広大な
範囲に広がるとともに、木造共同賃貸住宅への入居需要が後
を絶たず、他の4大事業も含めハード整備を核とした本市再生
への大きな動きは足踏み状態であったといえる。これは、都市
問題が山積し、厳しい財政状況にある本市において、多大な投
資を伴うハード整備を核としたまちづくりでは、その効果を
得るには相当の時間を要し、市民の本市への愛着を高揚する
ためのソフト施策も重点をおいた施策展開の必要性があった
と反省される。

● このような反省をふまえ、次期総合計画では、軌道にのりだし
た関西国際空港・関西文化学術研究都市や事業が本格化しつ
つある第二京阪道路、大阪モノレールなど本市をとりまく環
境の変化を視野に入れ、経済的ゆたかさを生活のゆたかさと
して実感できる社会の実現、文化への関心、文化創造への参加
意欲を育む社会の形成など、豊かで生きがいがもてる市民生
活の実現をめざし、従来から山積された都市問題とともに、
本市が有する固有のよさも十分に認識し、市と市民が一体と
なって長期的展望にたった総合計画を確立する必要があると
総括される。
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第3次総合計画 第4次総合計画

名　　称
門真市新総合計画

∼多様な市民生活と産業活動の
創造的展開をはぐくむまちをめざして∼

門真市第4次総合計画
∼いきいきかどま2010∼

策定年月 平成3（1991）年3月 平成12（2000）年12月

計画の期間 21世紀の第1四半期を見通しつつ、平成12（2000）年を目標とす
る。

21世紀の第1四半期を見通しつつ、平成22（2010）年を目標年次
とする。

計画策定時の
社会的背景と

まちづくりにお
いて求められた
基本的な課題

　わが国が経済大国として国際的な注目をあびた時期であり、経
済的豊かさを生活の豊かさとして実感できる社会や国際化、高齢
化、高度技術、高度情報化などへの移行や女性の社会進出、世界平
和や地球規模での環境問題への対応が求められていた。

　新たな世紀の国家再構築のための構造改革が進みつつある時
期であり、前総合計画から引き続き少子高齢化などへの対応が求
められていた。
　本市では、地下鉄門真南駅や大阪モノレール門真市駅までの延
伸整備が実現し、新たな都市構造の構築が求められていた。

まちの将来像や
まちづくりの

目標
● 文化と情報のふれあうまち・門真 ● ゆたかな暮らしをはぐくむ生活・産業創造都市◇門真

計画人口と
目標年次人口

● 目標とした人口……15万人
　  （南部地域の大規模開発は計画が明らかになった時点で上積

みする）
● 目標年次の人口……約13.8万人（平成12（2000）年）

● 目標とした人口……14万人
　  （南部地域の大規模開発は計画が明らかになった時点で上積

みする）
● 目標年次の人口……約13.2万人（平成21（2009）年）

具体的なまちづ
くりの目標 等

4つのまちづくりの目標
①ゆとりとうるおいのある市民生活を創造する都市・門真
②あたたかいふれあいのある生活文化を創造する都市・門真
　∼楽しさと集いの創造∼
③快適で便利な都市生活を創造する都市・門真
④生活、産業活動の高度・複合化を図る情報文化都市・門真

4つのまちづくりの目標
①ゆとりとうるおいのある市民生活を創造する都市・門真
②あたたかいふれあいのある生活文化を創造する都市・門真
③快適で便利な都市生活を創造する都市・門真
④安全な市民生活と活力をはぐくむ産業を創造する都市・門真

次期総合計画
策定に向けた
総合的な総括

の概要

● 第2次総合計画の総括をふまえ、以下の4つの基本視点を基に
第3次総合計画の施策の推進にあたった。

① 安心と安らぎがあり、健やかで楽しい市民生活の創造
② あたたかいふれあいや集い、さまざま交流の創造
③ 美しいまちなみのなかで快適でいきいきとした市民生活、産

業活動の創造
● 第3次総合計画に掲げた4つのまちづくりの基本目標におけ

る各分野での実施施策は、着実な取り組みを進展させたもの
の、目標とした人口とは乖離を生じた。

● このように、目標として掲げた人口を維持できなかった要因
としては、国際的な経済環境がゆれ動く中で、社会的需要の低
下や金融破綻など、今日までの繁栄を支えてきた社会経済シ
ステムがくずれ、新たな世紀への国家再構築に向けたあらゆ
る分野での構造改革が進行する一方、高度成長がもたらした
都市問題が山積する本市においては厳しい行財政運営に迫ら
れ、経済的豊かさを背景として、より魅力のある住環境や住宅
を求めて居住地を選択する若い世代の転出防止や転入促進に
向けた施策を的確に展開しえなかったことが重要な反省点と
してあげられる。

● このような反省をふまえ、次期総合計画では、第3次総合計画
がめざしたまちづくりの展開に加え、21世紀を迎える社会の
潮流を的確に見極め、関西国際空港開港、関西文化学術研究都
市の着実な建設の進行、本市における地下鉄長堀鶴見緑地線
門真南駅や大阪モノレール門真市駅の開業を視野に入れると
ともに、“阪神淡路大震災”が残した教訓を忘れることなく、本
市の活力創出の源となる若年層を中心に「住みたい住み続け
たい」と思う魅力あるまちづくりを推進するための的確な施
策の展開が必要であると総括される。

● 第3次総合計画の施策を踏襲し、以下の4つの基本視点を基に
第4次総合計画の施策の推進にあたった。

① 優しさや健やかさの創造
② 楽しさや集いの創造
③ 美しさや快さの創造
④ 安全や活力の創造
● 第4次総合計画に掲げた4つのまちづくりの基本目標に対す

る到達点としては、人口規模等において目標との乖離が生じ
たものの、概ね各分野での実施施策は、住民福祉を増進する基
本的な方向性を打ち出し、具体的な取り組みを進展させた。

● 特に、本総合計画期間の後半において、市民参加により「門真
市都市ビジョン」を策定し、具体の施策展開が大きく前進する
とともに、行財政改革の推進により財源を創出できたこと、公
民恊働の基盤づくりや産業振興の契機となる施策の具現化を
図るなど、様々な事業展開が急速に進んだといえる。

● しかし、市民の市政への積極的な参加の促進が求められてい
る中、市民とともに施策目標の達成状況を確認するための進
行管理システムや財政に裏づけされた目標指標の明確な設定
がなかったことが、市民との対話の促進や行政情報の積極的
な提供を進めていくうえでは必要であったと反省される。

● 次期総合計画では、このような反省点をふまえるとともに、大
きなうねりの中にある社会の潮流を的確に見極め、市民との
恊働による各種のまちづくりを展開していくための将来像・
目標の市民と市の共有化や市民にも見える施策展開の進行管
理システムの導入など、抜本的な改革を視野に入れた総合計
画の策定と運営システムの構築が必要であると総括される。
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達成度を測る指標（改定前） 達成度を測る指標（改定後）

基本目標1

主な実施施策

広報紙・ホームページの充
実

ホームページのアクセス月間件数 ホームページのアクセス月間件数

― 「広報かどま」を読んでいる人の割合

広報活動の充実

市政に市民意見が十分に反映されていること（市民の評価点） 市政に市民意見が十分に反映されていること（市民の評価点）

パブリックコメントの年間実施件数 パブリックコメントにおいて提出された意見数の1件当たりの平均

施策についての提言などを行う市民組織の創設 公募市民が参加する会議（附属機関）の割合

情報公開の推進

行政の情報が適切に市民へ提供されていること（市民の評価点） 行政の情報が適切に市民へ提供されていること（市民の評価点）

広報紙などで広報・公聴活動が十分なされていること（市民の評価点） 広報紙などで広報・広聴活動が十分なされていること（市民の評価点）

― 「議会だより」を読んでいる人の割合

多様な情報伝達手段の活用
地域SNSの構築 市公式ツイッターのフォロワー数

インターネットやCATVなどを活用した行政情報を提供できるしくみ
ができていること（市民の評価点）

インターネットやCATVなどを活用した行政情報を提供できるしくみ
ができていること（市民の評価点）

コミュニティ意識の醸成

自治基本条例の制定 自治基本条例の制定

自治会の加入率 自治会の加入率

― 市役所が地域・市民活動を活性化するために努力していると感じる人
の割合

― 地域や市民活動を通じてつながりが強い地域と感じる人の割合

コミュニティ活動の支援

自治会活動や市民活動が活性化するような環境ができていること（市
民の評価点）

自治会活動や市民活動が活性化するような環境ができていること
（市民の評価点）

校区門真まつりの実施小学校区 「校区門真まつり」の実施小学校区

― コミュニティビジネスに関するセミナー等への年間参加者数

― 「（仮称）地域恊働センター」の設置数

― 地域会議の設立数

ボランティア・市民活動組
織の育成

地域の活動に今後参加したいと考えている市民の割合 地域の活動に今後参加したいと考えている市民の割合

NPO法人の組織数 市内に主たる事務所を置くNPO法人の法人数

― ボランティアや市民活動への取組みが盛んなまちだと感じる人の割
合

― NPOやボランティア活動に参加している人の割合

― 恊働によるまちづくり人材バンクの登録者数

市民公益活動の活性化

NPO設立支援金の交付団体数 NPO助成金の提供団体数

企画提案型市民公益活動事業の制度化 公募型市民提案事業の制度化

NPO法人に対して委託している事業数 （廃止）

組織・機構の改革 組織がわかりやすく、市民にとって利用しやすいものとなっているこ
と（市民の評価点）

組織がわかりやすく、市民にとって利用しやすいものとなっているこ
と（市民の評価点）

窓口サービスの改善

迅速で明るく、わかりやすい窓口サービスがなされていること（市民
の評価点）

迅速で明るく、わかりやすい窓口サービスがなされていること（市民
の評価点）

― 市役所職員の対応・行動が「良い」と感じる人の割合

計画的な行政施策の展開 PDCAサイクルの確立 行政評価の実施

事務執行の適正化 行政評価の実施 「市民ご意見番」による全事務事業の満足度（5段階評価）

職員の人材育成と適正な人
事管理

人事評価制度の実施 人事評価制度の実施

定員適正化計画に基づく適正な定数管理 定員適正化計画に基づく適正な定数管理

― 地域担当職員制度の確立

行財政運営の改善
連結実質赤字比率の改善 連結実質赤字比率の改善

無駄を省いた、健全で効率的な財政運営がなされていること（市民の
評価点）

無駄を省いた、健全で効率的な財政運営がなされていること（市民の
評価点）

11． 「達成度を測る指標」の一覧表
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達成度を測る指標（改定前） 達成度を測る指標（改定後）

主な実施施策

ICT（情報通信技術）化の推
進

基幹業務のオープンシステムの導入 総合行政情報システムのリプレース（更改）

電子申請システムの導入 電子申請システムの導入

電子入札の導入 電子入札の導入

電子決裁の導入 電子決裁の導入

電子行政による効率化 共同調達の実施 共同調達・自治体クラウドの実施

広域連携の推進 行政協定件数 行政協定件数

共同事業の拡充 公共施設の相互利用数 市内在住者と同一条件で利用できる他市の公共施設の数（北河内地区
の各市並びに大阪市及び大阪市に隣接する各市が運営しているもの）

基本目標2

主な実施施策

子育て支援サービスの充実

ファミリー・サポート・センター登録人数 ファミリー・サポート・センター登録者

地域子育て支援拠点数（市独自事業含む） 地域子育て支援事業実施箇所数

― 子育て応援ポータルサイト「すくすくかどまっ子ナビ」へのアクセス
月間件数

― 安心して楽しく子育てが出来る環境だと感じる人の割合

保育サービスの充実

保育サービスや子育て家庭への支援が充実し、子育てしやすい環境が
できていること（市民の評価点）

保育サービスや子育て家庭への支援が充実し、子育てしやすい環境が
できていること（市民の評価点）

一時預かり実施園数 一時預かり事業の確保数

― 保育（2号・3号認定）に係る待機児童数（4月1日現在）

児童の健全育成の支援 放課後子ども教室実施箇所数 子どもが健やかに育つことの出来る環境であると感じる人の割合

子どもや母親の健康づくり
の支援

乳幼児健診率（4カ月児健診） 乳幼児健診率（4カ月児健診）

医療証発行による乳幼児（子ども）医療費助成対象年齢 （廃止）

小児医療の充実 0歳から小学校6年生までかかりつけ医を持っている人の割合 0歳から小学校6年生までかかりつけ医を持っている人の割合

相談体制の充実 家庭児童相談室における専門職員の配置人数（非常勤を除く） 要保護児童連絡調整会議における連携する組織及び構成団体の数

ひとり親家庭などへの自立
支援 教育訓練給付金の給付人数 高等職業訓練促進給付金の給付人数

子どもの安全を守る活動の
推進

子ども110番の家協力家庭数 「子ども110番の家」協力家庭数

キッズサポーター登録者数 キッズサポーター登録者数

― 青色防犯パトロール対応公用車両数

子どものための遊び場の充
実 小学校の校庭開放年間回数 校庭開放への参加率（のべ参加者数／全児童数）

地域での子育て支援ネット
ワークづくり

子育てNPO法人団体数 市内に主たる事務所を置く子育てNPO法人団体数

「かどま・子ども家庭サポーターの会」の活動人数 （廃止）

世代間交流の促進 世代間交流の件数 世代間交流の件数

幼児（就学前）教育の充実
幼保と交流する小中学校の比率 （廃止）

幼保共通カリキュラムの充実 就学前教育・保育の総合的なカリキュラムに基づく教育・保育の実施
施設数

家庭や地域と連携した教育
力の強化 学校支援地域本部事業の活動状況 学校支援地域本部事業の活動状況

相談体制の充実 不登校児童・生徒数 不登校児童・生徒数（千人率）

学校保健の充実 学校保健委員会の設置率 学校保健委員会に保護者が参加している学校の割合

生活習慣の定着と食育の充
実 朝ごはんを毎日食べる子ども（小6）の割合 朝ごはんを毎日食べる子ども（小6）の割合（大阪府平均に対する本市

の割合）

青少年を健やかに育む環境
づくり

少年補導センターの設置 少年補導センターの設置

青少年相談の週間実施日数 （廃止）

青少年が活躍できる場づく
り 「青少年の主張」の参加率 「青少年の主張」の参加率

優れた教職員の育成 研究授業実施延べ人数比率（各校平均） 研究授業実施延べ人数比率（各校平均）

わかる授業の推進

小中一貫教育の充実 （廃止）

― 生徒の自発的な発言や活動を大切にした授業を行っている学校比率
（中学校）

― 全国学力・学習状況調査における全国平均正答率に対する門真市平均
正答率の割合（門真市平均/全国平均）
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達成度を測る指標（改定前） 達成度を測る指標（改定後）

主な実施施策

特別支援教育の充実 個別の教育支援計画作成率（通常学級在籍） 個別の教育支援計画作成率（通常学級在籍）

自ら選ぶ力の育成
サタスタ事業の対象学年 サタスタ事業の実施校数

まなび舎事業の実施校数 まなび舎Kidsの年間述べ参加人数

特色ある学校づくり
生徒の発言や活動を大切にした授業を行っている学校比率（中学校） 「中学生英語プレゼンテーションコンテスト」の参加率

― 公立小中学校の教育環境や学校施設等が良いと感じる人の割合

人権教育の推進 参加体験学習を取り入れた人権教育の充実 各校における人権問題に係る研究授業の実施

豊かな心や人間関係を築く
力を育む教育の推進

道徳教育の充実 道徳教育の充実

朝読書の全学級実施校数 小学校・中学校の学校図書館における学校図書館の1人当たりの貸出
点数

学校規模の適正化 適正規模の学校の割合 適正規模の学校の割合

校舎などの耐震化 小・中学校施設耐震化率 小・中学校施設耐震化率

学校施設・設備の充実 新JIS規格の机・椅子の整備校数 新JIS規格の机・椅子の整備校数

基本目標3

主な実施施策

防犯思想の普及・啓発と地
域の自主防犯活動の育成

犯罪などに巻き込まれない安心できる環境ができていること（市民の
評価点）

犯罪などに巻き込まれない安心できる環境ができていること（市民の
評価点）

― 防犯カメラの設置台数

明るいまちづくり センサー付き防犯灯の設置率 LED型防犯灯の設置率

交通安全意識の高揚
こども自転車運転免許証交付講習会の開催校数 こども自転車運転免許証交付講習会の開催校数

交通安全教室の年間開催回数 交通安全講習会の年間開催回数

交通安全のための環境づく
り

交通事故年間発生件数 交通事故年間発生件数

― 上記のうち歩行者の交通事故の件数

― 上記のうち自転車の交通事故の件数

消費者意識の高揚
消費生活講座の年間開催回数 消費生活講座の年間開催回数

課題別出前講座の年間開催回数 課題別出前講座の年間開催回数

消費者保護対策 消費者相談解決率 消費者相談解決率

火災予防（防火）意識の高揚 火災年間発生件数 火災年間発生件数

消防力の向上 公設消火栓設置箇所数 公設消火栓設置箇所数

救急・救助体制の充実 救急救命士のうち気管挿管及び薬剤投与資格者数の割合（守口市門真
市消防組合）

救急救命士のうち気管挿管及び薬剤投与資格者数の割合（守口市門真
市消防組合）

救命対策の充実
AEDの公共施設設置率 AEDの公共施設設置率

救急・救命講習年間参加者数（守口市門真市消防組合） 救急・救命講習延べ参加者数（平成22（2010）年度以降：守口市門真市
消防組合）

危機管理体制の充実 災害時要援護者支援プランの策定 災害時要援護者支援プランの策定

災害情報伝達機能の強化 同報系無線の設置箇所数 同報系無線の設置箇所数

自主防災意識の高揚
自主防災訓練など年間実施回数 自主防災訓練など年間実施回数

― 自宅から近い指定避難場所を知っている人の割合

自主防災組織の育成支援 自主防災工具の貸与数 自主防災工具の貸与数

建物の耐震改修の促進
公共施設の耐震化率 公共施設の耐震化率

助成制度年間適用件数 補助制度年間適用件数

治水対策の強化 雨水貯留浸透施設の総貯水量 雨水貯留浸透施設の総貯水量

シンボルゾーンの整備
シンボルゾーン基盤整備の進捗率 シンボルゾーン基盤整備の進捗率

― 主要駅の周辺がまちの顔としてにぎわいのある魅力的な環境だと感
じる人の割合

北部地域の災害に強いまち
づくり 住宅市街地総合整備事業の既実施面積 住宅市街地総合整備事業の既実施面積

第二京阪道路沿道の市街地
整備

まちづくり協議会設立数 土地区画整理組合設立数

高架下における有効活用率 第二京阪道路高架下利用計画に基づく門真市の利用計画箇所（全15箇
所）のうち利用が開始された箇所数
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達成度を測る指標（改定前） 達成度を測る指標（改定後）

主な実施施策

上水道整備と適正な管理・
運営

配水施設の耐震化率 （廃止）

― 配水池全体の貯水量に対する耐震化された配水池の貯水量の割合

― 管路総延長に対する耐震管延長の割合

― 安心して水道を利用できていると感じる人の割合

下水道・水路整備と適正な
管理

下水道の人口普及率 下水道の人口普及率

水路の有効利用延長 水路の有効利用延長

ごみ・し尿処理の適正な処
理と施設管理

不法投棄の年間処理件数 不法投棄の年間処理件数

し尿の総収集量 （廃止）

幹線道路の整備 まちの骨格を形成する幹線道路が整備され、他地域へ行くのが便利で
あること（市民の評価点）

まちの骨格を形成する幹線道路が整備され、他地域へ行くのが便利で
あること（市民の評価点）

生活道路の整備
安全で便利な道路の整備がなされていること（市民の評価点） 安全で便利な道路の整備がなされていること（市民の評価点）

生活道路の整備延長 「門真市生活道路網計画」に基づく門真市道（私道を含む）の道路幅員
充足延長

公共交通サービスの充実 バスや鉄道などの公共交通機関が利用しやすいこと（市民の評価点） バスや鉄道などの公共交通機関が利用しやすいこと（市民の評価点）

駅前広場などの整備
駅周辺の駐輪ラック台数（全駅） 駅周辺のサイクルラック台数の確保（全駅）

放置自転車の年間撤去台数 放置自転車の年間撤去台数

歩行者や自転車の道の整備 自転車通行帯の整備延長 市道のうち自転車歩行者道がある道路及び自転車歩行者専用道路の
延長

バリアフリー化やユニバー
サルデザインの推進

公共施設などが誰もが使いやすく整備されていること（市民の評価
点）

公共施設などが誰もが使いやすく整備されていること（市民の評価
点）

門真市交通バリアフリー基本構想に基づく特定経路・準特定経路の整
備率

「門真市交通バリアフリー基本構想」に基づく特定経路・準特定経路の
整備率

都市計画によるまちづくり 次期都市計画マスタープランの策定 中間報告書作成回数

開発事業に対する適切な指
導 開発指導要綱に基づく協議成立率 関係法令等に基づく協議成立率

良好な住環境の誘導

住宅地が整備され、生活しやすい環境ができていること（市民の評価
点）

住宅地が整備され、生活しやすい環境ができていること（市民の評価
点）

建物中間検査の受検率 建物中間検査の受検率

建物完了検査の受検率 建物完了検査の受検率

市営住宅の管理と改善整備
市内市営住宅の耐震化率 市内市営住宅の耐震化率

市内市営住宅のバリアフリー率 市内市営住宅のバリアフリー率

府営住宅の改善整備 市内府営住宅の耐震化率 市内府営住宅の耐震化率

基本目標4

主な実施施策

非核平和の都市づくり 非核平和講演会の年間参加者数 非核平和講演会の年間参加者数

平和を愛する意識の高揚 非核平和行進への支援 非核平和行進等への支援

人権の擁護
人権擁護委員の年間相談回数 人権擁護委員の年間相談回数

― 人権が尊重され、共生社会の形成が進んでいると感じる人の割合

人権尊重の啓発
人権講座の年間開催回数 人権講座の年間開催回数

― 人権や平和に関する講演や勉強会へ参加したことがある人の割合

男女が平等に社会参画でき
る環境づくり

男女共同参画週間の講座の参加者数 男女共同参画週間の講座等の参加者数

― （仮称）門真市女性サポートセンターの利用者数

― 市役所の管理職員における女性比率（課長級以上）

― 地方自治法上の委員会及び附属機関における女性委員の比率

労働の場での男女の共同参
画 就職差別撤廃月間の啓発研修参加企業数 就職差別撤廃月間等の啓発研修参加企業数

ワーク・ライフ・バランスの
推進 ワーク・ライフ・バランス研修の受入企業数 ワーク・ライフ・バランス啓発講座への参加者数

多文化共生社会の形成 在住外国人と活発に交流できていること（市民の評価点） 在住外国人と活発に交流できていること（市民の評価点）

国際交流の促進 国外の都市との交流が行われていること（市民の評価点） 国外の都市との交流が行われていること（市民の評価点）

社会教育推進体制の充実 生涯学習基本計画の策定 1年以内に生涯学習活動をしたことがある人の割合
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達成度を測る指標（改定前） 達成度を測る指標（改定後）

主な実施施策

図書館活動の充実
年間貸出点数 図書館年間貸出点数

登録者数 登録者数

生涯学習活動の充実 サークル活動の登録団体数 サークル活動の登録団体数

スポーツ活動推進体制の充
実 スポーツ団体登録数 スポーツ・レクリエーション団体のネットワーク化

生涯スポーツ活動への支援
学校体育施設使用団体数 スポーツ・レクリエーション大会参加者数

― 市内のスポーツ施設を利用したことがある人の場合

文化・芸術振興体制の充実 身近に芸術や文化にふれることができる環境ができていること（市民
の評価点）

身近に芸術や文化にふれることができる環境ができていること（市民
の評価点）

市民文化・芸術活動の支援

文化関係のサークル活動や団体に参加している市民の割合 文化関係のサークル活動や団体に参加している市民の割合

― 文化芸術を鑑賞・体験したことがある人の割合

― 生涯学習活動を行っている人の割合

― 市内の生涯学習施設を利用したことがある人の割合

地域の伝統文化の継承 地元まつり保存会の数 地域のまつり保存会等の数

歴史文化遺産の保存と継承 国・府・市が指定する文化財の数 史跡伝茨田堤周辺の整備

基本目標5

主な実施施策

地域福祉推進体制の充実 互いに助け合い、支え合う地域のつながりができていること（市民の
評価点）

互いに助け合い、支え合う地域のつながりができていること（市民の
評価点）

地域福祉活動の推進
コミュニティソーシャルワーカー配置箇所数 コミュニティソーシャルワーカーの延べ相談者数

小地域ネットワーク活動実施箇所数 小地域ネットワーク活動実施箇所数

国民健康保険制度の適正運
用 国民健康保険料収納率 国民健康保険料収納率

後期高齢者医療制度の適正
運用 後期高齢者医療保険料収納率 後期高齢者医療保険料収納率

介護保険制度の適正運用 介護保険料収納率（くすのき広域連合） 介護保険料収納率（くすのき広域連合）

国民年金制度の啓発活動 年金制度啓発活動媒体数 年金制度啓発活動媒体数

高齢者福祉推進体制の充実 高齢者が生きがいを持ち、いきいきと暮らせる環境ができていること
（市民の評価点）

高齢者が生きがいを持ち、いきいきと暮らせる環境ができていること
（市民の評価点）

家庭で安心して暮らせる支
援体制の充実 高齢者世帯への緊急通報装置貸与件数 高齢者世帯への緊急通報装置貸与件数

介護保険サービスの充実 地域包括支援センターにおける高齢者の年間総合相談件数 地域包括支援センターにおける高齢者の年間総合相談件数

社会参加の促進 シルバー人材センター登録者数 シルバー人材センター登録者数

障がい者（児）福祉推進体制
の充実

障がい者が自立しながら安心して暮らせる環境ができていること（市
民の評価点）

障がい者が自立しながら安心して暮らせる環境ができていること（市
民の評価点）

早期発見・療育体制の充実 くすのき園・さつき園における専門職職員の数（非常勤を除く） HANAくらぶ（保護者同士の交流会）の参加者数

在宅福祉サービスの充実
日帰り短期年間入所者数 市内障がい者通所施設数

タイムケア年間利用者数 市内障がい児通所施設数

社会参加の促進 移動支援事業年間利用者数 移動支援事業年間利用者数

生活保護の適正化 生活保護受給世帯のうち就労している世帯の割合 生活保護受給世帯のうち就労している世帯の割合

生活自立への支援 生活困窮者のための相談事業数 生活困窮者のための相談事業数

健康づくり推進体制の充実 市民が健康づくりに取り組める環境ができていること（市民の評価
点）

市民が健康づくりに取り組める環境ができていること（市民の評価
点）

健康づくり活動の推進

健康診査・各種検診などが充実し、利用しやすいこと（市民の評価点） 健康診査・各種検診などが充実し、利用しやすいこと（市民の評価点）

「歩こうよ・歩こうね」運動登録者数 「歩こうよ・歩こうね」運動登録者数

― 朝食を毎日食べている人の割合

― 週2回以上運動する人の割合

保健サービスの充実 大腸がん検診受診率 大腸がん検診受診率

健康教育・相談の充実 健康教育年間のべ参加者数（40歳∼ 64歳対象） 健康教育年間のべ参加者数（40歳∼ 64歳対象）

生活習慣病の予防対策

特定健康診査受診率 特定健康診査受診率

特定保健指導実施率 特定保健指導実施率

メタボリック症候群の該当者・予備群の減少率 メタボリック症候群の該当者・予備群の減少率
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達成度を測る指標（改定前） 達成度を測る指標（改定後）

主な実施施策

感染症の予防対策 麻しんの予防接種率（1期） 麻しんの予防接種率（1期）

地域医療との連携強化 医療施設が整備され、医療サービスがいつでも利用しやすい環境がで
きていること（市民の評価点）

医療施設が整備され、医療サービスがいつでも利用しやすい環境がで
きていること（市民の評価点）

救急医療・休日診療体制の
充実 救急医療体制ができていること（市民の評価点） 救急医療体制ができていること（市民の評価点）

基本目標6

主な実施施策

循環型社会の形成
ごみの減量や省エネルギー対策、リサイクルの取組が行われているこ
と（市民の評価点）

ごみの減量や省エネルギー対策、リサイクルの取組が行われているこ
と（市民の評価点）

門真市域の1人当たりごみの排出量 門真市域の1人当たりごみの排出量

環境教育の充実 リサイクル施設の年間来館者数 リサイクル施設の年間来館者数

環境保護活動の充実 温室効果ガスの排出量（二酸化炭素換算） 温室効果ガスの排出量（二酸化炭素換算）

公害対策の充実 苦情の年度内解決率（公害等調整委員会ヘの報告分） 苦情の年度内解決率（公害等調整委員会ヘの報告分）

環境美化意識の高揚 環境美化表彰等の受賞団体・個人者数 門真市美化推進の日を中心とした一定期間の清掃活動の参加者数

美しいまちづくり活動の促
進

地域清掃活動の登録団体数 地域清掃活動の登録団体数

害虫駆除用具の年間貸し出し件数 （廃止）

自然・歴史的景観の保全 美しいまちなみであること（市民の評価点） 美しいまちなみであること（市民の評価点）

親水空間などの整備 親水空間などの整備箇所数 親水空間などの整備箇所数

公園の整備
身近に公園や緑地が整備されていること（市民の評価点） 身近に公園や緑地が整備されていること（市民の評価点）

公園・緑地の整備面積 門真市が管理する公園・広場・緑地の面積

緑のネットワークの充実 緑化樹の年間配布本数 「門真市緑化に関する指導要綱」に基づき緑化された面積

新たな産業の育成と雇用の
創出

ものづくり企業立地促進制度の利用件数 ものづくり企業立地促進制度の利用件数

本市ホームページへの市内企業サイトの開設 本市ホームページへの市内企業サイトの開設

― 企業連携に伴う新規事業の創出数

産学官連携によるものづく
りの促進 産学官交流団体の団体数 産学官交流の連携実績数

ベンチャービジネスの育成
支援 産業支援センターの開設 創業件数

商業の振興 商店街の活性化や商業地域の整備がなされていること（市民の評価
点）

商店街の活性化や商業地域の整備がなされていること（市民の評価
点）

工業の振興 活発な工業活動ができるような環境になっていること（市民の評価
点）

活発な工業活動ができるような環境になっていること（市民の評価
点）

農業の振興 大阪エコ農産物生産者数 大阪エコ農産物生産者数

多様な人材・後継者の育成
支援 ものづくり団体による年間出前講座数 ものづくり団体による年間出前講座数

研修機会の充実 研修会の年間実施回数 研修会の年間実施回数

就労の支援 就業率（就業者／相談者） 就業率（就業者／相談者）

労働環境改善などへの支援 セミナー年間開催回数（市主催・共催・後援含む） セミナー年間開催回数（市主催・共催・後援含む）
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